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この冊子の前半部分は「りそな 東欧フロンティア株式ファンド」の投資信託説明書

（交付目論見書）、後半部分は「りそな 東欧フロンティア株式ファンド」の投資

信託説明書（請求目論見書）です。



投資信託説明書
（交付目論見書）�
2 0 0 6 . 1 1

本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�



1. 本書により行う「りそな 東欧フロンティア株式ファンド」（以下「当ファンド」

といいます。）の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和

23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成18年3月31日に

関東財務局長に提出しており、平成18年4月16日にその効力が発生しており

ます。また、委託会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出

書を平成18年11月16日に関東財務局長に提出しております。

当該有価証券届出書「第三部　ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資

信託説明書（請求目論見書）は、投資家から販売会社にご請求いただければ

当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その

旨をご自身で記録しておくようにしてください。

2. 当ファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動き

のほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて

投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されて

いるものではありません。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、

組入株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を

含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることが

あります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。



投資信託振替制度への移行について（お知らせ）

◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（｢振替口座簿｣といいます。）への記載･記録
によって行われますので、受益証券は発行されません。

◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。

◆振替受益権について
平成19年1月4日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される
受益権の帰属は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」といいます。）があらかじめこの
ファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関（以下、｢振替機
関等｣という場合があります。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）
ファンドの受益権は、本交付目論見書の「その他」中の｢振替機関に関する事項｣に記載の振替機関の振替業に
かかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その
他の規則に従って支払われます。

◆既に発行された受益証券の振替受益権化について
委託会社は、本交付目論見書の「その他」中の《ファンド管理の概要及び運営等に関する事項について》の｢信託
約款の変更｣に記載の手続きにより、信託約款の変更を行う予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、
受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとします。
原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成19年1月4日に振替
受入簿に記載または記録するよう申請します。
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認
した後、当該申請を行うものとします。
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるもの
を含みます。

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の
末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合に
おいて、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。

詳しくは後述の「信託約款（平成19年1月4日適用予定）の変更内容について」をご覧ください。

以上

ファンドは、平成19年1月4日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後の
ファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。

※政令で定める日以降「社債､株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし､「社債､株式等の振替に関する法律」
を含め､以下「社振法」といいます。
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国際株式型（一般型）
社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
において、「約款上の株式組入限度70%以上の
ファンドで、主として外国株式に投資するもの」
として分類されるファンドをいいます。

信託財産
ファンドにおいて運用される株式や債券などの
有価証券や現金などの財産をいいます。信託財
産は、受託会社により保管・管理されています。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わす
有価証券のことで、委託会社が発行します。

1Deutsche Asset Management

り
そ
な
東
欧
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
株
式
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ァ
ン
ド

愛
称：

こ
は
く（
琥
珀
）

※
以
下
「
フ
ァ
ン
ド
」
と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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ァ
ン
ド
の
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称

フ
ァ
ン
ド
の
目
的

基
本
的
性
格

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
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欧
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド（
以
下
「
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
」と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。）
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益
証
券
へ
の
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資
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通
じ
て
、
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財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
い
ま
す
。

当
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ン
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追
加
型
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資
信
託
・
国
際
株
式
型（
一
般
型
）で
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●
委
託
会
社
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
指
図
に
関
す
る
権
限
を
、

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ァ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・

エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
に
再
委
託
し
ま
す
。

●
Ｄ
Ｗ
Ｓ
は
、
ド
イ
ツ
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
投
資
信
託
運
用
会
社
で
す
。

ド
イ
ツ
最
大
の
投
資
信
託
運
用
資
産
残
高
シ
ェ
ア
を
有
し
ま
す
。

●
ド
イ
ツ
の
ほ
か
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ロ
シ
ア
に
も
調
査
・
運
用
拠
点

を
設
け
、
地
域
に
根
ざ
し
た
運
用
体
制
を
敷
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
運
用
チ
ー
ム
は
、
投
資
対
象
国
の
言
語
・
文
化
・
制
度
な

ど
に
精
通
し
た
専
門
家
集
団
で
す
。

為替ヘッジ
為替変動に係るリスクを回避するために、通貨
の先物取引やオプション取引を利用して、将来
のある時点に事前に決められた一定の交換レー
トで外貨を売り、円を買う取引を行うことなど
をいいます。

ＧＤＰ
Gross Domestic Productの頭文字をとってGDPといいます。
一定期間内に国民が国内で生産した全ての財・サービス
の総額を付加価値で表したものです。この指数により国
内の景気変動や経済成長の程度がわかります。また各国
の経済活動の大きさを比較する場合に利用されます。
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●
主
な
投
資
対
象
国
の
国
民
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
＝
所
得
は
、
日

本
等
の
先
進
国
と
の
比
較
で
大
き
な
差
異
が
あ
り
ま
す
。

●
一
方
、
今
後
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
見
通
し
は
、
先
進
国
を
大
幅
に

上
回
っ
て
い
ま
す
。

※

主
な
投
資
対
象
国
に
加
え
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
カ

ザ
フ
ス
タ
ン
、
グ
ル
ジ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア

ニ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
も
投
資
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
、
特
に
高
い
経
済
成
長
が

期
待
さ
れ
て
い
る
ロ
シ
ア
・
ト
ル
コ
・

ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
チ
ェ
コ
を
主
な

投
資
対
象
国
※

と
し
、
運
用
チ
ー
ム
が
選
定
し
た

企
業
に
投
資
し
ま
す
。

1

2
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
投
資
信
託
市
場
で
評
価
の
高
い

Ｄ
Ｗ
Ｓ
が
運
用
を
行
い
ま
す
。

3
原
則
と
し
て
、
為
替
ヘ
ッ
ジ
は
行
い
ま
せ
ん
。

フ
ァ
ン
ド
の
特
色

フ
ァ
ン
ド
の
特
色

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

DWS本社

先進国を上回るＧＤＰ成長率�

2005年�
2006年（予）�
2007年（予）�

ロシア�

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9（%）�

トルコ�

ポーランド�

ハンガリー�

チェコ�

ユーロ圏�

日本�

（出所）IMF、2006年4月末現在�
※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆
するものではありません。�

国民一人当たりのGDP＝所得�

ロシア�
トルコ�
ポーランド�
ハンガリー�
チェコ�
ユーロ圏�
日本�

62万円�
59万円�
92万円�
127万円�
140万円�
370万円�
412万円�

 2005年12月末時点　1米ドル＝117円で換算�
（出所）世界銀行�

DWS�
24.7%

DEKA�
16.9%

UNION�
16.6%

ADGI�
15.4%

Activest�
5.5%

Cominvest�
4.8%

その他�
16.1%

外国籍ファンドを含む資産運用残高ベース�
（出所）BVI　ドイツ投資信託協会、2006年8月末現在�

ドイツの投信運用会社の運用資産残高�
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【
投
資
対
象
】

主
要
投
資
対
象
国
お
よ
び
そ
の
他
投
資
対
象
国
の
い
ず
れ
か
で
上
場
ま

た
は
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
お
よ
び
預
託
証
書
等
と
し
ま
す
。
あ
る
い

は
、
生
産
、
製
造
、
販
売
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
大
半
が
主
要
投
資
対

象
国
お
よ
び
そ
の
他
投
資
対
象
国
の
い
ず
れ
か
で
行
わ
れ
て
い
る
企
業

の
株
式
お
よ
び
預
託
証
書
等
と
し
ま
す
。（
生
産
、
製
造
、
販
売
、
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
の
大
半
が
主
要
投
資
対
象
国
お
よ
び
そ
の
他
投
資
対
象
国

の
い
ず
れ
か
で
行
わ
れ
て
い
る
企
業
の
株
式
お
よ
び
預
託
証
書
等
の
中

に
は
、
米
国
、
英
国
、
ス
イ
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、

ド
イ
ツ
等
で
上
場
ま
た
は
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
お
よ
び
預
託
証
書
等

も
含
ま
れ
ま
す
。）

チ
ェ
コ
、
ト
ル
コ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ロ
シ
ア
の
い
ず
れ
か
で
上
場
ま
た
は
取
引
さ
れ
て
い
る

株
式
を
主
要
投
資
対
象
と
し
ま
す
。

実
際
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
「
東
欧
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
」

を
主
要
な
投
資
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
現
し
ま
す
。

ドイツ�
ポーランド�

チェコ�

ハンガリー�

カザフスタン�

トルコ�

ロシア�

ブルガリア�

ルーマニア�

グルジア�

ウクライナ�

リトアニア�

ラトビア�

エストニア�

スロバキア�
オーストリア�

「東欧株式マザーファンド」の主な投資対象国

ロ
シ
ア
株
式
へ
の
直
接
投
資
に
あ
た
っ
て
は
、
決
済
用
口
座
と
し

て
、
有
価
証
券
を
保
護
預
り
す
る
保
管
機
関
に
証
券
口
座
（
以
下

「
メ
イ
ン
ア
カ
ウ
ン
ト
」
と
い
い
ま
す
。）
を
開
設
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
メ
イ
ン
ア
カ
ウ
ン
ト
の
開
設
に
際
し
て
は
、
ロ
シ
ア
の

法
規
制
に
よ
り
、
法
人
格
を
有
す
る
者
の
み
開
設
可
能
と
い
う
条

件
が
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
名
義
で
の
口
座
開
設
が
で
き
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
、
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会
社

名
義
で
メ
イ
ン
ア
カ
ウ
ン
ト
を
開
設
し
、
当
フ
ァ
ン
ド
名
義
の
保

護
預
り
口
座
を
メ
イ
ン
ア
カ
ウ
ン
ト
の
下
に
開
設
し
ま
す
。
ま
た

次
の
事
項
に
つ
い
て
制
限
等
が
課
せ
ら
れ
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ

さ
い
。
な
お
、
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会

社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人
で
あ
る
「
り
そ
な
信
託
銀
行
株

式
会
社
（
受
託
会
社
）」
の
再
信
託
受
託
会
社
で
す
。

◆
石
油
等
の
資
源
株
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
保
有
株
数
制
限
が
課
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
制
限
は
、
メ
イ
ン
ア
カ
ウ
ン
ト
単
位
で
計
算
さ

れ
ま
す
の
で
、
当
フ
ァ
ン
ド
単
独
で
は
上
限
を
超
過
し
て
い
な
い
場

合
で
も
、
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
株
券
の
発
行
が
行
わ
れ
ず
、
原
則
と
し
て
、
株
主
名
簿
に
よ
っ
て
株

主
と
し
て
の
地
位
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

◆
株
式
の
売
買
に
お
い
て
資
金
決
済
と
証
券
決
済
を
別
々
に
行
う
た

め
、
決
済
の
低
い
効
率
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ロ
シ
ア
株
式
へ
の
投
資
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点

トップダウン・アプローチ
マクロ経済や資本市場全体の将来の見通しを立
てて、その見通しのもとで好業績が予想される
業種を絞り込み、その業種の中から成長性の高
い銘柄を選択する運用手法です。

保護預り
販売会社が顧客との契約に基づいて有価証券を
保管することをいいます。

預託証書
ある国の発行会社の株式を海外でも流通させるため
に、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替
として海外で発行される証券のことをいいます。預
託証書（DR）は、株式と同様に証券取引所などで取
引され、流通される市場や形態によって多様です。

主
な
投
資
対
象

主
な
投
資
対
象

■主要投資対象国�

チェコ�

トルコ�

ハンガリー�

ポーランド�

ロシア�
�

■その他投資対象国�

ウクライナ�

エストニア�

オーストリア�

カザフスタン�

グルジア�

スロバキア�

ブルガリア�

ラトビア�

リトアニア�

ルーマニア�
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Ｍ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｍ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
10
／
40
（
税
引
配
当
込
み：

当
社
円

換
算
ベ
ー
ス
）
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
参
考
指
数
と
し
ま
す
。

＊

Ｍ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｍ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
10
／
40
（
税
引
配
当
込
み：

当
社
円
換
算
ベ
ー
ス
）

は
、
同
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
（
税
引
配
当
込
み：

米
ド
ル
ベ
ー
ス
）
を
も
と
に
、
当

社
が
円
換
算
し
て
お
り
ま
す
。

（
注
）Ｍ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｍ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
10
／
40
に
関
す
る
著
作
権
、
知
的
財
産
権
そ
の
他
一
切

の
権
利
は
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
社
に

帰
属
し
ま
す
。
ま
た
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
社
は
同
指
数
の
内
容
を
変
更
す
る
権
利
及
び
公
表
を
停
止
す
る
権
利
を
有
し
て
い

ま
す
。

※

参
考
指
数
と
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
に
あ
た
っ
て
の
運
用
成
果
の
目
安
と
な
る
指

標
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
運
用
成
果
は
参
考
指
数
と
乖
離
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

な
お
、
参
考
指
数
は
委
託
会
社
の
判
断
に
よ
り
予
告
な
く
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

ポートフォリオ�

構築構築�

ポートフォリオ�

構築�

トップダウン・アプローチ�

マクロ分析�
セクター・アロケーション�

企業訪問�
バリュエーション�

ボトムアップ・アプローチ�

企業の質と成長性に�
注目した銘柄選択�

投資対象国の事情と�
言語にも精通した�
エマージング�

東欧株式運用チーム�
のメンバーが、�

年間のべ約300社を�
企業訪問�

ポートフォリオ
ファンドに組み入れられている株式、公社債、短
期金融商品などの集合体のことをいいます。

ボトムアップ・アプローチ
企業訪問などによる調査・分析に基づき、個別
銘柄を選別する運用手法です。

具
体
的
な
投
資
プ
ロ
セ
ス

運
用
目
標
（
参
考
指
数
）

具
体
的
な
投
資
プ
ロ
セ
ス

運
用
目
標
（
参
考
指
数
）

投信博士の�

用語解説�

2006年8月末現在

■
ド
イ
ツ
が
持
つ
、
旧
東
側
諸
国
と
の
玄
関
口
と
し
て
の
地
政
学

的
優
位
性

■
投
資
対
象
国
の
言
語
、
制
度
、
文
化
、
習
慣
な
ど
に
精
通
し
た

専
門
家
集
団
に
よ
る
運
用

■
地
域
に
根
差
し
た
調
査
体
制
の
優
位
性
を
活
か
し
た
高
い
銘
柄

発
掘
能
力

■
運
用
成
果
向
上
に
不
可
欠
な
、
各
拠
点
間
の
良
好
な
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
と
緊
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

※

市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
前
記
の
よ
う
な
運
用
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
強
み

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴
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を
信
託
財
産
で
取
得
す
る
こ
と
を
受
託
会
社
に
指
図
し
な
い
も
の

と
し
ま
す
。

ａ．
委
託
会
社
が
運
用
の
指
図
を
行
う
す
べ
て
の
フ
ァ
ン
ド
で
保
有

す
る
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
総
数

ｂ．
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
総
数
に
１
０
０
分
の
50
の
率
を
乗

じ
て
得
た
数

②
先
物
取
引
等
の
評
価
損
の
制
限
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
27
条
第
１
項
第
５
号
）

委
託
会
社
は
、
先
物
取
引
等
の
有
価
証
券
関
連
・
金
融
関
連
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
等
の
評
価
損
が
フ
ァ
ン
ド
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分

の
50
に
相
当
す
る
額
を
上
回
る
こ
と
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
継
続
す
る
こ
と
を

受
託
会
社
に
指
図
し
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

毎
決
算
時
（
原
則
と
し
て
２
月
18
日
お
よ
び
８
月
18
日
。
た
だ
し
、

同
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。）
に
、
原
則
と
し
て
以
下
の
方

針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

①
分
配
対
象
額
の
範
囲
は
、
経
費
控
除
後
の
繰
越
分
を
含
め
た
配
当
等

収
益
と
売
買
益（
評
価
益
を
含
み
ま
す
。）等
の
全
額
と
し
ま
す
。

②
収
益
分
配
金
額
は
、
委
託
会
社
が
基
準
価
額
水
準
、
市
況
動
向
等
を

勘
案
し
て
決
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少
額
の
場
合
に

は
、
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

③
留
保
益
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
限
を
設
け
ず
、
委
託
会
社
の

判
断
に
基
づ
き
、
元
本
部
分
と
同
一
の
運
用
を
行
い
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定

で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
分
配
金
は
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
決
算
日
以

前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、

当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
決
算
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金

支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い

〈
信
託
約
款
で
定
め
る
主
な
投
資
制
限
〉

①
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

（「
運
用
の
基
本
方
針
」
２．
運
用
方
法
（
３
）
投
資
制
限
）

②
投
資
信
託
証
券
（
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。）

へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
５
％
以
下

と
し
ま
す
。（「
運
用
の
基
本
方
針
」
２．
運
用
方
法
（
３
）
投
資
制

限
　
信
託
約
款
第
21
条
第
４
項
）

③
同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信

託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

（「
運
用
の
基
本
方
針
」
２．
運
用
方
法
（
３
）
投
資
制
限
　
信
託
約

款
第
25
条
第
１
項
）

④
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ
の
実

質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま

す
。（「
運
用
の
基
本
方
針
」
２．
運
用
方
法
（
３
）
投
資
制
限
　
信

託
約
款
第
25
条
第
３
項
）

⑤
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
う
ち

商
法
第
３
４
１
条
ノ
３
第
１
項
第
７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め
が

あ
る
も
の
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の

20
％
以
下
と
し
ま
す
。（「
運
用
の
基
本
方
針
」
２．
運
用
方
法

（
３
）
投
資
制
限
　
信
託
約
款
第
29
条
第
１
項
）

⑥
外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

（「
運
用
の
基
本
方
針
」
２．
運
用
方
法
（
３
）投
資
制
限
）

（
注
）マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の「
投
資
制
限
」に
つ
い
て
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
と
実
質
的
に
同
一
で
す
。

※
詳
し
く
は
「
信
託
約
款
」
を
ご
覧
下
さ
い
。

〈
法
令
で
定
め
る
投
資
制
限
〉

①
同
一
法
人
の
発
行
す
る
株
式
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す

る
法
律
第
16
条
）

委
託
会
社
は
、
同
一
の
法
人
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
、
次
の

ａ．
の
数
が
ｂ．
の
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
株
式

外貨建資産
ファンドに組み入れている海外の企業が発行す
る株式や債券などを合計した資産を外貨建資産
といいます。

純資産総額
ファンドに組み入れられている株式や公社債な
どを時価で評価し、株式や公社債などから得ら
れる配当金や利息などの収入を加えた資産の総
額から、ファンドの運用に必要な費用などを差
し引いた金額のことです。

マザーファンド
投資家が取得するファンドを「ベビーファンド」
といい、複数のベビーファンドの資金をまとめ
て運用するためのファンドを「マザーファンド」
といいます。

主
な
投
資
制
限

主
な
投
資
制
限

収
益
分
配
方
針

収
益
分
配
方
針
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運
用
実
績

基
準
価
額
及
び
解
約
価
額

原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
お
い
て
日
々
算
出
さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

受
益
者
へ
の
定
期
報
告

委
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
毎
計
算
期
間
の
終
了
後
お
よ
び
償
還

後
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証
券
の
内
容
お
よ
び
有
価
証
券

の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
「
運
用
報
告
書
」
を
作
成
し
、
こ
れ

を
販
売
会
社
を
通
じ
て
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

受
益
者
へ
の
お
知
ら
せ

信
託
約
款
の
変
更
時
等
、
委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告

は
、
日
本
経
済
新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益者
は保有口数に応じて収益分配金や償還金に対す
る請求権、換金請求権などの権利を有していま
す。

基準価額
純資産総額をその日の受益権の口数で割ったも
のです。
ただし、便宜上１万口単位に換算した価額で表
示することがあります。

直
近
の
運
用
実
績
情
報
の
入
手
方
法

直
近
の
運
用
実
績
情
報
の
入
手
方
法

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

販売会社
●販売会社の本支店の窓口で問い合わせることができます。

日本経済新聞
●原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、

「こはく」として、前日付の基準価額が掲載されます。

て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）に
、
原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し

て
５
営
業
日
目（
予
定
）か
ら
お
支
払
い
し
ま
す
。
な
お
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降

に
お
い
て
も
、
時
効
前
の
収
益
分
配
金
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に

お
支
払
い
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
お
申
込
み
の
場
合
は
、
分
配

金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
ま
す
が
、
再
投
資
に
よ
り
増
加
し
た
受
益

権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。
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主
な
リ
ス
ク
と

留
意
点

株
式
の
価
格
変
動
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
は
主
に
外
国
の
株
式
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
フ
ァ
ン
ド

の
基
準
価
額
は
組
み
入
れ
て
い
る
株
式
の
価
格
変
動
の
影
響
を
受
け

ま
す
。
株
式
の
価
格
は
政
治
経
済
情
勢
、
発
行
企
業
の
業
績
、
市
場

の
需
給
等
を
反
映
し
て
変
動
し
、
短
期
的
ま
た
は
長
期
的
に
大
き
く

下
落
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
株
式
の
発
行
者
に
経
営
不
振

も
し
く
は
債
務
不
履
行
等
が
生
じ
た
場
合
、
ま
た
は
そ
れ
ら
が
予
想

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
通
じ
て

株
式
な
ど
の
値
動
き
の
あ
る
証
券
に
投
資
し
ま
す
（
ま
た

外
貨
建
資
産
に
投
資
す
る
場
合
に
は
こ
の
他
に
為
替
変
動

リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。）
の
で
、
基
準
価
額
は
変
動
し
ま
す
。

従
っ
て
、
元
金
が
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

当
フ
ァ
ン
ド
に
生
じ
た
利
益
お
よ
び
損
失
は
、
全
て
受
益

者
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
は
、
主
に
以
下
の
リ
ス
ク
要
因

に
よ
り
、
変
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

円安
日本円と外国通貨とを交換する比率（＝為替レー
ト）は常に変化するものです。日本円の価値が
外国通貨より低くなることを円安といいます。
たとえば、昨日１ドル115円で、今日１ドル117
円に変化するような状況のことです。

債務不履行
一般に公社債などの発行者が事前に約束された
利払いが遅延したり、元本の償還が不能になる
ことをいいます。

リスク
投資の世界では、予想されるリターン（収益）のブレ（変動）の大きさのことをいいま
す。「リスクが高い」ということは、当初に期待した通りのリターン（収益）にならな
い可能性が高いということです。期待に反して大きな損失を被る可能性もあります。
リスクとリターンは一般的に比例の関係にあり、高いリターン（収益）が期待できる
商品はリスク（変動性）も高くなります。

為替の動き（イメージ図）

さ
れ
る
局
面
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
株
式
の
価
格
は
大
き
く
下

落
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
価
格
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。）。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
影
響
を

受
け
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

為
替
市
場
の
相
場
変
動
リ
ス
ク
（
為
替
変
動
リ
ス
ク
）

当
フ
ァ
ン
ド
は
主
に
外
国
の
株
式
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
フ
ァ
ン
ド

の
基
準
価
額
は
、
当
該
株
式
の
投
資
対
象
国
の
通
貨
と
日
本
円
と
の

間
の
為
替
変
動
の
影
響
を
受
け
ま
す
。
為
替
変
動
リ
ス
ク
と
は
、
外

国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
外
国
通
貨
建
資
産
の
価
格
が
変
動
す
る

リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。
外
国
為
替
相
場
は
一
般
的
に
、
外
国
為
替
市

場
の
需
給
、
各
国
の
金
利
の
変
動
お
よ
び
様
々
な
国
際
的
な
要
因
に

よ
り
変
動
し
、
各
国
政
府
・
中
央
銀
行
に
よ
る
介
入
や
通
貨
管
理
そ

の
他
の
政
策
に
よ
っ
て
も
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

外
国
為
替
相
場
は
短
期
的
に
大
幅
に
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

外
国
為
替
相
場
の
影
響
だ
け
を
考
慮
し
た
場
合
、
外
国
通
貨
建
資
産

の
価
格
は
、
当
該
外
国
通
貨
に
対
し
円
安
に
な
れ
ば
上
昇
し
ま
す
が
、

円
高
に
な
れ
ば
下
落
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
通
貨
建
資
産
の

価
格
が
下
落
し
た
場
合
に
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
影
響
を
受

け
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク

発
行
国
の
政
治
、
経
済
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
金
融
・
証
券
市

場
が
混
乱
し
、
証
券
価
格
が
大
き
く
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
エ
マ
ー
ジ
ン
グ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
新
興
国
市
場
）
は
、
一
般
に
先

進
諸
国
の
証
券
市
場
に
比
べ
、
市
場
規
模
、
証
券
取
引
量
が
小
さ
く
、

法
制
度
（
証
券
市
場
の
法
制
度
、
政
府
の
規
制
、
税
制
、
外
国
へ
の
送

金
規
制
等
）
や
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
未
発
達
で
あ
り
、
低
い

流
動
性
、
高
い
価
格
変
動
性
、
な
ら
び
に
決
済
の
低
い
効
率
性
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
な
お
、
企
業
情
報
の
開
示
等
の
基
準
が
先
進
諸
国
と
異
な

る
こ
と
か
ら
、
投
資
判
断
に
際
し
て
正
確
な
情
報
を
十
分
確
保
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
マ
ー
ジ
ン
グ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

は
先
進
諸
国
の
証
券
市
場
に
比
べ
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
が
高
く
な
り

ま
す
。

信
用
リ
ス
ク

投
資
し
た
株
式
に
つ
い
て
、
発
行
者
の
経
営
・
財
務
状
況
の
変
化
及

び
そ
れ
ら
に
関
す
る
外
部
評
価
の
変
化
を
含
む
信
用
状
況
等
の
悪
化

は
価
格
下
落
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
の

下
落
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
す
。

流
動
性
リ
ス
ク

急
激
か
つ
多
量
の
売
買
に
よ
り
市
場
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
場
合
、

ま
た
は
市
場
を
取
り
巻
く
外
部
環
境
に
急
激
な
変
化
が
あ
り
、
市
場

規
模
の
縮
小
や
市
場
の
混
乱
が
生
じ
た
場
合
等
に
は
、
機
動
的
に
有

価
証
券
等
を
売
買
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
当
該
有
価
証
券
等
の
価
格
の
下
落
に
よ
り
、
フ
ァ
ン
ド
の
基

準
価
額
が
影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

追
加
設
定
・
一
部
解
約
に
よ
る
フ
ァ
ン
ド
の
資
金
流
出
入
に
伴
う
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
の
追
加
設
定
（
フ
ァ
ン
ド
へ
の
資
金
流
入
）
お
よ
び
一
部

解
約
（
フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
資
金
流
出
）
に
よ
る
資
金
の
流
出
入
に
伴

い
、
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
大
量
の
追
加

設
定
が
あ
っ
た
場
合
、
原
則
的
に
迅
速
に
株
式
組
入
を
行
い
ま
す
が
、

買
付
け
予
定
銘
柄
に
よ
っ
て
は
流
動
性
な
ど
の
観
点
か
ら
買
付
け
終

デフォルト
事前に約束されたキャッシュフローが発行者の
倒産・破産などにより果たされないことなどを
いいます。

円高
日本円と外国通貨とを交換する比率（＝為替レー
ト）は常に変化するものです。日本円の価値が
外国通貨より高くなることを円高といいます。
例えば、昨日１ドル120円で、今日１ドル118
円に変化するような状況のことです。

了
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
様
に
大
量
の
解
約

が
あ
っ
た
場
合
に
も
解
約
資
金
を
手
当
て
す
る
た
め
保
有
証
券
を
大

量
に
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、

市
況
動
向
や
取
引
量
等
の
状
況
に
よ
っ
て
、
基
準
価
額
が
大
き
く
変

動
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

資
産
規
模
に
関
す
る
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
の
資
産
規
模
に
よ
っ
て
は
、
運
用
方
針
に
基
づ
く
運
用

が
効
率
的
に
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他

1
受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
っ
た
場
合
等
に
必
要
な
手
続
き

等
を
経
て
繰
上
償
還
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２
法
令
・
税
制
・
会
計
制
度
等
は
今
後
変
更
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

３
投
資
対
象
国
の
政
府
当
局
に
よ
る
、
海
外
か
ら
の
投
資
規
制
や
課

徴
的
な
税
制
、
海
外
か
ら
の
送
回
金
規
制
な
ど
の
様
々
な
規
制
の

導
入
や
政
策
変
更
等
に
よ
り
、
投
資
対
象
国
の
証
券
へ
の
投
資
が

悪
影
響
を
被
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

４
当
フ
ァ
ン
ド
は
、
左
記
の
日
は
取
得
申
込
み
お
よ
び
換
金
の
受
付

け
は
行
い
ま
せ
ん
。

・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日

・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日

な
お
、
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、

外
国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象

国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政

策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ

タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉

鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
に
は
、
追

加
設
定
・
解
約
の
申
込
み
を
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
既
に
お
申
込
み
の
追
加
設
定
・
解
約
で
あ
っ
て
も
取
消
し

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�
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取
得
の

お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

お
申
込
取
扱
場
所

販
売
会
社
の
本
・
支
店
等
に
お
い
て
お
申
込
み
の
取
扱
い
を
行
い
ま
す
。

販
売
会
社
に
つ
い
て
は
、
下
記
照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

お
申
込
時
間

取
得
申
込
／
ご
換
金
共
通

お
申
込
み
は
、
販
売
会
社
の
営
業
日
に
お
申
込
み
の
受
付
が
行
わ
れ
、

か
つ
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
き
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
申

込
受
付
分
と
し
て
取
扱
い
ま
す
。

（
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除
き
ま
す
。）

※
詳
し
く
は
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

お
申
込
価
額

取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額

た
だ
し
、「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
で
再
投
資
を
す
る
場
合
、

各
計
算
期
間
終
了
日
（
決
算
日
）
の
基
準
価
額

お
申
込
単
位

お
申
込
単
位
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の

左
記
照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
取
得
申
込
み
を
す
る
際
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」
か

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
か
、
ど
ち
ら
か
の
コ
ー
ス
を
申
出
る
も
の
と
し
ま

す
。
た
だ
し
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
の
取
扱
い
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
は
途
中
で
変
更
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

●

「
一
般
コ
ー
ス
」
と
は
、
収
益
分
配
時
に
分
配
金
を
受
取
る
コ
ー
ス
で
す
。

●

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
と
は
、
収
益
分
配
時
に
、
分
配
金
が
税
引
き
後
無

手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
る
コ
ー
ス
で
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
で
再
投

資
す
る
場
合
は
１
口
単
位
と
し
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、

振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
受
益
証
券
は
発

行
さ
れ
ず
、
受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振

替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

定
ま
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
預
り
の
形
態
は

な
く
な
り
ま
す
。

お
申
込
手
数
料

取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額

（
当
初
申
込
期
間
の
場
合
は
１
口
当
た
り
１

円
）
に
３
・
１
５
％
（
税
抜
３
・
０
％
）
を
上

限
と
し
て
販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
手
数
料

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

申
込
手
数
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会

社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照
会
先
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

自動けいぞく投資
収益分配時に、分配金から税金を差し引いた金
額を無手数料で同一ファンドに自動的に再投資
することをいいます。

基準価額
純資産総額をその日の受益権の口数で割ったも
のです。
ただし、便宜上１万口単位に換算した価額で表
示することがあります。

販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀行、生
保、損保などの金融機関）をいいます。販売会
社は、募集の取扱のほか、換金（解約）の取扱、
収益分配金・償還金の支払いの取扱などを行い、
ファンドに関する投資家への窓口となります。

取
得
申
込
み
の
流
れ

取
得
申
込
み
の
流
れ

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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お
申
込
代
金
の
支
払
日

原
則
と
し
て
取
得
申
込
受
付
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
ま
で
に
お

申
込
代
金
を
販
売
会
社
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。（
な
お
、
販
売
会
社

が
別
に
定
め
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
期
日
ま
で
に
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。）

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定

で
あ
り
、
取
得
申
込
者
は
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
当
該
取

得
申
込
者
が
受
益
権
の
振
替
を
行
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
申
し
出
る
も
の

と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が

行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、
当
該
取
得
申
込
の
代
金
の
支
払
い
と
引
き
換

え
に
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
に

つ
い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
た
め

社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振
替
機
関
へ
の
通
知
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関

等
は
、
委
託
会
社
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
振
法
の
規
定
に
し

た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
行
い
ま
す
。

受
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、

振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振
替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定

し
た
旨
の
通
知
を
行
い
ま
す
。

取
得
申
込
み
の
受
付
の
中
止
、
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付

の
取
消
等

ａ．
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
委
託

会
社
が
判
断
す
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
の
取
得
申
込

み
の
受
付
を
制
限
ま
た
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｂ．
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態

（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を

含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体

制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の

極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
の

取
得
申
込
み
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た
取

得
申
込
み
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

1 営 業 日 目 � 2 営 業 日 目 � 7 営 業 日 目 �

購入を申し込む� 申込代金の決定� 申込代金を支払う�

取得申込受付日の翌営
業日の基準価額が適用
されます。�

原則として取得申込受付日から起算して7営業日目までにお申込代金を
販売会社にお支払いください。（なお、販売会社が別に定める日がある場合
にはその期日までにお支払いください。）�

�

お申込代金
お申込金額（基準価額に取得申込口数を乗じて
得た額）に、お申込手数料などを加算した額を
いいます。
申込代金＝（基準価額×申込口数）＋申込手数料
など

お申込手数料
ファンドの取得申込みの際に投資家が販売会社
に支払う手数料のことです。申込手数料はファ
ンド毎に販売会社がそれぞれ独自に定めていま
す。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

お申込み代金のお支払いまで（イメージ図）
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ご
換
金
の

お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

解
約
価
額

解
約
請
求
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額

解
約
単
位

解
約
単
位
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
次

ペ
ー
ジ
照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

解
約
代
金
の
支
払
日

原
則
と
し
て
解
約
請
求
受
付
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
お

支
払
い
い
た
し
ま
す
。

（
注
）換
金(

解
約)

時
の
費
用
・
税
金
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
「
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
か
か
る
費
用
や
税
金
等
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

解
約
請
求
の
受
付
の
中
止
、
既
に
受
付
け
た
解
約
請
求
の
受
付
の
取
消
等

ａ．
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態

（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を

含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治

体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動

性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
一
部

解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｂ．
上
記
ａ．
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
が
中
止
さ

れ
た
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当

日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合

に
は
、
当
該
受
益
証
券
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中

止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約

の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
前
記
に
準
じ
て
計
算

さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

買
取
請
求
に
つ
い
て

買
取
請
求
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定

で
あ
り
、
換
金
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機

関
等
に
対
し
て
当
該
受
益
者
の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
会

社
が
行
う
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同
口
数
の

抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
当
該
振
替
機
関
等
の

口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
の
換
金
に
係
る
換
金
の
請
求
を
受
益
者
が
す
る
と
き
は
、

振
替
受
益
権
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降

に
換
金
代
金
が
受
益
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
換
金
の
請
求
で
、
平
成
19
年
１

月
４
日
前
に
行
わ
れ
る
当
該
請
求
に
つ
い
て
は
、
振
替
受
益
権
と
な
る
こ
と
が
確
実

な
受
益
証
券
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

平
成
18
年
12
月
29
日
時
点
で
の
保
護
預
り
を
ご
利
用
の
方
の
受
益
証
券
は
、
原
則
と

し
て
一
括
し
て
全
て
振
替
受
益
権
へ
移
行
し
ま
す
。
受
益
証
券
を
お
手
許
で
保
有
さ

れ
て
い
る
方
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
も
引
き
続
き
保
有
さ
れ
た
場
合
は
、
換

金
の
お
申
込
み
に
際
し
て
、
個
別
に
振
替
受
益
権
と
す
る
た
め
の
所
要
の
手
続
き
が

必
要
で
あ
り
、
こ
の
手
続
き
に
は
時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益者
は保有口数に応じて収益分配金や償還金に対す
る請求権、換金請求権などの権利を有していま
す。

信託報酬
受益者が信託財産から間接的に負担する費用で
す。委託会社、受託会社、販売会社がそれぞれの
業務に対する報酬として受け取るもので、ファン
ド毎に一定の率が契約によって決められていま
す。

買取請求
ファンドの換金方法の一つで、受益証券を販売
会社に買い取ってもらうことにより換金する方
法をいいます。

ご
換
金
（
解
約
）
の
流
れ

ご
換
金
（
解
約
）
の
流
れ
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1 営 業 日 目 � 2 営 業 日 目 � 7 営 業 日 目 �

換金を申し込む� 換金価額の決定� 換金代金の受取�

解約請求受付日の翌営業
日の基準価額を基にご
換金価額が決まります。�

原則としてご換金申込受付日
から起算して7営業日目から
お受取できます。�

個別元本
各受益者の取得元本（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税など相当額は含まれま
せん。）のことです。

純資産総額
ファンドに組み入れられている株式や公社債な
どを時価で評価し、株式や公社債などから得ら
れる配当金や利息などの収入を加えた資産の総
額から、ファンドの運用に必要な費用などを差
し引いた金額のことです。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

ご換金代金のお支払いまで（イメージ図）
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項
　
目

受
益
者
の
費
用
・
税
金

個
人
の
受
益
者
の
場
合

※

税
率
は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
20
％
（
所
得
税
15
％
、
地
方
税
５
％
）
と
な

る
予
定
で
す
。

な
お
、
法
人
の
受
益
者
の
場
合
、
原
則
と
し
て
所
得
税
７
％
（
平
成
20
年
４
月
１
日

か
ら
所
得
税
15
％
）
の
税
率
に
よ
る
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
ま
す
。

（
注
）税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
右
記
の
内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

お申込みからご換金および償還までの費用の概要（イメージ図）

お申込時� 収益分配時�

信託報酬（毎日）等�

ご換金時� 償還時�

お申込お申込�
手数料手数料�

 所得税所得税・�
地方税地方税�

 所得税所得税・�
地方税地方税�

お申込�
手数料�

 所得税・�
地方税�

所得税所得税・�
地方税地方税�
所得税・�
地方税�

 所得税・�
地方税�

【
費
用
・
税
金 

等
】�

お申込時投資期間中（毎日）
解約請求
による
ご換金時

収益
分配金
受取時

ファンド
の

償還時

税
金：

償
還
価
額
の
個
別
元
本
超
過
額
×
10
％

（
所
得
税
７
％
、
地
方
税
３
％
）※

税
金：

普
通
分
配
金
×
10
％

（
所
得
税
７
％
、
地
方
税
３
％
）※

税
金：

解
約
価
額
の
個
別
元
本
超
過
額
×
10
％

（
所
得
税
７
％
、
地
方
税
３
％
）※

お
申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日

の
基
準
価
額
に
３
・
１
５
％
（
税
抜
３
・
０
％
）
を
上

限
と
し
て
販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
手
数
料
率
を
乗

じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

信
託
報
酬：

〔
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
対
し
て
〕

年
率
１
・
９
７
４
％（
税
抜
１
・
８
８
％
）

〔
信
託
報
酬
の
内
訳
〕

販
売
会
社

年
率
０
・
９
４
５
％（
税
抜
０
・
９
０
％
）

委
託
会
社

年
率
０
・
９
４
５
％（
税
抜
０
・
９
０
％
）

受
託
会
社

年
率
０
・
０
８
４
％（
税
抜
０
・
０
８
％
）

（
注
）マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
外
貨
建
資
産
に
係
る
運
用
指
図
の
権
限
の

委
託
を
受
け
る
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン

ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
（
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
）
に
対
す
る
投
資
顧
問
報
酬
（
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額

に
対
し
て
年
率
０・４
５
％
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
は
委
託
会

社
の
信
託
報
酬
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・

保
有
・
換
金
に
係
る

費
用
や
税
金
等

※詳細は下記をご参照ください。
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約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

※

詳
し
く
は
、
後
掲
「
課
税
上
の
取
扱
い
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

・
当
該
信
託
報
酬
に
か
か
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
信
託
報
酬
支
弁
の
と
き

に
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

・
信
託
報
酬
の
支
払
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
に
当
該
終
了
日
ま
で
に
計
上
さ
れ
た

金
額
、
な
ら
び
に
信
託
の
終
了
時
に
終
了
時
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
金
額
が
信
託
財

産
か
ら
支
弁
さ
れ
ま
す
。

・
委
託
会
社
お
よ
び
販
売
会
社
に
対
す
る
信
託
報
酬
は
、
フ
ァ
ン
ド
か
ら
委
託
会
社

に
対
し
て
支
弁
さ
れ
ま
す
。

・
信
託
報
酬
の
販
売
会
社
へ
の
配
分
は
、
販
売
会
社
が
行
う
フ
ァ
ン
ド
の
募
集
の
取

扱
い
等
に
関
す
る
業
務
に
対
す
る
代
行
手
数
料
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
か
ら
委
託
会

社
に
支
弁
さ
れ
た
後
、
委
託
会
社
よ
り
販
売
会
社
に
対
し
て
支
払
わ
れ
ま
す
。
受

託
会
社
の
報
酬
は
、
フ
ァ
ン
ド
か
ら
受
託
会
社
に
対
し
て
支
弁
さ
れ
ま
す
。

●
信
託
財
産
に
係
る
監
査
報
酬
お
よ
び
当
該
監
査
報
酬
に
係
る
消
費

税
等
相
当
額
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と
き
に
信
託

財
産
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

●
信
託
財
産
の
組
入
有
価
証
券
の
売
買
の
際
に
発
生
す
る
売
買
委
託

手
数
料
等
の
証
券
取
引
に
伴
う
手
数
料
・
税
金
は
、
信
託
財
産
が

負
担
し
ま
す
。
こ
の
他
に
、
売
買
手
数
料
等
の
証
券
取
引
に
対
す

る
消
費
税
相
当
額
お
よ
び
外
貨
建
資
産
の
保
管
等
に
要
す
る
費
用

お
よ
び
先
物
取
引
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
に
要
す
る
費
用
に
つ
い

て
も
信
託
財
産
が
負
担
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

●
信
託
財
産
に
お
い
て
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
等
を

目
的
と
し
て
資
金
借
入
れ
を
行
っ
た
場
合
、
借
入
れ
の
利
息
は
、

信
託
財
産
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

●
信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す
る
諸
費
用

お
よ
び
受
託
会
社
の
立
て
替
え
た
立
替
金
の
利
息
は
、
信
託
財
産

か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

そ
の
他
の
費
用

そ
の
他
の
費
用

課
税
上
の
取
扱
い

課
税
上
の
取
扱
い

日
本
の
居
住
者
で
あ
る
受
益
者
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

①
個
別
元
本
方
式
に
つ
い
て

a
個
別
元
本
に
つ
い
て

追
加
型
株
式
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受

益
証
券
の
価
額
等
（
申
込
手
数
料
お
よ
び
申
込
手
数
料
に
対
す
る

消
費
税
に
相
当
す
る
額
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。）
が
当
該
受
益
者
の

元
本
（
個
別
元
本
）
に
あ
た
り
ま
す
。

受
益
者
が
同
一
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
証
券
を
複
数
回
取
得
し
た
場

合
、
原
則
と
し
て
、
個
別
元
本
は
、
当
該
受
益
者
が
追
加
信
託
を

行
う
つ
ど
当
該
受
益
者
の
受
益
権
口
数
で
加
重
平
均
す
る
こ
と
に

よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
保
護
預
り
で
は
な
い
受
益
証
券
お
よ
び
記
名
式
受
益
証

券
に
つ
い
て
は
各
受
益
証
券
毎
に
、
同
一
フ
ァ
ン
ド
を
複
数
の
販

売
会
社
で
取
得
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
各
販
売
会
社
毎
に
、
個
別

元
本
の
算
出
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
一
販
売
会
社
で
あ
っ
て

も
複
数
口
座
で
同
一
フ
ァ
ン
ド
を
取
得
す
る
場
合
は
当
該
口
座
毎

に
、「
一
般
コ
ー
ス
」
と
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
の
両

コ
ー
ス
で
取
得
す
る
場
合
は
コ
ー
ス
別
に
、
個
別
元
本
の
算
出
が

行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
益
者
が
特
別
分
配
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
収
益
分
配
金
発
生

時
に
そ
の
個
別
元
本
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た
額
が
、

そ
の
後
の
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
な
り
ま
す
。（「
特
別
分
配

金
」
に
つ
い
て
は
左
記
「
ｃ
収
益
分
配
金
の
課
税
に
つ
い
て
」
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

ｂ
一
部
解
約
金
お
よ
び
償
還
時
の
課
税
に
つ
い
て

一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の
個
別
元
本
超
過
額
が
課
税
対
象
と

な
り
ま
す
。

ｃ
収
益
分
配
金
の
課
税
に
つ
い
て
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追
加
型
株
式
投
資
信
託
の
収
益
分
配
金
に
は
、
課
税
扱
い
と
な
る

「
普
通
分
配
金
」
と
非
課
税
扱
い
と
な
る
「
特
別
分
配
金
」（
受
益

者
の
元
本
の
一
部
払
戻
し
に
相
当
す
る
部
分
）
の
区
別
が
あ
り
ま

す
。

受
益
者
が
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
際
、(

i)

当
該
収
益
分
配
金

落
ち
後
の
基
準
価
額
が
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
同
額
の
場
合

ま
た
は
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
収
益
分
配
金
の
全
額
が
普
通
分
配
金
と
な
り
、(

ii)

当
該
収

益
分
配
金
落
ち
後
の
基
準
価
額
が
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
を
下

回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
下
回
る
部
分
が
特
別
分
配
金
と
な

り
、
当
該
収
益
分
配
金
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た
額
が

普
通
分
配
金
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
受
益
者
が
特
別
分
配
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
収
益
分
配

金
発
生
時
に
そ
の
個
別
元
本
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た

額
が
、
そ
の
後
の
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
な
り
ま
す
。

②
課
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

a
個
人
の
受
益
者
に
対
す
る
課
税

個
人
の
受
益
者
が
支
払
い
を
受
け
る
収
益
分
配
金
の
う
ち
課
税
扱

い
と
な
る
普
通
分
配
金
な
ら
び
に
一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の

個
別
元
本
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
10
％
※

（
所
得
税
７
％
お
よ
び

地
方
税
３
％
）
の
税
率
に
よ
る
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
、
申
告
不
要

制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
確
定
申
告
を
行
い
、
総
合
課
税

を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

収
益
分
配
金
の
う
ち
、
所
得
税
法
上
課
税
対
象
と
な
る
の
は
普
通

分
配
金
の
み
で
あ
り
、
特
別
分
配
金
に
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

買
取
請
求
に
よ
り
換
金
を
行
う
場
合
の
買
取
価
額
は
、
買
取
請
求

を
受
付
け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
当
該
買
取
を
行
っ

た
販
売
会
社
に
か
か
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除

し
た
額
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
受
益
証
券
を
販
売
会
社
に
お
い
て

保
護
預
り
に
し
て
い
る
等
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

当
該
販
売
会
社
に
か
か
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
金
額
が
免

除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
買
取
請
求
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

詳
し
く
は
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
税
率
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
20
％
（
所
得
税
15
％
お
よ
び
地
方
税
５
％
）
と

な
る
予
定
で
す
。

ｂ
法
人
の
受
益
者
に
対
す
る
課
税

法
人
の
受
益
者
が
支
払
い
を
受
け
る
収
益
分
配
金
の
う
ち
課
税
扱

い
と
な
る
普
通
分
配
金
な
ら
び
に
一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の

個
別
元
本
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
７
％
※

（
所
得
税
７
％
）
の
税

率
で
源
泉
徴
収
さ
れ
、
法
人
の
受
取
額
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
地

方
税
の
源
泉
徴
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

収
益
分
配
金
の
う
ち
、
所
得
税
法
上
課
税
対
象
と
な
る
の
は
普
通

分
配
金
の
み
で
あ
り
、
特
別
分
配
金
に
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
益
金
不
算
入
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

買
取
請
求
に
よ
り
換
金
を
行
う
場
合
の
買
取
価
額
は
、
買
取
請
求

を
受
付
け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
当
該
買
取
を
行
っ

た
販
売
会
社
に
か
か
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除

し
た
額
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
受
益
証
券
を
販
売
会
社
に
お
い
て

保
護
預
り
に
し
て
い
る
等
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

当
該
販
売
会
社
に
か
か
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
金
額
が
免

除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
買
取
請
求
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

詳
し
く
は
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※

税
率
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
所
得
税
15
％
と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
）税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
右
記
の
内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

保護預り
販売会社が顧客との契約に基づいて有価証券を
保管することをいいます。

追加型株式投信
当初設定後も追加設定が行われ、追加設定分も
当初の信託財産とともに運用される株式投資信
託で、オープン型投資信託ともいいます。基本
的にいつでも時価で買付・売却が可能です。

個別元本
各受益者の取得元本（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税など相当額は含まれま
せん。）のことです。



16 Deutsche Asset Management

（注）上記の日程は今後変更となる場合があります。

平成18年8月末日現在委託会社が認識する
フランクフルト証券取引所またはフランクフルトの

銀行の休業日は、以下のとおりです。

平成18年12月25日（月）

平成18年12月26日（火）

平成19年 4 月 6 日（金）

平成19年 4 月 9 日（月）

平成19年 5 月 1 日（火）

平成19年 5 月17日（木）

普通分配金
ファンドの決算のときに受け取る分配金の中で、
課税される分配金のことです。

特別分配金
ファンドの決算のときに受け取る分配金の中で、
「元本の一部の払い戻しに相当する部分」として
非課税扱いになる分配金のことです。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�
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フ
ァ
ン
ド
の

運
営
の
仕
組
み
・

体
制
等

委
託
会
社
及
び
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
（「
委
託
会
社
」）

当
フ
ァ
ン
ド
の
委
託
会
社
と
し
て
、
信
託
財
産
の
運
用
指
図
、
受
益

証
券
の
発
行
、
目
論
見
書
・
運
用
報
告
書
の
作
成
等
を
行
い
ま
す
。

り
そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社
（「
受
託
会
社
」）

（
再
信
託
受
託
会
社：

日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式

会
社
）

委
託
会
社
と
の
間
で
「
証
券
投
資
信
託
契
約
」
を
締
結
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
託
会
社
と
し
て
、
信
託
財
産
の
保
管
・

管
理
、
基
準
価
額
の
計
算
、
受
益
証
券
の
認
証
、
外
国
証
券
を
保

管
・
管
理
す
る
外
国
の
金
融
機
関
へ
の
指
図
等
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
信
託
事
務
の
一
部
に
つ
き
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信

託
銀
行
株
式
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

販
売
会
社

委
託
会
社
と
の
間
で
「
受
益
証
券
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関

す
る
契
約
」
を
締
結
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
販
売
会

社
と
し
て
、
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
お
よ
び
販
売
、
一
部
解
約

の
実
行
の
請
求
の
受
付
、
収
益
分
配
金
・
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約

金
の
支
払
い
等
を
行
い
ま
す
。

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・

ベ
ー
・
ハ
ー
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）（「
投
資
顧
問
会
社
」）

委
託
会
社
と
の
間
で
「
投
資
顧
問
契
約
」
を
締
結
し
、
こ
れ
に
基
づ

き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
主
要
投
資
対
象
で
あ
る
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
外

貨
建
資
産
に
係
る
運
用
指
図
等
を
行
い
ま
す
。

外国証券を保管や管理する外国の保管銀行への
指示または連絡などの業務を行います。

委託会社
信託財産の運用指図、受益証券の発行などを行
う運用会社で、委託者ともいいます。商品の性
格や運用方針などを決め、受託会社への指図を
通じて実質的な運用を行う会社です。また、投
資者に商品を説明する投資信託説明者（目論見

書）や運用内容・結果を説明する運用報告書の
作成などを行います。

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み
と
関
係
法
人

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み
と
関
係
法
人
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東欧株式マザーファンド�

りそな 東欧フロンティア株式ファンド�

りそな信託銀行株式会社�
（信託財産の管理業務等）�

�
＜再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社＞�

ドイチェ･アセット･マネジメント株式会社�
（信託財産の運用指図、受益証券の発行等）�

（受益証券の募集の取扱い、販売、買取、�
一部解約の実行の請求の受付�

  ならびに収益分配金・償還金および�
一部解約金の支払い等）�

ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・�
サービス・ゲー・エム・ベー・ハー�

（フランクフルト）�
�

（当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの�
外貨建資産に係る運用指図等）�

証券投資信託契約�

投資顧問契約�
受益証券の募集・販売の�
取扱いに関する契約�

受託会社�委託会社�

販売会社�

投資顧問会社�

ファンド�

マザーファンド�

買付申込み�
解約申込み�

分配金　償還金�
解約代金�

＜ベビーファンド＞ド＞�＜ベビーファンド＞� ＜マ＜マザーファンド＞ド＞�＜マザーファンド＞�

投
資
家
（
受
益
者
）�

りそなそな�
東欧東欧フロンティア�
株式株式ファンド�

りそな�
東欧フロンティア�
株式ファンド�

東欧株式東欧株式�
マザーファンド�
東欧株式�

マザーファンド�

東欧東欧・ロシア・�
トルトルコ株式等株式等�

�

東欧・ロシア・�
トルコ株式等�

�

損益�

投資�

損益�

投資� 損益�

投資�

販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀行、生
保、損保などの金融機関）をいいます。販売会
社は、募集の取扱のほか、換金（解約）の取扱、
収益分配金・償還金の支払いの取扱などを行い、
ファンドに関する投資家への窓口となります。

受託会社
信託財産の保管や管理を行う信託会社または信
託業務を行う銀行で、受託者ともいいます。委
託会社と締結した信託契約に基づいて、信託財
産の保管や管理、信託財産の計算（受益証券の
基準価額の計算を含みます）、受益証券の認証、

※「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を
主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

ファンドの運営の仕組み

当ファンドは、ファミリーファンド方式※で運用を行います。
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委
託
会
社
と
関
係
法
人
の
契
約
の
更
改
等

受
益
証
券
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約
書

当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
当
初
契
約
日
か
ら
１
年
間
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
期
間
満
了
３
ヵ
月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お
よ
び
販
売
会

社
い
ず
れ
か
ら
も
、
何
ら
の
意
思
表
示
の
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に

１
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自
動
延
長
後
の
取
扱
い
に
つ
い
て

も
こ
れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
ま
た
は
販
売
会
社
は
、

他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
知
を
３
ヵ
月
前
に
な
す
こ
と
に
よ
り

当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

投
資
顧
問
契
約

投
資
顧
問
契
約
は
、
契
約
当
事
者
の
い
ず
れ
か
の
一
方
が
他
方
に
対

し
、
所
定
の
手
続
き
に
従
っ
て
書
面
に
よ
る
事
前
通
告
を
行
う
こ
と

に
よ
り
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
運
用
体
制

委
託
会
社
は
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
外
貨
建
資
産
の
運
用
指
図
に

関
す
る
権
限
を
、
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・

サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
に

委
託
し
、
同
社
が
投
資
判
断
お
よ
び
売
買
の
執
行
を
行
い
ま
す
。

委託会社の概要

名　　　　　　称 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長　関崎　司

本店の所在の場所 東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー

資 本 金 の 額 1,998百万円（平成18年8月末日現在）

大株主の状況　平成18年8月末日現在の大株主の状況

名　　称 ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・
ピーティーイー・リミテッド

住　　所 シンガポール038985 サンテックタワーファイブ
＃12-08 テマセックブールバード5

所有株式 39,960株

所有比率 100％

沿革

昭和60年 モルガン グレンフェル インターナショナル
アセット マネジメント株式会社設立

昭和62年 投資顧問業登録、投資一任業務認可

平成 2 年 ドイツ銀投資顧問株式会社と合併、社名を
ディービー モルガン グレンフェル アセット
マネジメント株式会社に改称

平成 7 年 投信業務兼営のため、社名をディービー モル
ガン グレンフェル投信投資顧問株式会社に
改称

平成 7 年 証券投資信託委託会社免許取得

平成 8 年 社名をドイチェ・モルガン・グレンフェル投信
投資顧問株式会社に改称

平成11年 バンカース・トラスト投信投資顧問株式会社
と合併、社名をドイチェ・アセット・マネジ
メント株式会社に改称

平成14年 チューリッヒ・スカダー投資顧問株式会社と合併

ファンド
一般に「基金」のことをいいます。ある一定の目
的を持った資金のひとまとまりを指します。ま
た、ひとつの投資信託をファンドと呼ぶことも
あります。

マザーファンド
投資家が取得するファンドを「ベビーファンド」
といい、複数のベビーファンドの資金をまとめ
て運用するためのファンドを「マザーファンド」
といいます。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わす
有価証券のことで、委託会社が発行します。

運
用
体
制

運
用
体
制

委
託
会
社
の
概
要
等

委
託
会
社
の
概
要
等
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●資産別動向予測�
●運用戦略の方向性の決定�

●顧客運用ガイドライン�
●執行状況のモニタリング�

●ファンド運用�
  計画の作成�

●ファンド運用�
  計画の承認�

●資産配分の執行�
●ポートフォリオの構築�

●パフォーマンス分析�
●均一性のチェック�
●リスクコントロール�

●運用上の改善点の検討�
●ガイドラインの遵守状況�
●その他法令遵守状況�

●投資環境調査�

投資戦略会議�

ポ ー ト フ ォ リ オ の 構 築 �

チーフ・インベストメント・オフィサー�

外国株式�
為替�

運用評価会議�

インベストメント・�
コントロール・コミッティー�

ドイチェ・アセット・�
マネジメント・グループ�
（グローバル）�

●再委任�

ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・�
サービス・ゲー・エム・ベー・ハー�

（フランクフルト）�

コンプライアンス部・�
モニタリング・チーム�

運用部�

運用担当者�

ポートフォリオ
ファンドに組み入れられている株式、公社債、短
期金融商品などの集合体のことをいいます。

ポートフォリオ・マネージャー
ファンドの運用に携わる専門家のことをいいま
す。また、ファンド・マネージャーともいいます。

PLAN

運用計画の作成�

SEE

モニタリング／レビュー�

DO

ポートフォリオの構築�

●
運
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
に
展
開
す
る
当
社
の
海
外
拠
点
と
情
報
交

換
を
行
い
、
世
界
の
投
資
環
境
に
つ
い
て
分
析

を
行
い
ま
す
。

●
投
資
戦
略
会
議
に
お
い
て
、
各
投
資
対
象
に
つ

い
て
の
大
ま
か
な
運
用
方
針
を
決
定
し
ま
す
。

●
運
用
担
当
者
は
、
投
資
戦
略
会
議
の
方
針
に

従
っ
て
各
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
計
画
を
作
成
し
、

チ
ー
フ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
オ
フ
ィ
サ
ー

の
承
認
を
得
ま
す
。

●
承
認
さ
れ
た
運
用
計
画
に
従
っ
て
、
運
用
担

当
者
は
売
買
を
指
示
し
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

の
構
築
を
行
い
ま
す
。

●
運
用
業
務
管
理
規
程
等
の
社
内
規
程
に
則
り
、

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
管
理
を
行
い
ま
す
。

●
個
々
の
投
資
判
断
に
つ
い
て
は
、
必
要
に

応
じ
て
、
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・

フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・

ベ
ー
・
ハ
ー
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
に
所
属

す
る
運
用
チ
ー
ム
へ
再
委
任
を
行
い
ま
す
。

●
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

チ
ー
ム
が
、
個
々
の
売
買
に
つ
い
て
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
違
反
等
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い

ま
す
。

●
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・

コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
遵
守
状
況
や
運
用
上
の
改
善
す
べ
き
点
な

ど
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
す
。

●
運
用
評
価
会
議
で
は
、
各
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
成

績
を
分
析
す
る
と
共
に
、
リ
ス
ク
管
理
の
状
況

や
他
フ
ァ
ン
ド
と
の
均
一
性
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ

ー
を
行
い
ま
す
。

ファンドの運用体制

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

運用の流れ
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ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
概
要

ド
イ
ツ
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
、
世
界
約
30
都
市
に
拠
点
を

設
け
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
資
産
運
用
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
お
よ
び
リ
サ
ー
チ
・
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

が
、
緊
密
な
チ
ー
ム
体
制
の
も
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
と
独
自
の

洞
察
力
で
調
査
・
分
析
、
運
用
業
務
な
ど
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

（
注
）運
用
体
制
は
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ミルウォーキー�
シカゴ�

モントリオール�

パリ�

ワルシャワ�

チューリッヒ�

ウィーン�

ソウル�

香港�

東京�

シドニー�

メルボルン�

ミラノ�

モスクワ�

■運用・営業拠点�

●営業拠点�

ムンバイ�

ドバイ�

シンガポール�

ロンドン�

マドリード�

エッシュボーン�
フランクフルト�
ミュンヘン�
ニュルンベルク�

ルクセンブルグ�
デュッセンドルフ�

ニューヨーク�

ボストン�

サンフランシスコ�

ダブリン・CA
アービン・CA

フィラデルフィア�

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
の
概
要

◆
１
９
５
６
年
（
昭
和
31
年
）
設
立

（
Ｄ
Ｗ
Ｓ
Ｉ
ｎ
ｖ
ｅ
ｓ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
Ｇ
ｍ
ｂ
Ｈ
）

◆
運
用
フ
ァ
ン
ド
数
は
ド
イ
ツ
国
内
約
３
０
０
本
、
グ
ロ
ー
バ
ル

約
１
０
０
０
本
＊
、
運
用
資
産
総
額
は

１
２
１
６
億
ユ
ー
ロ
（
約
17
兆
円
）＊
に
及
ぶ
投
信
運
用
会
社

＊
２
０
０
６
年
４
月
末
現
在
、
Ｄ
Ｗ
Ｓ
グ
ル
ー
プ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）

ユ
ー
ロ
の
円
換
算
は
、
平
成
18
年
４
月
末
日
現
在
の
株
式
会
社
三
菱
東

京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場
の
中
値
（
１
ユ
ー
ロ
＝
１
４

３.

３
７
円
）
に
よ
り
ま
す
。

ド
イ
ツ
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
一
員
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
本
拠
地
と
す

る
Ｄ
Ｗ
Ｓ
は
、
ド
イ
ツ
最
大
の
投
資
信
託
会
社
で
、
Ｓ
＆
Ｐ
社
に
よ

る
ベ
ス
ト
投
資
信
託
会
社
賞（
ド
イ
ツ
国
内
）12
年
連
続
受
賞
を
は
じ

め
、
世
界
各
国
の
拠
点
で
も
数
多
く
の
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。（
２

０
０
６
年
８
月
末
現
在
）
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
名
称
は
有
価
証
券
の
専
門
家
を

意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
〝D

ie
W
e
rtp
a
p
ie
r
S
p
e
zia
lis
te
n

〞
に

由
来
し
て
い
ま
す
。

（
参
考
）
投
資
顧
問
会
社
の
概
要

（2006年8月末現在）
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◆
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・
顧
客
勘
定
に
お
け
る
運
用
リ
ス
ク
に
係
る
諸
問
題
等
を
把
握
し
、

意
思
決
定
を
行
う
決
議
機
関
で
す
。

・
毎
月
開
催

◆
ニ
ュ
ー
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ア
プ
ル
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・
新
商
品
の
導
入
及
び
新
規
顧
客
口
座
開
設
に
あ
た
り
、
付
随
す
る

諸
問
題
等
を
導
入
前
に
検
討
し
、
導
入
の
承
認
を
決
議
す
る
機
関

で
す
。
ま
た
、
本
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
、
既
存
の
商
品
及
び
取
引
等

の
変
更
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
検
討
し
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
承

認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

・
随
時
開
催

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
＆
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
コ
ミ
ッ

テ
ィ
ー

・
法
務
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
及
び
監
査
に
係
る
諸
問
題
等
（
役
職

員
の
表
彰
・
懲
戒
に
係
る
事
項
を
含
む
）
を
把
握
し
、
必
要
な
意

思
決
定
を
行
う
決
議
機
関
で
す
。

・
３
ヵ
月
毎
に
開
催

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

・
法
令
及
び
諸
規
則
の
遵
守
状
況
・
運
用
業
務
等
の
適
正
な
執
行
の

管
理
を
行
い
ま
す
。

・
違
反
等
の
是
正
・
改
善
及
び
未
然
防
止
の
た
め
の
助
言
、
チ
ェ
ッ

ク
、
取
締
役
会
へ
の
報
告
を
行
い
ま
す
。

・
資
産
運
用
は
、
運
用
部
に
よ
る
内
部
管
理
の
ほ
か
に
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
部
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
が
顧
客
投
資
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
遵
守
等
、
運
用
部
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
以
下
の
項
目
を
チ

ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

・
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
モ
ニ
タ
ー

・
取
引
の
妥
当
性
の
チ
ェ
ッ
ク

・
利
益
相
反
取
引
の
チ
ェ
ッ
ク

◆
監
査
部

・
監
査
部
は
、
内
部
監
査
の
立
案
、
実
施
等
を
行
い
、
委
託
会
社
に

お
け
る
内
部
管
理
態
勢
、
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
適
切
性
、
有
効
性

の
検
証
を
行
い
ま
す
。

(

注)

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制
は
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

委
託
会
社
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
は
以
下
の
通
り
で
す
。

各
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
等
の
概
要

◆
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・
業
務
運
営
、
リ
ス
ク
管
理
及
び
内
部
統
制
等
に
係
る
諸
問
題
を
把

握
し
、
取
締
役
会
決
議
事
項
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
に
対
す
る
諮

問
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
代

表
取
締
役
が
行
う
意
思
決
定
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
の
役
割
を

担
い
ま
す
。

・
毎
月
開
催

◆
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・
リ
ス
ク
管
理
（
主
と
し
て
自
己
勘
定
及
び
委
託
会
社
全
体
に
係
る

リ
ス
ク
）
及
び
内
部
統
制
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る
機
関

で
す
。

・
毎
月
開
催

リスク管理体制について

取締役会�

代表取締役社長�

エグゼクティブ・コミッティー�

ニュー・プロダクト・アプルーバル・コミッティー�

リスク・マネジメント・コミッティー�

コンプライアンス＆インターナル・オーディット・コミッティー�

インベストメント・コントロール・コミッティー�

リスク
投資の世界では、予想されるリターン（収益）の
ブレ（変動）の大きさのことをいいます。「リスク
が高い」ということは、当初に期待した通りの
リターン（収益）にならない可能性が高いという
ことです。期待に反して大きな損失を被る可能

性もあります。
リスクとリターンは一般的に比例の関係にあり、
高いリターン（収益）が期待できる商品はリスク
（変動性）も高くなります。

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�
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●
収
益
分
配

原
則
と
し
て
、
毎
決
算
時
に
信
託
約
款
に
定
め
る
収
益
分
配
方
針
に

基
づ
き
行
い
ま
す
。

原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
か
ら
お
支
払
い
し

ま
す
。

●
お
申
込
取
扱
場
所

販
売
会
社
の
本
・
支
店
、
営
業
所
等

●
お
申
込
時
間

お
申
込
／
ご
換
金
共
通：

原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
に
お
申

込
み
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
き
が
完
了
し

た
も
の
を
当
日
の
お
申
込
受
付
分
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
た

だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の

銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除
き
ま
す
。）

※
詳
し
く
は
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
フ
ァ
ン
ド
の
名
称

り
そ
な
東
欧
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
株
式
フ
ァ
ン
ド

（
愛
称：

こ
は
く
（
琥
珀
））

●
基
本
的
性
格

追
加
型
株
式
投
資
信
託
／
国
際
株
式
型
（
一
般
型
）

●
フ
ァ
ン
ド
の
ね
ら
い

東
欧
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
受
益
証
券
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、
チ

ェ
コ
、
ト
ル
コ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
の
い
ず

れ
か
で
上
場
ま
た
は
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
に
投
資
し
、
信
託
財

産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
い
ま
す
。

●
主
な
投
資
対
象

東
欧
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
受
益
証
券
を
主
要
投
資
対
象
と
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
「
信
託
約
款
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
主
な
投
資
制
限

株
　
　
　
式：

株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

外
貨
建
資
産：

外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設

け
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は
、「
信
託
約
款
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
主
な
リ
ス
ク

株
式
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
・
為
替
変
動
リ
ス
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク

※
詳
し
く
は
「
主
な
リ
ス
ク
と
留
意
点
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
信
託
期
間

信
託
契
約
締
結
日
（
平
成
18
年
５
月
19
日
）
か
ら
無
期
限

●
申
込
期
間

平
成
18
年
５
月
19
日
か
ら
平
成
19
年
５
月
18
日
ま
で
（
継
続
申
込
期
間
）

※
継
続
申
込
期
間
は
、
右
記
期
間
満
了
前
に
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
更
新
さ
れ
ま
す
。

●
決
算
日

毎
年
２
回
、
原
則
と
し
て
２
月
18
日
お
よ
び
８
月
18
日
に
行
い
ま
す
。

※
当
該
日
が
休
業
日
の
場
合
は
、
当
該
日
の
翌
営
業
日
を
決
算
日
と
し
ま
す
。

収益分配
ファンドの決算時に、運用の結果あげられた収
益などを受益証券の口数に応じて受益者に分配
することです。収益分配金は、通常、決算日か
ら起算して5営業日目以降に販売会社を通じて
支払われます。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わす
有価証券のことで、委託会社が発行します。

国際株式型（一般型）
社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
において、「約款上の株式組入限度70%以上の
ファンドで、主として外国株式に投資するもの」
として分類されるファンドをいいます。

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

決算日� 収益分配金支払開始日�

●決算日が休業日の場合�

※決算日が休業日のときは、翌営業日に決算を行います。�

決算日� 収益分配金支払開始日�

●決算日が営業日で休業日をはさむ場合�

決算日� 収益分配金支払開始日�

●決算日が営業日の場合�

★たとえば…�
（イメージ図）
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●
お
申
込
価
額

取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

●
お
申
込
単
位

販
売
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。

●
お
申
込
手
数
料

取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額（
当
初
申
込
期
間
の
場

合
は
１
口
当
た
り
１
円
）に
３
・
１
５
％（
税
抜
３
・
０
％
）を
上
限
と

し
て
販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
手
数
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま

す
。

●
お
申
込
代
金
の
支
払
日

原
則
と
し
て
取
得
申
込
受
付
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
ま
で
に

お
申
込
代
金
を
販
売
会
社
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。（
販
売
会
社
が

別
に
定
め
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
期
日
ま
で
に
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。）

●
解
約
価
額

解
約
請
求
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額

●
解
約
単
位

販
売
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。

●
解
約
代
金
の
支
払
日

原
則
と
し
て
解
約
請
求
受
付
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら

お
支
払
い
い
た
し
ま
す
。

●
信
託
報
酬

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年
率

１
・
９
７
４
％（
税
抜

１
・
８

８
％
）を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予

定
で
あ
り
、
取
得
申
込
者
は
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
当

該
取
得
申
込
者
が
受
益
権
の
振
替
を
行
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
申
し
出

る
も
の
と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た

は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、
当
該
取
得
申
込
の
代
金
の
支
払

い
と
引
き
換
え
に
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載

ま
た
は
記
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割

さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た

は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振
替
機
関
へ
の
通
知
を
行
う
も
の

と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委
託
会
社
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場

合
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載

ま
た
は
記
録
を
行
い
ま
す
。
受
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に

つ
い
て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振
替
機
関
へ

当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を
行
い
ま
す
。

純資産総額
ファンドに組み入れられている株式や公社債な
どを時価で評価し、株式や公社債などから得ら
れる配当金や利息などの収入を加えた資産の総
額から、ファンドの運用に必要な費用などを差
し引いた金額のことです。

信託報酬
受益者が信託財産から間接的に負担する費用で
す。委託会社、受託会社、販売会社がそれぞれの
業務に対する報酬として受け取るもので、ファン
ド毎に一定の率が契約によって決められていま
す。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

★たとえば…�

解約請求受付日�

解約代金支払日�

（イメージ図）
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そ
の
他

●
資
産
の
評
価

①
基
準
価
額
の
計
算
方
法
等

基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代
用

有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託

協
会
規
則
に
従
っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総
額

か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
「
純
資
産
総
額
」
と
い

い
ま
す
。）
を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金

額
を
い
い
ま
す
。

な
お
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
円
換
算
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場

の
仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。
予
約
為
替
の
評
価
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相

場
の
仲
値
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

受
益
証
券
１
口
当
た
り
の
純
資
産
額
が
基
準
価
額
で
す
。
た
だ
し
、

便
宜
上
１
万
口
当
た
り
に
換
算
し
た
価
額
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

②
運
用
資
産
の
評
価
基
準
お
よ
び
評
価
方
法

法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
、
原
則
と

し
て
時
価
に
よ
り
評
価
し
て
お
り
ま
す
。

●
信
託
期
間

信
託
契
約
締
結
日
（
平
成
18
年
５
月
19
日
）
か
ら
無
期
限
と
し
ま
す
。

●
計
算
期
間

①
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
２
月
19
日
か
ら
８
月
18
日
お

よ
び
８
月
19
日
か
ら
翌
年
２
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１
期
計
算
期
間
は
平
成
18
年
５
月
19

日
か
ら
平
成
18
年
８
月
18
日
ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
記
①
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
前
記
①
の
原
則
に
よ
り
各
計
算

期
間
終
了
日
に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）

が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
、
該
当
日
の
翌
営

業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も

の
と
し
ま
す
。

●
受
益
証
券
の
保
管

●
「
一
般
コ
ー
ス
」
を
選
択
し
た
受
益
者
は
、
販
売
会
社
と
の
保
護
預

り
契
約
に
基
づ
き
、
受
益
証
券
を
販
売
会
社
に
保
管
（
保
護
預
り
）

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
護
預
り
の
場
合
、
受
益
証
券
は
混

蔵
保
管
さ
れ
ま
す
。
保
護
預
り
を
行
わ
な
い
場
合
、
受
益
証
券
は
、

受
益
者
の
責
任
に
お
い
て
受
益
者
に
よ
り
保
管
さ
れ
ま
す
。

●
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
し
た
受
益
者
の
受
益
証
券

は
全
て
販
売
会
社
に
お
け
る
保
護
預
り
と
な
り
ま
す
。
な
お
、「
自

動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」
に
基
づ
き
保
護
預
り
と
な
っ
て
い
る
受

益
証
券
に
つ
い
て
受
益
者
か
ら
返
還
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
販
売

会
社
は
、
当
該
受
益
者
か
ら
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
あ
っ
た

も
の
と
し
て
取
扱
い
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選

択
し
た
受
益
者
は
、
受
益
証
券
の
引
出
し
を
請
求
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
記
名
式
の
受
益
証
券
の
所
持
人
は
、
委
託
会
社
が
定

受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益者
は保有口数に応じて収益分配金や償還金に対す
る請求権、換金請求権などの権利を有していま
す。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わす
有価証券のことで、委託会社が発行します。

信託期間
ファンドが設定されてから、償還されるまでの
期間をいいます。委託会社は受託会社と合意の
うえ、所定の手続きにより、信託期間を変更す
ることができます。

フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
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め
る
手
続
に
よ
っ
て
名
義
書
換
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予

定
で
あ
り
、
受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り
、
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
の
で
、
受
益
証
券
の
保

管
に
関
す
る
該
当
事
項
は
な
く
な
り
ま
す
。

●
信
託
の
終
了

①
委
託
会
社
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
受

益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
お
よ

び
信
託
終
了
前
に
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者

の
た
め
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い

事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
会
社
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し

よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
会
社
は
、
前
記
①
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解

約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て

交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受

益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公

告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
前
記
②
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

④
前
記
③
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
①
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面

を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

⑥
前
記
③
か
ら
⑤
ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、

真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前

記
③
の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書

面
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

●
信
託
約
款
の
変
更

①
委
託
会
社
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま

た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と

合
意
の
う
え
、
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容

を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
会
社
は
、
前
記
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大

な
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お

よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交

付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
信
託
約
款
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に

対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行

い
ま
せ
ん
。

③
前
記
②
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨

を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も

の
と
し
ま
す
。

④
前
記
③
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
①
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
会
社
は
、
当
該
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面

を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
会
社
は
、
委
託
会
社
が
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の

受
益
権
を
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
旨
の
信
託
約
款
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ

の
変
更
の
内
容
が
重
大
な
も
の
と
し
て
前
記
①
か
ら
⑤
ま
で
の

規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
振

自動けいぞく投資
収益分配時に、分配金から税金を差し引いた金
額を無手数料で同一ファンドに自動的に再投資
することをいいます。

保護預り
販売会社が顧客との契約に基づいて有価証券を
保管することをいいます。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�
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替
受
入
簿
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
委

託
会
社
に
代
理
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
し
て
い

る
受
益
者
へ
は
、
前
記
②
の
書
面
の
交
付
を
原
則
と
し
て
行
い

ま
せ
ん
。

●
関
係
法
人
と
の
契
約
の
更
改
等

①
受
益
証
券
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約
書

当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
１
年
間
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
期

間
満
了
３
ヵ
月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お
よ
び
販
売
会
社
い
ず
れ

か
ら
も
、
何
ら
の
意
思
表
示
の
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
１
年
間

更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自
動
延
長
後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
こ

れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
ま
た
は
販
売
会
社
は
、

他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
知
を
３
ヵ
月
前
に
な
す
こ
と
に
よ

り
当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
投
資
顧
問
契
約

投
資
顧
問
契
約
は
、
契
約
当
事
者
の
い
ず
れ
か
の
一
方
が
他
方
に

対
し
、
所
定
の
手
続
き
に
従
っ
て
書
面
に
よ
る
事
前
通
告
を
行
う

こ
と
に
よ
り
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
運
用
報
告
書
等

委
託
会
社
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
基
づ
き
当
該
信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
末
日
毎
お
よ
び
信
託
終

了
時
に
運
用
報
告
書
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
信
託
財
産
に
係
る

知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

ま
た
、
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
法
の
規
定
に
基
づ
き
有
価
証
券

報
告
書
を
作
成
し
ま
す
。

●
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令

①
委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解

約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
記
「
●
信
託
約
款
の
変
更
」

の
規
定
に
従
い
ま
す
。

受託会社
信託財産の保管や管理を行う信託会社または信託業務を行う銀行
で、受託者ともいいます。委託会社と締結した信託契約に基づい
て、信託財産の保管や管理、信託財産の計算（受益証券の基準価
額の計算を含みます）、受益証券の認証、外国証券を保管や管理す
る外国の保管銀行への指示または連絡などの業務を行います。

委託会社
信託財産の運用指図、受益証券の発行などを行う運用会社で、
委託者ともいいます。商品の性格や運用方針などを決め、受
託会社への指図を通じて実質的な運用を行う会社です。ま
た、投資者に商品を説明する投資信託説明者（目論見書）や運
用内容・結果を説明する運用報告書の作成などを行います。

収益分配
ファンドの決算時に、運用の結果あげられた収
益などを受益証券の口数に応じて受益者に分配
することです。収益分配金は、通常、決算日か
ら起算して5営業日目以降に販売会社を通じて
支払われます。

●
委
託
会
社
の
認
可
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い

①
委
託
会
社
が
監
督
官
庁
よ
り
認
可
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、
解

散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
記
①
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約

に
関
す
る
委
託
会
社
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
業
者
に
引

き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
前
記
「
●
信

託
約
款
の
変
更
④
」
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信

託
委
託
業
者
と
受
託
会
社
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

●
委
託
会
社
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い

①
委
託
会
社
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
会
社
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る

事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
受
託
会
社
の
辞
任
に
伴
う
取
扱
い

①
受
託
会
社
は
、
委
託
会
社
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
会
社
は
、
前
記

「
●
信
託
約
款
の
変
更
」
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
会
社
を

選
任
し
ま
す
。

②
委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
会

社
は
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

●
公
告

委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に

掲
載
し
ま
す
。

●
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
り
扱
い

信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社

と
受
託
会
社
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。
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受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わす
有価証券のことで、委託会社が発行します。

買取請求
ファンドの換金方法の一つで、受益証券を販売
会社に買い取ってもらうことにより換金する方
法をいいます。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

●
再
信
託

受
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
に
か
か
る
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部

に
つ
い
て
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会
社
と

再
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
に
は
、
再
信
託
に
か
か
る
契
約
書
類
に
基
づ
い
て
所
定

の
事
務
を
行
い
ま
す
。

●
受
益
者
の
権
利
等

受
益
者
の
有
す
る
主
な
権
利
は
次
の
通
り
で
す
。

①
収
益
分
配
金
に
対
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
支
払
を
決
定
し
た
収
益
分
配
金
を
持
分

に
応
じ
て
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
の
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託

会
社
の
指
定
す
る
日（
原
則
と
し
て
毎
計
期
間
終
了
日（
計
算
期
間

終
了
が
休
業
日
の
場
合
に
は
翌
営
業
日
）か
ら
起
算
し
て
５
営
業

日
目
）か
ら
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い

ま
す
。
収
益
分
配
金
の
支
払
は
、
販
売
会
社
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

前
記
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
に
基

づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
委

託
会
社
は
、
原
則
と
し
て
毎
計
算
期
間
終
了
後
の
翌
日
に
収
益

分
配
金
を
販
売
会
社
に
支
払
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
販
売
会
社

は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に
係
る

受
益
証
券
の
売
付
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
信
託
の
一
部
解
約

が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
当
該
受
益
証
券
に
帰
属
す
る
収
益
分
配

金
が
あ
る
と
き
は
、
前
記
の
規
定
に
準
じ
て
受
益
者
に
支
払
い

ま
す
。

受
益
者
が
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ

の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託

会
社
が
受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
委
託
会
社
に
帰

属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予

定
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
分
配
金
は
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口

座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
決

算
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま

す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た

受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録

さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
、

原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
（
予
定
）
か
ら
お
支
払
い
し
ま

す
。
な
お
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
お
い
て
も
、
時
効
前
の
収
益
分
配
金
に

か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
収

益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
お
支
払
い
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ

く
投
資
コ
ー
ス
」
を
お
申
込
み
の
場
合
は
、
分
配
金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再

投
資
さ
れ
ま
す
が
、
再
投
資
に
よ
り
増
加
し
た
受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載

ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

②
償
還
金
に
関
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
償
還
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す
る

権
利
を
有
し
ま
す
。

償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
会
社
の
指
定

す
る
日
（
原
則
と
し
て
償
還
日
（
償
還
日
が
休
業
日
の
場
合
は

当
該
償
還
日
の
翌
営
業
日
）
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
）
か

ら
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。
償
還
金

の
支
払
は
、
販
売
会
社
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

受
益
者
が
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か

ら
10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を

失
い
、
委
託
会
社
が
受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、

委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
受
益
証
券
の
一
部
解
約
請
求
権

受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
、
販
売
会
社
が
別

に
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
、
一
部
解
約
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
権

利
を
有
し
ま
す
。
一
部
解
約
金
は
、
原
則
と
し
て
解
約
請
求
受
付

日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

④
反
対
者
の
買
取
請
求
権

前
記
「
●
信
託
の
終
了
」
ま
た
は
「
●
信
託
約
款
の
変
更
」
の

う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
一

定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、

投
信
法
第
30
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
会
社
に
対
し
、

自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ

き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買
取
請
求
権
の
内

容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
前
記
「
●
信

託
の
終
了
②
」
ま
た
は
「
●
信
託
約
款
の
変
更
②
」
に
規
定
す

る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

⑤
帳
簿
閲
覧
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
に
対
し
、
そ
の
営
業
時
間
内
に
フ
ァ
ン
ド
の

信
託
財
産
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
閲
覧
は
謄
写
を
請
求
で
き
ま
す
。
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該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平

成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の

場
合
の
振
替
機
関
は
左
記
の
通
り
で
す
。

株
式
会
社
証
券
保
管
振
替
機
構

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
原
則
と
し
て
取
得
申
込
受
付
日
か

ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
ま
で
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
と
し
ま

す
。
な
お
、
販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
所
定
の
方
法
に
よ
り
、
前
記

の
期
日
以
前
に
申
込
代
金
を
お
支
払
い
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

各
取
得
申
込
受
付
日
に
係
る
発
行
価
額
の
総
額
は
、
追
加
信
託
が
行

わ
れ
る
日
に
、
販
売
会
社
よ
り
、
委
託
会
社
の
口
座
を
経
由
し
て
受

託
会
社
の
指
定
す
る
フ
ァ
ン
ド
口
座
に
払
い
込
ま
れ
ま
す
。
な
お
、

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
投
資
信
託
振

替
制
度
（「
振
替
制
度
」
と
称
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）
に
移
行
す

る
予
定
で
あ
り
、
振
替
受
益
権
に
係
る
各
取
得
申
込
日
の
発
行
価
額

の
総
額
は
、
追
加
信
託
が
行
わ
れ
る
日
に
委
託
会
社
の
指
定
す
る
口

座
を
経
由
し
て
、
受
託
会
社
の
指
定
す
る
フ
ァ
ン
ド
口
座
に
払
い
込

ま
れ
ま
す
。

信託約款
信託約款において、ファンド毎の運営・管理上
の基本となる運用方針や仕組みなどが定められ
ています。信託約款は、「投資信託及び投資法人
に関する法律」に基づいて作成され、その内容
については、あらかじめ監督官庁に届出が行わ

れます。委託会社と受託会社は、この信託約款
に基づいて信託契約を締結し、ファンドの運営・
管理を行います。

受益権
ファンドの収益を受ける権利を表わす有価証券
のことです。

契
約
型
の
追
加
型
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券

（
以
下
「
受
益
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）
を
発
行
し
ま
す
。

当
初
元
本
は
１
口
当
た
り
１
円
で
す
。
格
付
け
は
取
得
し
て
い
ま
せ
ん
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る

法
律
（
政
令
で
定
め
る
日
以
降
「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
と
な
っ

た
場
合
は
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
を
含

め
「
社
振
法
」
と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
予
定
で
あ
り
、

受
益
権
の
帰
属
は
、
後
述
の
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振
替
機
関
及

び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管
理
機
関
（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る
「
口
座

管
理
機
関
」
を
い
い
、
振
替
機
関
を
含
め
、
以
下
「
振
替
機
関
等
」
と
い
い
ま
す
。）

の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り
ま
す
（
以
下
、
振

替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
受
益
権
を
「
振
替
受
益

権
」
と
い
い
ま
す
。）。
委
託
会
社
で
あ
る
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

株
式
会
社
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
等
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
振
替
受
益
権
を

表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
振
替
受
益
権
に
は
無
記
名
式
や
記

名
式
の
形
態
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
兆
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

平
成
18
年
５
月
19
日
か
ら
平
成
19
年
５
月
18
日
ま
で
（
継
続
申
込
期
間
）

※
申
込
期
間
中
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の

銀
行
の
休
業
日
に
は
申
込
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
継
続
申
込
期
間
は
、
右
記
期
間
満
了
日
前
に
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
更
新
さ
れ
ま
す
。

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
形
態
等

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
形
態
等

申
込
期
間

申
込
期
間

振
替
機
関
に
関
す
る
事
項

振
替
機
関
に
関
す
る
事
項

払
込
期
日

払
込
期
日

発
行
価
額
の
総
額

発
行
価
額
の
総
額
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受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わす
有価証券のことで、委託会社が発行します。

保護預り
販売会社が顧客との契約に基づいて有価証券を
保管することをいいます。

原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
本
・
支
店
、
営
業
所
等
に
お
い
て
取
扱
い

を
行
い
ま
す
。
払
込
み
は
原
則
と
し
て
、
申
込
み
の
取
扱
い
を
行
っ

た
販
売
会
社
に
お
い
て
取
扱
い
ま
す
。

取
扱
場
所
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
託
会
社
の
左
記
照
会
先
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

①
振
替
受
益
権
に
つ
い
て

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度

に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
社
振
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
前

記
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振
替
機
関
の
振
替
業

に
か
か
る
業
務
規
程
等
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
も

の
と
し
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
分
配
金
、
償
還
金
、
換
金
代
金
は
、
社
振
法
お
よ

び
前
記
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振
替
機
関
の
業

務
規
程
そ
の
他
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

②
既
発
行
受
益
証
券
の
振
替
受
益
権
化
に
つ
い
て

委
託
会
社
は
、「
そ
の
他
フ
ァ
ン
ド
の
管
理
の
概
要
お
よ
び
運
営
等

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
　
信
託
約
款
の
変
更
⑥
」
の
手
続
き
に
よ

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

投信博士の�

用語解説�

そ
の
他

そ
の
他

申
込
取
扱
場
所
・
払
込
取
扱
場
所

申
込
取
扱
場
所
・
払
込
取
扱
場
所

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

◆
投
資
信
託
振
替
制
度
と
は

フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
の
発
生
、
消
滅
、
移
転
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ

ス
テ
ム
に
て
管
理
し
ま
す
。

・
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
、
解
約
、
償
還
等
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

上
の
帳
簿（「
振
替
口
座
簿
」
と
い
い
ま
す
。）へ
の
記
載
・
記
録
に

よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
受
益
証
券
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
振
替
制
度
に
移
行
す
る
と

・
原
則
と
し
て
受
益
証
券
を
保
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

・
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
の
で
、
盗
難
や
紛
失
の
リ
ス
ク
が

削
減
さ
れ
ま
す
。

・
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
、
解
約
等
に
お
け
る
決
済
リ
ス
ク
が
削
減
さ

れ
ま
す
。

・
振
替
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
ま
す
の
で
、
受
益
権
の
所
在
が
明
確

に
な
り
ま
す
。

・
非
課
税
な
ど
の
税
制
優
遇
措
置
が
平
成
20
年
１
月
以
降
も
継
続

さ
れ
ま
す
。
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り
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
予
定
で
あ
り
、
こ
の
信
託
約
款
の
変
更

が
成
立
し
た
場
合
、
受
益
者
を
代
理
し
て
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
を

振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
原
則
と
し
て
当
フ
ァ
ン
ド
の
平
成
18
年
12
月
29
日
現
在
の
全

て
の
受
益
権
（
受
益
権
に
つ
き
、
既
に
信
託
契
約
の
一
部
解
約
が
行

わ
れ
た
も
の
で
、
当
該
一
部
解
約
に
か
か
る
一
部
解
約
金
の
支
払
開

始
日
が
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
と
な
る
も
の
を
含
み
ま
す
。）を
受

益
者
を
代
理
し
て
平
成
19
年
１
月
４
日
に
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た

は
記
録
す
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
た
だ
し
、
保
護
預
り
で
は
な
い
受

益
証
券
に
係
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
委
託

会
社
が
受
益
証
券
を
確
認
し
た
後
当
該
申
請
を
行
う
も
の
と
し
ま

す
。
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受

益
証
券（
当
該
記
載
ま
た
は
記
録
以
降
に
到
来
す
る
計
算
期
間
の
末

日
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
を
含
み
ま
す
。）は
無
効
と
な
り
、

当
該
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
り
振
替
受
益
権
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

委
託
会
社
は
、
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
振
替
受

入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
販
売
会
社

に
当
該
申
請
の
手
続
き
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
日
本
以
外
の
地
域
で
の
発
行

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
名
義
書
換
等
に
つ
い
て

名
義
書
換
手
続
お
よ
び
記
名
式
か
ら
無
記
名
式
へ
の
、
ま
た
無
記

名
式
か
ら
記
名
式
へ
の
変
更
は
、
委
託
会
社
の
定
め
る
手
続
き
に

従
い
、
販
売
会
社
経
由
で
委
託
会
社
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
の
場
合
、
受
益
証
券

は
す
べ
て
保
護
預
り
と
な
り
、
混
蔵
保
管
さ
れ
ま
す
。

名
義
書
換
手
数
料
は
、
徴
収
し
ま
せ
ん
。

名
義
書
換
の
手
続
き
は
、
各
計
算
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
15
日

間
停
止
し
ま
す
。

②
受
益
者
名
簿
に
つ
い
て

受
益
者
名
簿
は
作
成
し
ま
せ
ん
。

③
受
益
者
集
会
に
つ
い
て

受
益
者
集
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
そ
の
議
決
権
は
存

在
し
ま
せ
ん
。

④
受
益
者
に
対
す
る
特
典

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑤
譲
渡
制
限

受
益
証
券
の
譲
渡
制
限
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
記
名

式
の
受
益
証
券
の
譲
渡
は
、
委
託
会
社
の
定
め
る
手
続
に
よ
る
名

義
書
換
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
会
社
お
よ
び
受
託
会
社
に
対
抗

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」

を
選
択
し
た
受
益
者
か
ら
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
返

還
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
販
売
会
社
は
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契

約
」
に
基
づ
き
、
当
該
受
益
者
か
ら
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
が

あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

⑥
再
発
行

（1）
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、
公
示
催
告
に
よ
る
除
権
判

決
の
謄
本
を
添
え
、
委
託
会
社
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交
付

を
請
求
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し

ま
す
。

（2）
受
益
証
券
を
毀
損
ま
た
は
汚
損
し
た
受
益
者
が
、
受
益
証
券
を

添
え
、
委
託
会
社
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交
付
を
請
求
し
た

と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。

（3）
受
益
証
券
を
再
交
付
す
る
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
受
益
者
に

対
し
て
実
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
受
益
権
と
な
る
予

定
で
あ
り
、
委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
社
振

法
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が

効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存

在
し
な
い
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
振
替
受

益
権
を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。

な
お
、
受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
や
む
を
得
な
い
事
情
等
に
よ
り
受
益
証
券
を

発
行
す
る
場
合
を
除
き
、
無
記
名
式
受
益
証
券
か
ら
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要
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約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込みについて

取得のお申込みに
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴

更
の
請
求
、
記
名
式
受
益
証
券
か
ら
無
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、

受
益
証
券
の
再
発
行
の
請
求
を
行
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

受
益
権
の
譲
渡

①
受
益
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
受
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
受
益
者
の
譲

渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る

振
替
機
関
等
に
振
替
の
申
請
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
申
請
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
記
①
の
振
替
機
関
等
は
、
当
該
譲
渡
に
係
る

譲
渡
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
減
少
お
よ
び
譲
受
人
の
保
有
す
る
受
益
権

の
口
数
の
増
加
に
つ
き
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
す
る
も

の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
前
記
①
の
振
替
機
関
等
が
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も

の
で
な
い
場
合
に
は
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
他
の
振
替
機
関
等

（
当
該
他
の
振
替
機
関
等
の
上
位
機
関
を
含
み
ま
す
。）
に
社
振
法
の
規
定
に
し
た

が
い
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
に
受
益
権
の
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が

行
わ
れ
る
よ
う
通
知
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
前
記
①
の
振
替
に
つ
い
て
、
委
託
会
社
は
、
当
該
受
益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る

受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
と
譲

受
人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
振
替
機
関
等
が
異
な
る
場
合
等
に
お
い
て
、
委

託
会
社
が
必
要
と
認
め
た
と
き
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
判
断
し
た

と
き
は
、
振
替
停
止
日
や
振
替
停
止
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
益
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件

受
益
権
の
譲
渡
は
、
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託

会
社
お
よ
び
受
託
会
社
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

受
益
権
の
再
分
割

委
託
会
社
は
、
受
益
権
の
再
分
割
を
行
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
社
債
、
株
式
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
託
会
社
と
協
議
の
う
え
、
同
法
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等
に
再
分
割
で
き
る
も

の
と
し
ま
す
。

償
還
金

償
還
金
は
、
償
還
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ

て
い
る
受
益
者（
償
還
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受

益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
償
還
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代

金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ

い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）に
支
払
い
ま
す
。

質
権
口
記
載
又
は
記
録
の
受
益
権
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
の
質
権
口
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に

か
か
る
収
益
分
配
金
の
支
払
い
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
、
一
部
解
約
金

お
よ
び
償
還
金
の
支
払
い
等
に
つ
い
て
は
、
約
款
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
民
法
そ
の

他
の
法
令
等
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
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運
用
状
況

運
用
状
況

（1）投資状況

（参考情報）
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約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ファンドの
特　徴

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

（2）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

（参考情報）
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約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ファンドの
特　徴

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

アメリカ

②投資不動産物件

③その他の投資資産の主要なもの

（参考情報）

（参考情報）
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4 179 2

4 120 495

  4 520 59

 4 678  203  

（3）運用実績

①純資産の推移

②分配の推移

③収益率の推移
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約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ファンドの
特　徴

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト
情
報

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト
情
報

　　りそな　東欧フロンティア株式ファンド

（1）賃借対照表
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（2）損益及び剰余金計算書
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約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ファンドの
特　徴

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

有
価
証
券
届
出
書
「
第
三
部　

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
」
の
記
載
項

目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※  

前
記
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
（
エ
デ
ィ
ネ
ッ
ト
）
で
も
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

「
フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
」
の
項
目

「
フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
」
の
項
目

                     1 

1 （1）資産の評価

                                                                      （2）保管

                                                                      （3）信託期間

                                                                      （4）計算期間

                                                                      （5）その他

1                 （1）貸借対照表

                                                                      （2）損益及び剰余金計算書

                                                                      （3）注記表

                                                                      （4）附属明細表

純資産額計算書

                                                                       Ⅰ 資産総額
                                                                       Ⅱ 負債総額
                                                                       Ⅲ 純資産総額（ⅠーⅡ）
                                                                       Ⅳ 発行済数量
                                                                       Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

（3）注記表

（重要な会計方針に関わる事項に関する注記）

投信博士の�

用語解説�

ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）
Electronic　Disclosure　for　Investors' 
NETwork の略で。「証券取引法に基づく有価
証券報告書などの開示書類に関する電子開示
システム」の愛称です。投資家は、EDINETを
利用することにより、インターネットを通じて

ファンドの有価証券報告書などを閲覧するこ
とができます。



運
　
用
　
の
　
基
　
本
　
方
　
針

信
託
約
款
第
23
条
に
基
づ
き
委
託
者
の
定
め
る
運
用
の
基
本
方
針

は
、
次
の
も
の
と
し
ま
す
。

１
　
基
本
方
針

こ
の
投
資
信
託
は
、
信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て
運

用
を
行
い
ま
す
。

２
　
運
用
方
法

（
１
）
投
資
対
象

東
欧
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以
下
「
親
投
資
信
託
」
と
い
い
ま

す
。）
の
受
益
証
券
を
主
要
投
資
対
象
と
し
ま
す
。

（
２
）
投
資
態
度

①
　
主
と
し
て
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、
信

託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
い
ま
す
。

②
　
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
へ
の
組
入
比
率
は
、
原
則
と
し
て
高

位
を
維
持
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。

③
　
実
質
組
入
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ

ッ
ジ
を
行
い
ま
せ
ん
。

④
　
信
託
財
産
が
運
用
対
象
と
す
る
有
価
証
券
の
価
格
変
動
リ
ス
ク

を
回
避
す
る
た
め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変
動
リ
ス

ク
も
し
く
は
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
ま
た
は
信
託

財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、
わ
が
国

の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先

物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、

通
貨
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び

金
利
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価

証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
と
類
似
の
取
引
（
以
下
「
有
価
証
券
先
物
取
引

等
」
と
い
い
ま
す
。）
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑤
　
市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
前
記
の
よ
う
な

運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
３
）
投
資
制
限

①
　
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

②
　
投
資
信
託
証
券
（
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。）

へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
５
％
以
下

と
し
ま
す
。

③
　
同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い
て

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

④
　
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ
の

実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し

ま
す
。

⑤
　
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う

ち
会
社
法
第
２
３
６
条
第
１
項
第
３
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約

権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予

約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明

確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法
第
３
４
１

条
ノ
３
第
１
項
第
７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約

権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
」
と
い
い

ま
す
。）
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の

20
％
以
下
と
し
ま
す
。

⑥
　
外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

⑦
　
有
価
証
券
先
物
取
引
等
は
約
款
第
27
条
の
範
囲
で
行
い
ま
す
。

⑧
　
ス
ワ
ッ
プ
取
引
は
約
款
第
28
条
の
範
囲
で
行
い
ま
す
。

⑨
　
外
国
為
替
予
約
取
引
は
約
款
第
32
条
の
範
囲
で
行
い
ま
す
。

３
　
収
益
分
配
方
針

毎
決
算
時
（
原
則
と
し
て
２
月
18
日
お
よ
び
８
月
18
日
。
た
だ
し
、

同
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。）
に
、
原
則
と
し
て
以
下
の
方

針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

①
　
分
配
対
象
額
の
範
囲
は
、
経
費
控
除
後
の
繰
越
分
を
含
め
た
配

当
等
収
益
と
売
買
益
（
評
価
益
を
含
み
ま
す
。）
等
の
全
額
と
し

ま
す
。

②
　
収
益
分
配
金
額
は
、
委
託
者
が
基
準
価
額
水
準
、
市
況
動
向
等

を
勘
案
し
て
決
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少
額
の
場

合
に
は
、
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

③
　
留
保
益
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
限
を
設
け
ず
、
委
託
者

の
判
断
に
基
づ
き
、
元
本
部
分
と
同
一
の
運
用
を
行
い
ま
す
。

追
加
型
証
券
投
資
信
託

り
そ
な
東
欧
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
株
式
フ
ァ
ン
ド
　
約
款

（
信
託
の
種
類
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
）

第
１
条
　
こ
の
信
託
は
、
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、
ド
イ
チ
ェ
・
ア

セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、
り
そ
な
信
託

銀
行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
委
託
）

第
２
条
　
受
託
者
は
、
信
託
法
第
26
条
第
１
項
に
基
づ
く
信
託
事
務
の

委
任
と
し
て
、
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
の
信

託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
信
託

業
務
の
兼
営
の
認
可
を
受
け
た
一
の
金
融
機
関
（
受
託
者
の
利
害
関
係

人
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
４
条
第
１
項

に
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
29
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
利
害
関

係
人
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
を
含
み
ま
す
。）
と
信
託
契
約
を
締

結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
に
お
け
る
利
害
関
係
人
に
対
す
る
業
務
の
委
託
に
つ
い
て

は
、
信
託
財
産
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

追加型証券投資信託

りそな 東欧フロンティア株式ファンド
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行
う
も
の
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
信
託
財
産
を
害
す
る
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
は
、
利
害
関
係
人
に
対
す
る
業
務

の
委
託
に
係
る
条
件
が
市
場
水
準
等
に
照
ら
し
公
正
と
認
め
ら
れ

る
条
件
で
あ
る
場
合
を
い
い
ま
す
。

（
信
託
の
目
的
、
金
額
お
よ
び
追
加
信
託
金
の
限
度
額
）

第
３
条
　
委
託
者
は
、
金
５
０
０
億
円
を
上
限
と
し
て
受
益
者
の
た
め

に
利
殖
の
目
的
を
も
っ
て
信
託
し
、受
託
者
は
こ
れ
を
引
き
受
け
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
金
１,
０
０
０
億
円
を
限

度
と
し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
追
加

信
託
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
そ
の
引
き
受
け
を
証
す
る

書
面
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
前
項
の
限
度
額
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
期
間
）

第
４
条
　
こ
の
信
託
の
期
間
は
、
信
託
契
約
締
結
日
か
ら
第
52
条
第
１

項
、
第
52
条
第
２
項
、
第
53
条
第
１
項
、
第
54
条
第
１
項
お
よ
び
第
56

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
期
間
終
了
日
ま
で
と
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条
　
こ
の
信
託
に
係
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、
証

券
取
引
法
第
２
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
投
資
信

託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
13
項
で
定
め
る
公
募
に
よ

り
行
わ
れ
ま
す
。

（
当
初
の
受
益
者
）

第
６
条
　
こ
の
信
託
契
約
締
結
当
初
お
よ
び
追
加
信
託
当
初
の
受
益
者

は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
受
益
証
券
取
得
申
込
者
と
し
、
第
７
条
の
規

定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
は
、
そ
の
取
得
申
込
口
数
に
応
じ
て
、

取
得
申
込
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条
　
委
託
者
は
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に
つ
い

て
は
、
５
０
０
億
口
を
限
度
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ
て
生
じ
た
受

益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８
条
第
１
項
の
追
加

口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を

均
等
に
再
分
割
で
き
ま
す
。

（
追
加
信
託
の
価
額
お
よ
び
口
数
、
基
準
価
額
の
計
算
方
法
）

第
８
条
　
追
加
信
託
金
は
、
追
加
信
託
を
行
う
日
の
前
営
業
日
の
基
準

価
額
に
当
該
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し

ま
す
。

②
こ
の
信
託
約
款
に
お
い
て
基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る

資
産
（
受
入
担
保
金
代
用
有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お

よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
時
価
ま
た
は
一
部

償
却
原
価
法
に
よ
り
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総
額
か
ら

負
債
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
以
下
「
純
資
産
総
額
」
と
い

い
ま
す
。）
を
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得
た

金
額
を
い
い
ま
す
。
な
お
、
外
貨
建
資
産
（
外
国
通
貨
表
示
の
有

価
証
券
（
以
下
「
外
貨
建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、
預
金
そ

の
他
の
資
産
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
円
換
算
に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買

相
場
の
仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

③
第
32
条
に
規
定
す
る
予
約
為
替
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
わ
が
国

に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
る
も
の

と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ
と
に

よ
り
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
）

第
10
条
　
委
託
者
は
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
を

表
示
す
る
収
益
分
配
金
交
付
票
付
の
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
発
行
し

ま
す
。

（
受
益
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
の
受
託
者
の
認
証
）

第
11
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
と

き
は
、
そ
の
発
行
す
る
受
益
証
券
が
こ
の
信
託
約
款
に
適
合
す
る
旨
の

受
託
者
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
認
証
は
、
受
託
者
の
代
表
取
締
役
が
そ
の
旨
を
受
益
証
券

に
記
載
し
記
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
申
込
単
位
お
よ
び
価
額
）

第
12
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
９

項
に
規
定
す
る
証
券
会
社
を
い
い
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第

２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

お
よ
び
登
録
金
融
機
関
（
証
券
取
引
法
第
65
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す

る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
は
、
第
10
条
の
規
定

に
よ
り
発
行
さ
れ
る
受
益
証
券
の
取
得
の
申
込
み
を
し
た
取
得
申
込
者

に
対
し
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定

め
る
単
位
を
も
っ
て
取
得
の
申
込
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
に
し
た
が
っ

て
契
約
（
以
下
「
別
に
定
め
る
契
約
」
と
い
い
ま
す
。）
を
結
ん
だ
取

得
申
込
者
に
限
り
、
１
口
の
整
数
倍
を
も
っ
て
取
得
の
申
込
み
に
応
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び

登
録
金
融
機
関
は
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日
に

は
、
当
該
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
に
応
じ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め

る
契
約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
追
加
信

託
金
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、こ
れ
を
受
付
け
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
第
１
項
の
場
合
の
受
益
証
券
の
価
額
は
、
取
得
申
込
み
を
受
け
付

け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
、
手
数
料
な
ら
び
に
当
該
手

数
料
に
係
る
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税（
以
下「
消
費
税
等
」と

い
い
ま
す
。）に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。た

だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
締
結
日
前
の
取
得
申
込
に
係
る
受
益
証
券

の
価
額
は
、
１
口
に
つ
き
１
円
に
手
数
料
お
よ
び
当
該
手
数
料
に

係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

④
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び

登
録
金
融
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
差
別
に
定
め
る
契
約

に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
受
益
証
券
の
価

額
は
、
第
42
条
に
規
定
す
る
各
計
算
期
間
終
了
日
の
基
準
価
額
と

し
ま
す
。

⑥
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替

取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け

る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や

資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重

大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く

は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に
よ
る

受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
受
け
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び

す
で
に
受
け
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
種
類
）

第
13
条
　
委
託
者
が
発
行
す
る
受
益
証
券
は
、
１
万
口
券
、
５
万
口
券
、

10
万
口
券
、
50
万
口
券
、
１
０
０
万
口
券
、
５
０
０
万
口
券
、
１,
０

０
０
万
口
券
お
よ
び
５,
０
０
０
万
口
券
の
８
種
類
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
者
は
、
１
口
の
整
数
倍
の

口
数
を
表
示
し
た
受
益
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
記
名
式
、無
記
名
式
へ
の
変
更
な
ら
び
に
名
義
書
換
手
続
）

第
14
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
が
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
請

求
し
た
と
き
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
と
引
換
え
に
記
名
式
の
受
益

証
券
を
、
ま
た
は
記
名
式
の
受
益
証
券
と
引
換
え
に
無
記
名
式
の
受
益

証
券
を
交
付
し
ま
す
。

②
記
名
式
の
受
益
証
券
の
所
持
人
は
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に

よ
っ
て
名
義
書
換
を
委
託
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
前
項
の
規
定
に
よ
る
名
義
書
換
の
手
続
は
、
第
42
条
に
規
定
す
る

毎
計
算
期
間
終
了
日
の
翌
日
か
ら
15
日
間
停
止
し
ま
す
。

（
記
名
式
の
受
益
証
券
譲
渡
の
対
抗
要
件
）

第
15
条
　
記
名
式
の
受
益
証
券
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
名
義

書
換
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

（
無
記
名
式
の
受
益
証
券
の
再
交
付
）

第
16
条
　
委
託
者
は
、無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、

公
示
催
告
に
よ
る
除
権
判
決
の
謄
本
を
添
え
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続

に
よ
り
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
再
交

付
し
ま
す
。

（
記
名
式
の
受
益
証
券
の
再
交
付
）

第
17
条
　
委
託
者
は
、
記
名
式
の
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、

委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
記
名

式
の
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
を
毀
損
し
た
場
合
等
の
再
交
付
）

第
18
条
　
委
託
者
は
、受
益
証
券
を
毀
損
ま
た
は
汚
損
し
た
受
益
者
が
、

当
該
受
益
証
券
を
添
え
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交
付
を
請

求
し
た
と
き
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
真
偽
を
鑑

別
し
が
た
い
と
き
は
、
前
２
条
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴



（
受
益
証
券
の
再
交
付
の
費
用
）

第
19
条
　
委
託
者
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
す
る
と
き
は
、
受
益
者
に

対
し
て
実
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類
）

第
20
条
　
こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
　
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
（「
特
定
資
産
」
と
は
、
投
資
信
託
及

び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
で
定
め
る
も
の
を
い

い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

イ
　
有
価
証
券

ロ
　
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ハ
　
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
権
利

ニ
　
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ホ
　
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
に
係
る
権
利

へ
　
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
権
利

ト
　
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
権
利

チ
　
金
銭
債
権

リ
　
約
束
手
形

ヌ
　
金
融
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ル
　
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利

ヲ
　
次
に
掲
げ
る
も
の
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権

（
i
）
金
銭

（
ii
）
有
価
証
券

（
iii
）
金
銭
債
権

２
　
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
資
産

イ
　
抵
当
証
券

ロ
　
為
替
手
形

ハ
　
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
価
証
券
先
物
取

引
と
類
似
の
取
引
に
係
る
権
利

（
運
用
の
指
図
範
囲
等
）

第
21
条
　
こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
有
価
証
券
は
、
ド

イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、
り

そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
す
る
東
欧
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン

ド
（
以
下
「
親
投
資
信
託
」
と
い
い
ま
す
。）
の
受
益
証
券
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
　
株
券
ま
た
は
新
株
引
受
権
証
書

２
　
国
債
証
券

３
　
地
方
債
証
券

４
　
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

５
　
社
債
券
（
新
株
引
受
権
証
券
と
社
債
券
と
が
一
体
と
な
っ
た
新

株
引
受
権
付
社
債
券
（
以
下
「
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
」

と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
引
受
権
証
券
を
除
き
ま
す
。）

６
　
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
社
債
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第

１
項
第
３
号
の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

７
　
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
出
資
証
券

（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま

す
。）

８
　
協
同
組
織
金
融
機
関
に
係
る
優
先
出
資
証
券
ま
た
は
優
先
出
資

引
受
権
を
表
示
す
る
証
書
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号

の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

９
　
資
産
の
流
動
化
に
係
る
優
先
出
資
証
券
ま
た
は
新
優
先
出
資
引

受
権
を
表
示
す
る
証
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号
の

３
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

10

資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
証
券
取

引
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
の
４
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

11

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

12

新
株
引
受
権
証
券
（
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
新
株
引

受
権
証
券
を
含
み
ま
す
。以
下
同
じ
。）お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券

13

外
国
ま
た
は
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、
前

各
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

14

投
資
信
託
ま
た
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
証
券
取
引
法

第
２
条
第
１
項
第
７
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

15

投
資
証
券
ま
た
は
外
国
投
資
証
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１

項
第
７
号
の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。）
で
次
号
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の

16

投
資
法
人
債
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
の
２
で

定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。）
ま
た

は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
法
人
債
券
に
類
す
る
証
券

17

外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項

第
10
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

18

オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
（
証
券
取
引
法
第

２
条
第
１
項
第
10
号
の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

19

預
託
証
書
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
10
号
の
３
で
定
め

る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

20

外
国
法
人
が
発
行
す
る
譲
渡
性
預
金
証
書

21

貸
付
債
権
信
託
受
益
権
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
２
項
第
１
号

で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

22

外
国
法
人
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す
る
も

の
な
お
、
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
お
よ
び
第
13
号
な
ら
び
に

第
19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書

の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
株
式
」
と
い
い
、
第
２
号
か
ら

第
６
号
ま
で
の
証
券
な
ら
び
に
第
16
号
の
証
券
お
よ
び
第
13
号
な

ら
び
に
第
19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
２
号
か
ら
第
６
号

ま
で
の
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
公
社
債
」
と
い
い
、

第
14
号
お
よ
び
第
15
号
の
証
券
を
以
下
「
投
資
信
託
証
券
」
と
い

い
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
前
項
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

１
　
預
金

２
　
指
定
金
銭
信
託

３
　
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン

４
　
手
形
割
引
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
手
形

５
　
抵
当
証
券

③
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
信
託
の
設
定
、
解
約
、
償

還
、投
資
環
境
の
変
動
等
へ
の
対
応
等
、委
託
者
が
運
用
上
必
要
と

認
め
る
と
き
に
は
、
委
託
者
は
信
託
金
を
主
と
し
て
前
項
各
号
に

掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

④
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
（
親
投
資
信
託

の
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
時
価
総
額
と
親
投

資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
の
時
価
総
額
の
う

ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額
が
信
託
財
産

の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の

指
図
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、
信
託

財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額
に
親
投
資

信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
投
資
信
託
証
券
の
時

価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
受
託
者
の
自
己
ま
た
は
利
害
関
係
人
等
と
の
取
引
）

第
22
条
　
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
信
託
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
な

ら
び
に
関
連
法
令
に
反
し
な
い
場
合
に
は
、
委
託
者
の
指
図
に
よ
り
、

受
託
者
お
よ
び
受
託
者
の
利
害
関
係
人
、
第
33
条
第
２
項
に
定
め
る
信

託
業
務
の
委
託
先
お
よ
び
そ
の
利
害
関
係
人
ま
た
は
受
託
者
に
お
け
る

他
の
信
託
財
産
と
の
間
で
、
第
20
条
お
よ
び
第
21
条
第
１
項
お
よ
び
第

２
項
に
定
め
る
資
産
へ
の
投
資
を
、
信
託
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律
な
ら
び
に
関
連
法
令
に
反
し
な
い
限
り
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

②
前
項
の
取
扱
い
は
、
第
26
条
か
ら
第
28
条
ま
で
、
第
30
条
、
第
32

条
、
第
37
条
お
よ
び
第
38
条
に
お
け
る
委
託
者
の
指
図
に
よ
る
取

引
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
ま
す
。

（
運
用
の
基
本
方
針
）

第
23
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
別
に
定
め

る
運
用
の
基
本
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
指
図
を
行
い
ま
す
。

（
投
資
す
る
株
式
等
の
範
囲
）

第
24
条
　
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
は
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る

株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
お
よ
び
証
券
取
引
所
に
準
ず
る
市

場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
と

し
ま
す
。
た
だ
し
、
株
主
割
当
ま
た
は
社
債
権
者
割
当
に
よ
り
取
得
す

る
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
場
予
定
ま
た
は
登
録
予
定
の
株

式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
で
目
論
見
書
等

に
お
い
て
上
場
ま
た
は
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
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（
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
25
条
　
委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘

柄
の
株
式
の
時
価
総
額
と
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
当
該
株

式
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計

額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、
信
託

財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額
に
親
投
資

信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該
株
式
の
時
価
総

額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券

お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
と
親
投
資
信
託
の
信
託
財

産
に
属
す
る
当
該
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の

時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計

額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

④
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、
信
託

財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額
に
親
投
資

信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該
新
株
引
受
権
証

券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
し
ま
す
。

（
信
用
取
引
の
指
図
範
囲
）

第
26
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

信
用
取
引
に
よ
り
株
券
を
売
り
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
当
該
売
り
付
け
の
決
済
に
つ
い
て
は
、
株
券
の
引
き

渡
し
ま
た
は
買
い
戻
し
に
よ
り
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
用
取
引
の
指
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

発
行
会
社
が
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
か
つ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
券
数
の
合
計
数
を
超
え
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

１
　
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
証
書
の
権
利

行
使
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

２
　
株
式
分
割
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

３
　
有
償
増
資
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

４
　
売
り
出
し
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

５
　
信
託
財
産
に
属
す
る
転
換
社
債
の
転
換
請
求
お
よ
び
新
株
予

約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
会
社
法
第
２
３
６
条
第
１

項
第
３
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社

債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独

で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の

（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法
第
３
４
１
条
ノ
３
第
１
項
第

７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含

め
「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
の

新
株
予
約
権
に
限
り
ま
す
。）
の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株

券

６
　
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
引
受
権

付
社
債
券
の
新
株
引
受
権
の
行
使
、
ま
た
は
信
託
財
産
に
属
す

る
新
株
予
約
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
新
株
予

約
権
（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）
の
行
使
に
よ
り

取
得
可
能
な
株
券

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有
価
証
券
を
信
用
取
引
の
委

託
保
証
金
の
代
用
と
し
て
差
し
入
れ
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
先
物
取
引
等
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
27
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に

資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
信
託
財
産
が
運
用
対
象
と
す
る
有
価
証
券
の

価
格
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
所
に
お
け

る
有
価
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
お
よ
び
有
価
証

券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取

引
と
類
似
の
取
引
を
次
の
範
囲
で
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
選
択
権
取
引
は
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
含
め
て
取
り
扱

う
も
の
と
し
ま
す
。（
以
下
同
じ
。）

１
　
先
物
取
引
の
売
建
お
よ
び
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
ヘ
ッ
ジ
の
対
象
と
す
る
有
価

証
券
（
以
下
「
ヘ
ッ
ジ
対
象
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）
の

時
価
総
額
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

２
　
先
物
取
引
の
買
建
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
有
価
証
券
の
組

入
可
能
額
（
組
入
ヘ
ッ
ジ
対
象
有
価
証
券
を
差
し
引
い
た
額
）

に
信
託
財
産
が
限
月
ま
で
に
受
け
取
る
組
入
公
社
債
、
組
入
外

国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
、
組
入
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
お

よ
び
組
入
抵
当
証
券
の
利
払
金
お
よ
び
償
還
金
を
加
え
た
額
を

限
度
と
し
、
か
つ
信
託
財
産
が
限
月
ま
で
に
受
け
取
る
組
入
有

価
証
券
お
よ
び
組
入
抵
当
証
券
に
係
る
利
払
金
お
よ
び
償
還
金

等
な
ら
び
に
第
21
条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
に
掲
げ
る
金

融
商
品
で
運
用
し
て
い
る
額
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

３
　
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買

付
け
の
指
図
は
、
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係

る
支
払
い
プ
レ
ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
信
託
財
産

の
純
資
産
総
額
の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、
な
ら

び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る

た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
な
ら

び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
オ

プ
シ
ョ
ン
取
引
を
次
の
範
囲
で
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

１
　
先
物
取
引
の
売
建
お
よ
び
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
為
替
の
売
予
約
と
合
わ
せ
て

ヘ
ッ
ジ
対
象
と
す
る
外
貨
建
資
産
（
外
国
通
貨
表
示
の
有
価
証

券
（
以
下
「
外
貨
建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、
預
金
そ
の

他
の
資
産
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
時
価
総
額
と
親
投

資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
す
る
外
貨
建
資

産
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額

（
信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
ヘ
ッ
ジ

対
象
と
す
る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
し
ま
す
。）
と
の
合
計
額
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

２
　
先
物
取
引
の
買
建
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
為
替
の
買
予
約
と
合
わ
せ
て
、

外
貨
建
有
価
証
券
の
買
付
代
金
等
実
需
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

３
　
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買

付
け
の
指
図
は
、
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係

る
支
払
い
プ
レ
ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
保
有
外
貨

建
資
産
の
時
価
総
額
の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と
し
、
か

つ
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
支
払
い
プ
レ

ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額

の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、
な
ら

び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る

た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ

び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
取
引
と
類
似
の
取
引
を
次
の
範
囲
で
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
　
先
物
取
引
の
売
建
お
よ
び
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
す
る
金
利
商

品
（
信
託
財
産
が
１
年
以
内
に
受
け
取
る
組
入
有
価
証
券
お
よ

び
組
入
抵
当
証
券
の
利
払
金
お
よ
び
償
還
金
等
な
ら
び
に
第
21

条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
で
運
用
さ

れ
て
い
る
も
の
を
い
い
、
以
下
「
ヘ
ッ
ジ
対
象
金
利
商
品
」
と

い
い
ま
す
。）
の
時
価
総
額
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

２
　
先
物
取
引
の
買
建
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
が
限
月
ま
で
に
受

け
取
る
組
入
有
価
証
券
お
よ
び
組
入
抵
当
証
券
に
係
る
利
払
金

お
よ
び
償
還
金
等
な
ら
び
に
第
21
条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
４

号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
で
運
用
し
て
い
る
額
（
以
下
本
号
に
お

い
て
「
金
融
商
品
運
用
額
等
」
と
い
い
ま
す
。）
の
範
囲
内
と

し
ま
す
。
た
だ
し
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
金
利
商
品
が
外
貨
建
で
、
信

託
財
産
の
外
貨
建
資
産
組
入
可
能
額
（
約
款
上
の
組
入
可
能
額

か
ら
保
有
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
を
差
し
引
い
た
額
を
い
い

ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
信
託
財
産
が
限
月
ま
で
に
受
け
取
る

外
貨
建
組
入
公
社
債
お
よ
び
組
入
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証

券
な
ら
び
に
外
貨
建
組
入
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
の
利
払
金
お

よ
び
償
還
金
を
加
え
た
額
が
当
該
金
融
商
品
運
用
額
等
の
額
よ

り
少
な
い
場
合
に
は
外
貨
建
資
産
組
入
可
能
額
に
信
託
財
産
が

限
月
ま
で
に
受
け
取
る
外
貨
建
組
入
有
価
証
券
に
係
る
利
払
金

お
よ
び
償
還
金
等
を
加
え
た
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

３
　
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴



付
け
の
指
図
は
、
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係

る
支
払
い
プ
レ
ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
ヘ
ッ
ジ
対

象
金
利
商
品
の
時
価
総
額
の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と

し
、
か
つ
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
支
払

い
プ
レ
ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
信
託
財
産
の
純
資

産
総
額
の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と
し
ま
す
。

（
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
28
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に

資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変
動
リ
ス
ク

を
回
避
す
る
た
め
、
異
な
っ
た
通
貨
、
異
な
っ
た
受
取
金
利
ま
た
は
異

な
っ
た
受
取
金
利
と
そ
の
元
本
を
一
定
の
条
件
の
も
と
に
交
換
す
る
取

引
（
以
下
「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」
と
い
い
ま
す
。）
を
行
う
こ
と
の
指
図

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
契
約
期
限

が
、
原
則
と
し
て
第
４
条
に
規
定
す
る
信
託
期
間
を
超
え
な
い
も

の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
当
該
信
託
期
間
内
で
全
部

解
約
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
に
係
る

ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
と
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産

に
係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に

属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額
（
以
下
「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の

想
定
元
本
の
合
計
額
」
と
い
い
ま
す
。）
が
、
信
託
財
産
の
純
資

産
総
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、
信
託
財
産
の
一
部

解
約
等
の
事
由
に
よ
り
、
上
記
純
資
産
総
額
が
減
少
し
て
、
ス
ワ

ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を

超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の

超
え
る
額
に
相
当
す
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す

る
も
の
と
し
ま
す
。

④
前
項
に
お
い
て
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引

の
想
定
元
本
の
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額

と
は
、
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定

元
本
の
総
額
に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め

る
信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額
の

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

⑤
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
評
価
は
、
当
該
取
引
契
約
の
相
手
方
が
市
場
実

勢
金
利
等
を
も
と
に
算
出
し
た
価
額
で
評
価
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

⑥
委
託
者
は
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
う
に
あ
た
り
担
保
の
提
供
あ
る

い
は
受
入
れ
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
担
保
の
提
供
あ
る
い
は

受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
29
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、

な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
と
親
投
資
信

託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
当
該
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
転

換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す

る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０

０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、
信
託

財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額
に
親
投
資

信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該
同
一
銘
柄
の
転

換
社
債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総

額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
有
価
証
券
の
貸
付
の
指
図
お
よ
び
範
囲
）

第
30
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

信
託
財
産
に
属
す
る
株
式
お
よ
び
公
社
債
を
次
の
各
号
の
範
囲
内
で
貸

し
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
　
株
式
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
株
式
の
時
価

合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
株
式
の
時
価
合
計
額
を
超

え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

２
　
公
社
債
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
公
社
債
の

額
面
金
額
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
公
社
債
の
額

面
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
各
号
に
規
定
す
る
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
契
約
の

一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
有
価
証
券
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
必
要
と
認
め
た
と
き

は
、
担
保
の
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
特
別
の
場
合
の
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
制
限
）

第
31
条
　
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
国
際

収
支
上
の
理
由
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
制
限

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
外
国
為
替
予
約
取
引
の
指
図
）

第
32
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
（
親
投
資
信

託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産

に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
を
含
み
ま
す
。）
に
つ
い
て
、
当
該
外
貨
建

資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
外
国
為
替
の
売
買
の
予

約
取
引
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、
信
託

財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額
に
親
投
資

信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
外
貨
建
資
産
の
時
価

総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
業
務
の
委
託
）

第
33
条
　
受
託
者
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
、
信
託
財
産
に
属
す
る

資
産
の
保
管
お
よ
び
処
分
な
ら
び
に
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
全
部
ま

た
は
一
部
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
、
証
券
会
社
、
外
国
の
法
令
に
準
拠

し
て
外
国
に
お
い
て
有
価
証
券
の
保
管
を
業
と
し
て
営
む
者
お
よ
び
こ

れ
ら
の
子
会
社
等
で
有
価
証
券
の
保
管
を
業
と
し
て
営
む
者
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
う
ち
信
託
業
法
第
22
条
第
１
項
に
定
め
る
信

託
業
務
の
委
託
を
す
る
と
き
は
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
の
す
べ
て

に
適
合
す
る
者
を
委
託
先
と
し
て
選
定
し
ま
す
。

１
　
委
託
先
の
信
用
力
に
照
ら
し
、
継
続
的
に
委
託
業
務
の
遂
行

に
懸
念
が
な
い
こ
と

２
　
委
託
先
の
委
託
業
務
に
係
る
実
績
等
に
照
ら
し
、
委
託
業
務

を
確
実
に
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

３
　
信
託
財
産
の
保
管
等
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

財
産
の
分
別
管
理
を
行
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

４
　
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
の
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

③
受
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
委
託
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当

該
委
託
先
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
有
価
証
券
の
保
管
）

第
34
条
　
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
を
、
法
令
等
に

基
づ
き
、
保
管
振
替
機
関
に
預
託
し
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
混
蔵
寄
託
）

第
35
条
　
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
か
ら
、
売
買
代
金
お
よ
び
償
還

金
等
に
つ
い
て
円
貨
で
約
定
し
円
貨
で
決
済
す
る
取
引
に
よ
り
取
得
し

た
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預
金
証
書
ま
た
は
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
当
該
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
が
保
管
契
約
を

締
結
し
た
保
管
機
関
に
当
該
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
の
名
義
で
混

蔵
寄
託
で
き
ま
す
。

（
信
託
財
産
の
表
示
お
よ
び
記
載
の
省
略
）

第
36
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
ま
た

は
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
の
ほ
か
、
信
託
の
表
示
お
よ
び
記
載

を
し
ま
せ
ん
。

（
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指
図
）

第
37
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券

に
係
る
信
託
契
約
の
一
部
解
約
、
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指
図
が
で
き

ま
す
。

（
再
投
資
の
指
図
）

第
38
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
解
約
お
よ
び
有
価
証

券
の
売
却
代
金
等
、
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算
分
配

金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び
そ
の
他
の

収
入
金
を
再
投
資
す
る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

（
資
金
の
借
入
れ
）

第
39
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
な
ら
び
に
運
用
の

安
定
性
に
資
す
る
た
め
、
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
（
一

部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
の
た
め
に
借
入
れ
た
資
金
の
返
済

を
含
み
ま
す
。）
を
目
的
と
し
て
、
ま
た
は
再
投
資
に
係
る
収
益
分
配

金
の
支
払
資
金
の
手
当
て
を
目
的
と
し
て
、
資
金
借
入
れ
（
コ
ー
ル
市

場
を
通
じ
る
場
合
を
含
み
ま
す
。）
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
当
該
借
入
金
を
も
っ
て
有
価
証
券
等
の
運
用
は
行
わ
な
い
も
の

と
し
ま
す
。

②
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
に
係
る
借
入
期
間
は
、
受

益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有

価
証
券
の
売
却
代
金
の
受
渡
日
ま
で
の
間
、
受
益
者
へ
の
解
約
代

金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有
す
る
金
融
商
品
の
解
約
代
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金
入
金
日
ま
で
の
間
、
ま
た
は
受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始

日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有
価
証
券
等
の
償
還
金
の
入
金
日

ま
で
の
期
間
が
５
営
業
日
以
内
で
あ
る
場
合
の
当
該
期
間
と
し
、

資
金
借
入
額
は
当
該
有
価
証
券
の
売
却
代
金
、
当
該
金
融
商
品
の

解
約
代
金
お
よ
び
当
該
有
価
証
券
等
の
償
還
金
の
合
計
額
を
限
度

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
資
金
借
入
額
は
借
入
れ
指
図
を
行
う
日
に

お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
10
％
以
内
と
し
ま
す
。

③
再
投
資
に
係
る
収
益
分
配
金
の
支
払
資
金
の
手
当
て
を
目
的
と
す

る
借
入
期
間
は
、
信
託
財
産
か
ら
収
益
分
配
金
が
支
弁
さ
れ
る
日

か
ら
そ
の
翌
営
業
日
ま
で
と
し
、
資
金
借
入
額
は
収
益
分
配
金
の

再
投
資
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

④
借
入
金
の
利
息
は
信
託
財
産
中
よ
り
支
弁
し
ま
す
。

（
損
益
の
帰
属
）

第
40
条
　
委
託
者
の
指
図
に
基
づ
く
行
為
に
よ
り
信
託
財
産
に
生
じ
た

利
益
お
よ
び
損
失
は
、
全
て
受
益
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
託
者
に
よ
る
資
金
の
立
替
え
）

第
41
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
借
替
、
転
換
、

新
株
発
行
ま
た
は
株
主
割
当
が
あ
る
場
合
で
、
委
託
者
の
申
出
が
あ
る

と
き
は
、
受
託
者
は
資
金
の
立
替
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算

分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び

そ
の
他
の
未
収
入
金
で
信
託
終
了
日
ま
で
に
そ
の
金
額
を
見
積
も

り
得
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
こ
れ
を
立
て
替
え
て
信

託
財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
前
２
項
の
立
替
金
の
決
済
お
よ
び
利
息
に
つ
い
て
は
、
受
託
者
と

委
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
そ
の
つ
ど
別
に
こ
れ
を
定
め
ま
す
。

（
信
託
の
計
算
期
間
）

第
42
条
　
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
２
月
19
日
か
ら
８
月
18
日

ま
で
お
よ
び
８
月
19
日
か
ら
翌
年
２
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１
期
計
算
期
間
は
、
平
成
18
年
５
月
19
日
か

ら
平
成
18
年
８
月
18
日
ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終
了
日

に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）
が
休
業
日

の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日
と
し
、
そ

の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
た

だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
第
４
条
に
規
定
す
る
こ
の
信

託
の
計
算
期
間
の
終
了
日
と
し
ま
す
。

（
信
託
財
産
に
関
す
る
報
告
）

第
43
条
　
受
託
者
は
、
毎
計
算
期
間
末
に
損
益
計
算
を
行
い
、
信
託
財

産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
信
託
終
了
の
と
き
に
最
終
計
算
を
行
い
、
信
託
財
産

に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
諸
費
用
お
よ
び
監
査
費
用
）

第
44
条
　
信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
お
よ
び
信
託

財
産
の
財
務
諸
表
の
監
査
に
要
す
る
諸
費
用
（
消
費
税
等
に
相
当
す
る

金
額
を
含
み
ま
す
。）
な
ら
び
に
受
託
者
の
立
て
替
え
た
立
替
金
の
利

息
（
以
下
「
諸
経
費
」
と
い
い
ま
す
。）
は
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信

託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

②
前
項
に
お
け
る
信
託
財
産
の
財
務
諸
表
の
監
査
に
要
す
る
諸
費
用

は
、
第
42
条
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産

の
純
資
産
総
額
に
一
定
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
毎
計
算
期
末

ま
た
は
信
託
終
了
の
と
き
信
託
財
産
中
か
ら
受
け
る
も
の
と
し
ま

す
。

（
信
託
報
酬
等
の
総
額
）

第
45
条
　
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
の
信
託
報
酬
の
総
額
は
、
第
42
条
に

規
定
す
る
計
算
期
間
を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年

１
０,
０
０
０
分
の
１
８
８
の
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
託
報
酬
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と
き
信

託
財
産
中
か
ら
支
弁
す
る
も
の
と
し
、
委
託
者
と
受
託
者
と
の
間

の
配
分
は
別
に
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
第
１
項
の
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
信
託

報
酬
支
弁
の
と
き
に
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

④
委
託
者
は
、
こ
の
証
券
投
資
信
託
の
主
要
投
資
対
象
で
あ
る
親
投

資
信
託
の
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
受
け
た
も
の
が

受
け
る
報
酬
を
、
第
１
項
に
基
づ
い
て
委
託
者
が
受
け
る
報
酬
か

ら
支
弁
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
報
酬
額
は
第
42
条
に
規
定
す
る
計

算
期
間
を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年
１
０
、

０
０
０
分
の
45
の
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
）

第
46
条
　
信
託
財
産
か
ら
生
ず
る
毎
計
算
期
末
に
お
け
る
利
益
は
、
次

の
方
法
に
よ
り
処
理
し
ま
す
。

１
　
配
当
金
、
利
金
、
貸
付
有
価
証
券
に
係
る
品
貸
料
お
よ
び
こ

れ
ら
に
類
す
る
収
益
か
ら
支
払
利
息
を
控
除
し
た
額
（
以
下

「
配
当
等
収
益
」
と
い
い
ま
す
。）
か
ら
、
諸
経
費
、
信
託
報
酬
お

よ
び
当
該
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
控

除
し
た
後
、
そ
の
残
金
を
受
益
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
な
お
、
次
期
以
降
の
分
配
金
に
あ
て
る
た
め
、
そ
の
一
部

を
分
配
準
備
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
売
買
損
益
に
評
価
損
益
を
加
減
し
た
利
益
金
額
（
以
下
「
売

買
益
」
と
い
い
ま
す
。）
は
、
諸
経
費
、
信
託
報
酬
お
よ
び
当

該
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
、

繰
越
欠
損
金
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
額
を
売
買
益
を
も
っ
て

補
て
ん
し
た
後
、
受
益
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
次
期
以
降
の
分
配
に
あ
て
る
た
め
、
分
配
準
備
積
立
金
と

し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
毎
計
算
期
間
末
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
つ
き
生
じ
た
損
失
は
、

次
期
に
繰
り
越
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
委
託
者
へ
の
交
付
と

支
払
い
に
関
す
る
受
託
者
の
免
責
）

第
47
条
　
受
託
者
は
、
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
（
信
託
終
了
時
に

お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得
た
額

を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
第
48
条
第
１
項
お
よ
び
第

３
項
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
支
払
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
部
解
約

金
に
つ
い
て
は
第
48
条
第
４
項
に
規
定
す
る
支
払
日
ま
で
に
、
そ
の
全

額
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
収
益
分
配
金
、
償
還

金
お
よ
び
一
部
解
約
金
を
交
付
し
た
後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支

払
い
に
つ
き
、
そ
の
責
に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
）

第
48
条
　
収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委

託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
換
え
に
受
益
者
に

支
払
い
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て
収

益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
委
託
者
は
、
原

則
と
し
て
毎
計
算
期
末
の
翌
営
業
日
に
、
収
益
分
配
金
を
委
託
者

の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
交
付
し
ま
す
。

こ
の
場
合
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機

関
は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に
係
る

受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
い
ま
す
。

③
償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の
指
定
す
る

日
か
ら
受
益
証
券
と
引
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

④
一
部
解
約
金
は
、受
益
者
の
請
求
を
受
付
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
、

原
則
と
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

⑤
前
各
項
（
第
２
項
を
除
き
ま
す
。）
に
規
定
す
る
収
益
分
配
金
、

償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る

証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
行
う
も

の
と
し
ま
す
。

⑥
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
に
係
る
収
益
調
整
金

は
、
原
則
と
し
て
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
に

応
じ
て
計
算
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑦
前
項
に
規
定
す
る
収
益
調
整
金
と
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
27
条

の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
各
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券

の
価
額
と
元
本
と
の
差
額
を
い
い
、
原
則
と
し
て
、
追
加
信
託
の

つ
ど
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、
収

益
分
配
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、
前
項
に
規

定
す
る
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
と
は
、
原
則

と
し
て
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
を
い
い
、
追

加
信
託
の
つ
ど
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
口
数
に
よ
り
加
重
平
均

さ
れ
、
収
益
分
配
金
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑧
記
名
式
の
受
益
証
券
を
有
す
る
受
益
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
印

影
を
委
託
者
へ
届
け
出
る
も
の
と
し
、
第
１
項
の
場
合
に
は
収
益

分
配
金
交
付
票
に
、
第
３
項
お
よ
び
第
４
項
の
場
合
に
は
受
益
証

券
に
、
記
名
し
届
出
印
を
押
捺
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑨
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
押
捺
さ
れ
た
印
影
を
届
出
印
と

照
合
し
、
相
違
な
い
も
の
と
認
め
て
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ

び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
を
し
た
と
き
は
、
印
鑑
の
盗
用
そ
の
他

の
事
情
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
そ
の

責
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴



（
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
の
時
効
）

第
49
条
　
受
益
者
が
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
第
48
条
第
１
項
に
規
定
す

る
支
払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
、
な
ら
び

に
償
還
金
に
つ
い
て
第
48
条
第
３
項
に
規
定
す
る
支
払
開
始
日
か
ら
10
年

間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託
者
が

受
託
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
買
取
り
）

第
50
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、

受
益
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機

関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
そ
の
受
益
証
券
を
買
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日
に
は
、

受
益
証
券
の
買
取
請
求
の
受
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
場
合
、
受
益
証
券
の
買
取
価
額
は
、
買
取
請
求
を
受
け
付

け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
当
該
買
取
り
に
関
し
て
当

該
買
取
り
を
行
う
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金

融
機
関
に
係
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
額

と
し
ま
す
。

③
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
証
券

取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、

重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、自
然
災
害
、

ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市

場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）が
あ
る
と
き
は
、

委
託
者
と
協
議
の
う
え
第1

項
に
よ
る
受
益
証
券
の
買
取
の
受
付

け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
受
益
証
券
の
買
取

の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
前
項
に
よ
り
受
益
証
券
の
買
取
り
の
受
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場
合

に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の
買
取
請

求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
買
取
請
求
を
撤

回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
証
券
の
買
取
価
額
は
、
当
該
受

付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
買
取
り

を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
第
２
項
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た

価
額
と
し
ま
す
。

（
一
部
解
約
）

第
51
条
　
受
益
者
（
第
50
条
第
１
項
に
お
け
る
委
託
者
の
指
定
す
る
証

券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
を
含
み
ま
す
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同

じ
。）
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
委
託
者
に
、
委
託
者

の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ

て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に

定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日
に
は
、
一
部
解
約
の
実
行
請

求
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
け
付
け
た
場

合
に
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。

③
前
項
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付

け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

④
受
益
者
が
、第
１
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、

委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、

受
益
証
券
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危

機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制

の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、

戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少

等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に
よ
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求

の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
け
付
け
た
一
部
解

約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
前
項
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
が
中
止
さ
れ
た

場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の
一

部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が

そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該

受
益
証
券
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解
除
し
た

後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を

受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
第
３
項
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た

価
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
52
条
　
委
託
者
は
、
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
終
了
日
前
に
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
に
有
利
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者

と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
は
あ
ら
か
じ
め
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨

を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
と
こ
に
よ
り
、
受
益

権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
受
託

者
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、委
託
者
は
、あ
ら

か
じ
め
、解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
２
項
の
事
項
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
解
約
し
よ

う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の

信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面

を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

④
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一

定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記

し
ま
す
。な
お
、一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口

数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
第
１
項

お
よ
び
第
２
項
に
基
づ
く
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
は
、
前
項
に
基
づ
き
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ

と
と
し
た
と
き
は
、解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、

か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係

る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の

信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と

き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

⑦
前
３
項
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、
真
に
や
む
を

得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
４
項
の
一
定
の

期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書
面
の
交
付
を
行
う

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

（
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令
）

第
53
条
　
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解
約
し
信

託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
57
条
の
規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。

（
委
託
者
の
認
可
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い
）

第
54
条
　
委
託
者
が
監
督
官
庁
よ
り
認
可
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
、

解
散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者
は
、
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約
に
関

す
る
委
託
者
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
業
者
に
引
き
継
ぐ
こ

と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
第
57
条
第
４
項
に
該
当
す

る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
と
受
託
者
と
の
間
に

お
い
て
存
続
し
ま
す
。

（
委
託
者
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い
）

第
55
条
　
委
託
者
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を

承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
受
託
者
の
辞
任
に
伴
う
取
扱
い
）

第
56
条
　
受
託
者
は
、
委
託
者
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
は
、
第
57
条
の
規

定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
者
を
選
任
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
新
受
託
者
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
信
託
契

約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

（
信
託
約
款
の
変
更
）

第
57
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま
た

は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、

こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
変
更
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
も
の
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内

容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の

信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面

を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一
定
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の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
ま

す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口

数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
第
１
項

に
基
づ
く
こ
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
者
は
、
前
項
に
基
づ
き
こ
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ

と
と
し
た
と
き
は
、変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、

か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係

る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の

信
託
約
款
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と

き
は
、
原
則
と
し
て
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
58
条
　
第
52
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に
規
定

す
る
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
52
条
第
４
項
ま
た

は
前
条
第
３
項
の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た

受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財

産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
公
告
）

第
59
条
　
委
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞

に
掲
載
し
ま
す
。

（
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い
）

第
60
条
　
こ
の
信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、

委
託
者
と
受
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

（
付
則
）

第
１
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
社
債

等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
政
令
で
定
め
る
日
以
降
「
社
債
、
株
式
等

の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
と
な
っ
た
場
合
は
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、

「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
を
含
め
「
社
振
法
」
と
い

い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
同
日

以
降
に
追
加
信
託
さ
れ
る
受
益
権
の
帰
属
は
、
委
託
者
が
あ
ら
か
じ
め

こ
の
投
資
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
た
一
の

振
替
機
関
（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る
「
振
替
機
関
」
を
い
い
、
以

下
「
振
替
機
関
」
と
い
い
ま
す
。）
及
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口

座
管
理
機
関
（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る
「
口
座
管
理
機
関
」
を
い

い
ま
す
。）
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

定
ま
り
ま
す
（
以
下
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
定
ま
る
受
益
権
を
「
振
替
受
益
権
」
と
い
い
ま
す
。）。
当
該
振

替
受
益
権
は
、
受
益
証
券
と
み
な
さ
れ
、
こ
の
信
託
約
款
の
適
用
を
受

け
る
も
の
と
し
、
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
振
替

機
関
が
社
振
法
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場

合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
振
替
機

関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
振
替

受
益
権
を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
約
款
本
文

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
、
委
託
者
は
、
受

益
権
の
再
分
割
を
行
な
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替

に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
託
者
と
協
議
の
う
え
、

同
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等

に
再
分
割
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
平
成
19
年
１
月
４
日
前
に
信
託
さ
れ
た
受
益
権
に
係
る
受
益
証
券

を
保
有
す
る
受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
委

託
者
に
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
よ
う
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
項
の
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
の
申
請
の

請
求
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
に
基
づ
き
当
該
受
益

証
券
に
係
る
受
益
権
を
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請

し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
委
託
者
の
指
定
す

る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
当
該
申
請
の
手
続
き
を
委

任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
受
益
者
が
第
２
項
の
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
の
申
請
の

請
求
を
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登

録
金
融
機
関
に
対
し
、
受
益
証
券
を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま

す
。
な
お
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
た
受
益
権
に

か
か
る
受
益
証
券
（
当
該
記
載
ま
た
は
記
録
以
降
に
到
来
す
る
計

算
期
間
の
末
日
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
を
含
み
ま
す
。）

は
無
効
と
な
り
、当
該
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
る
振
替
受
益
権
は
、

受
益
証
券
と
み
な
さ
れ
、
こ
の
信
託
約
款
の
適
用
を
受
け
る
も
の

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
一
旦
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録

さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う

振
替
機
関
が
社
振
法
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消

さ
れ
た
場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
在
し
な
い
場

合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
受
益
者
は

受
益
証
券
の
発
行
を
請
求
し
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
委
託
者
が
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権

を
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
の
信
託
約
款
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
変
更
の
内

容
が
重
大
な
も
の
と
し
て
約
款
本
文
の
信
託
約
款
変
更
の
規
定
に

し
た
が
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
受
入
簿

の
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
委
託
者
に
代
理

権
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
し
て
い
る
受
益
者
へ
は
、

変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
の
交

付
を
原
則
と
し
て
行
な
い
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
が
、
前
項
の
信
託
約
款
変
更
を
行
な
っ
た
場
合
、
原
則
と

し
て
こ
の
信
託
の
平
成
18
年
12
月
29
日
現
在
の
全
て
の
受
益
権

（
受
益
権
に
つ
き
、
既
に
信
託
契
約
の
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
も

の
で
、
当
該
一
部
解
約
に
か
か
る
一
部
解
約
金
の
支
払
開
始
日
が

平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
と
な
る
も
の
を
含
み
ま
す
。）
を
受
益

者
を
代
理
し
て
平
成
19
年
１
月
４
日
に
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た

は
記
録
す
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
た
だ
し
、
保
護
預
か
り
で
は
な

い
受
益
証
券
に
係
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い

て
委
託
者
が
受
益
証
券
を
確
認
し
た
後
当
該
申
請
を
行
な
う
も
の

と
し
ま
す
。

⑦
委
託
者
が
第
５
項
の
信
託
約
款
変
更
を
行
な
っ
た
場
合
、
平
成
19

年
１
月
４
日
以
降
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
係
る
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
を
受
益
者
が
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証

券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、
振
替
受
益
権
を
も
っ
て

行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に

一
部
解
約
金
が
受
益
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
前
に
行
な
わ
れ
る
当
該
請

求
に
つ
い
て
は
、
振
替
受
益
権
と
な
る
こ
と
が
確
実
な
受
益
証
券

を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑧
委
託
者
が
第
５
項
の
信
託
約
款
変
更
を
行
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
約
款
本
文
に
規
定
す
る
時
効
前
の

収
益
分
配
金
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
し
、
当
該
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に

受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

前
記
条
項
に
よ
り
信
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

平
成
18
年
５
月
19
日
（
信
託
契
約
締
結
日
）

委
託
者
　
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

受
託
者
　
り
そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社

Ⅰ
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等

信
託
約
款
第
12
条
第
１
項
、
第
50
条
第
１
項
お
よ
び
第
51
条
第
１
項

に
お
け
る
「
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
」
と
は
次
の
も
の

と
し
ま
す
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴
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（
重
大
な
約
款
変
更
後
の
約
款
の
内
容
）

（
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条
　
こ
の
信
託
に
係
る
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、
証
券
取
引
法

第
２
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
13
項
で
定
め
る
公
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
当
初
の
受
益
者
）

第
６
条
　
こ
の
信
託
契
約
締
結
当
初
お
よ
び
追
加
信
託
当
初
の
受
益
者
は
、
委

託
者
の
指
定
す
る
受
益
権
取
得
申
込
者
と
し
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ

れ
た
受
益
権
は
、
そ
の
取
得
申
込
口
数
に
応
じ
て
、
取
得
申
込
者
に
帰
属
し
ま

す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条
　
委
託
者
は
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、

５
０
０
億
口
を
限
度
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ
て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８
条
第
１
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均

等
に
分
割
し
ま
す
。

②
　
委
託
者
は
、
受
益
権
の
再
分
割
を
行
な
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
社
債
、
株

式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
託
者
と
協
議
の
う

え
、
同
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等
に

再
分
割
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
り
差

異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
権
の
帰
属
と
受
益
証
券
の
不
発
行
）

第
10
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
社
債
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律
（
政
令
で
定
め
る
日
以
降
「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す

る
法
律
」
と
な
っ
た
場
合
は
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、「
社
債
、
株
式
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律
」
を
含
め
「
社
振
法
」
と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
同
日
以
降
に
追
加
信
託
さ
れ
る
受
益
権
の
帰

属
は
、
委
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
こ
の
投
資
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
こ
と
に

つ
い
て
同
意
し
た
一
の
振
替
機
関
（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る
「
振
替
機
関
」

を
い
い
、
以
下
「
振
替
機
関
」
と
い
い
ま
す
。）
及
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位

の
口
座
管
理
機
関
（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る
「
口
座
管
理
機
関
」
を
い
い
、

振
替
機
関
を
含
め
、
以
下
「
振
替
機
関
等
」
と
い
い
ま
す
。）
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り
ま
す
（
以
下
、
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
受
益
権
を
「
振
替
受
益
権
」

と
い
い
ま
す
。）。

②
　
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
社
振
法
の
規

定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力

を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
在

（
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条
　
こ
の
信
託
に
係
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、
証
券
取
引

法
第
２
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法

人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
13
項
で
定
め
る
公
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
当
初
の
受
益
者
）

第
６
条
　
こ
の
信
託
契
約
締
結
当
初
お
よ
び
追
加
信
託
当
初
の
受
益
者
は
、
委

託
者
の
指
定
す
る
受
益
証
券
取
得
申
込
者
と
し
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割

さ
れ
た
受
益
権
は
、
そ
の
取
得
申
込
口
数
に
応
じ
て
、
取
得
申
込
者
に
帰
属
し

ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条
　
委
託
者
は
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、

５
０
０
億
口
を
限
度
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ
て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８
条
第
１
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均

等
に
分
割
し
ま
す
。

②
　
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等
に

再
分
割
で
き
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
り
差

異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
）

第
10
条
　
委
託
者
は
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
を
表
示
す

る
収
益
分
配
金
交
付
票
付
の
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
す
。

（
新
設
）

（
平
成
18
年
３
月
31
日
現
在
の
約
款
の
内
容
）

信託約款（平成19年1月4日適用予定）の変更内容について
（りそな　東欧フロンティア株式ファンド）

平成18年12月29日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて

振替受益権とするため、委託者は、平成19年1月4日適用予定で重大な約款変更を行う予

定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。

なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、単

純な参照条文の変更（読み替え）は割愛している場合があります。

赤
線
部
　
　
　
は
変
更
部
分
を
示
し
ま
す
。
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し
な
い
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
振
替
受
益
権

を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。

な
お
、
受
益
者
は
、
委
託
者
が
や
む
を
得
な
い
事
情
等
に
よ
り
受
益
証
券
を
発

行
す
る
場
合
を
除
き
、
無
記
名
式
受
益
証
券
か
ら
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更

の
請
求
、
記
名
式
受
益
証
券
か
ら
無
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、
受

益
証
券
の
再
発
行
の
請
求
を
行
な
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

③
　
委
託
者
は
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、
振

替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法

に
定
め
る
事
項
の
振
替
機
関
へ
の
通
知
を
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関

等
は
、
委
託
者
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
振
法
の
規
定
に

し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
行
な

い
ま
す
。

④
　
委
託
者
は
、
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
振
替
受
入
簿
に

記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
原
則
と
し
て
こ
の

信
託
の
平
成
18
年
12
月
29
日
現
在
の
全
て
の
受
益
権
（
受
益
権
に
つ
き
、
既
に

信
託
契
約
の
一
部
解
約
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
当
該
一
部
解
約
に
か
か
る
一

部
解
約
金
の
支
払
開
始
日
が
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
と
な
る
も
の
を
含
み
ま

す
。）
を
受
益
者
を
代
理
し
て
平
成
19
年
１
月
４
日
に
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま

た
は
記
録
す
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
た
だ
し
、
保
護
預
か
り
で
は
な
い
受
益
証

券
に
係
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
委
託
者
が
受
益
証
券

を
確
認
し
た
後
当
該
申
請
を
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま

た
は
記
録
さ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
証
券
（
当
該
記
載
ま
た
は
記
録
以
降

に
到
来
す
る
計
算
期
間
の
末
日
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
を
含
み
ま
す
。）

は
無
効
と
な
り
、
当
該
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
り
振
替
受
益
権
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
委
託
者
は
、
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
振
替
受
入
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券

会
社
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
９
項
に
規
定
す
る
証
券
会
社
を
い
い
、
外
国
証

券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
み
ま

す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
（
証
券
取
引
法
第
65
条
の
２
第
３

項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
当
該
申
請
の

手
続
き
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
権
の
設
定
に
係
る
受
託
者
の
通
知
）

第
11
条
　
受
託
者
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
追
加
信

託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振
替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に

係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を
行
い
ま
す
。

（
削
除
）

（
受
益
権
の
申
込
単
位
お
よ
び
価
額
）

第
12
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
第
７
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
る
受
益
権
を
、
そ
の
取
得
申
込
者
に
対
し
、

委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ

て
取
得
申
込
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め

（
新
設
）

（
新
設
）

（
受
益
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
の
受
託
者
の
認
証
）

第
11
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
と
き
は
、

そ
の
発
行
す
る
受
益
証
券
が
こ
の
信
託
約
款
に
適
合
す
る
旨
の
受
託
者
の
認
証

を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
　
前
項
の
認
証
は
、
受
託
者
の
代
表
取
締
役
が
そ
の
旨
を
受
益
証
券
に
記
載

し
記
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
申
込
単
位
お
よ
び
価
額
）

第
12
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
９
項
に
規

定
す
る
証
券
会
社
を
い
い
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に

規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
登
録
金
融
機

関
（
証
券
取
引
法
第
65
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
ま

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴
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る
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
に
し
た
が
っ
て
契
約
（
以
下
「
別
に
定
め
る
契
約
」

と
い
い
ま
す
。）
を
結
ん
だ
取
得
申
込
者
に
限
り
、
１
口
の
整
数
倍
を
も
っ
て

取
得
申
込
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会

社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日

に
は
、
当
該
受
益
権
の
取
得
申
込
み
に
応
じ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
　
前
項
の
取
得
申
込
者
は
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融

機
関
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
、
自
己
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
こ

の
信
託
の
受
益
権
の
振
替
を
行
な
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
示
す
も
の

と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記

録
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金

融
機
関
は
、
当
該
取
得
申
込
の
代
金
（
第
３
項
の
受
益
権
の
価
額
に
当
該
取
得

申
込
の
口
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、

当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
行

な
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
　
委
託
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契

約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
追
加
信
託
金
の
申
込
み
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
け
る
も
の
と
し
ま
す
。

④
　
第
１
項
の
場
合
の
受
益
権
の
価
額
は
、
取
得
申
込
み
を
受
け
付
け
た
日
の

翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
、
手
数
料
な
ら
び
に
当
該
手
数
料
に
係
る
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
（
以
下
「
消
費
税
等
」
と
い
い
ま
す
。）
に
相
当
す
る
金
額

を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
締
結
日
前
の
取
得
申

込
に
係
る
受
益
権
の
価
額
は
、
１
口
に
つ
き
１
円
に
手
数
料
お
よ
び
当
該
手
数

料
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

⑤
　
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金

融
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
　
第
４
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い

て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
受
益
権
の
価
額
は
、
第
42
条
に
規
定
す

る
各
計
算
期
間
終
了
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

⑦
　
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の

停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融

危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、

自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市

場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に

よ
る
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
受
け
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受

け
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
13
条
（
削
除
）

す
。
以
下
同
じ
。）
は
、
第
10
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
受
益
証
券
の
取

得
の
申
込
み
を
し
た
取
得
申
込
者
に
対
し
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お

よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
取
得
の
申
込
に
応
じ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
に

し
た
が
っ
て
契
約
（
以
下
「
別
に
定
め
る
契
約
」
と
い
い
ま
す
。）
を
結
ん
だ

取
得
申
込
者
に
限
り
、
１
口
の
整
数
倍
を
も
っ
て
取
得
の
申
込
み
に
応
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機

関
は
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日
に
は
、
当
該
受
益
証
券

の
取
得
申
込
み
に
応
じ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

（
新
設
）

②
　
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契
約

に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
追
加
信
託
金
の
申
込
み
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
け
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
　
第
１
項
の
場
合
の
受
益
証
券
の
価
額
は
、
取
得
申
込
み
を
受
け
付
け
た
日

の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
、
手
数
料
な
ら
び
に
当
該
手
数
料
に
係
る
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
（
以
下
「
消
費
税
等
」
と
い
い
ま
す
。）
に
相
当
す
る
金

額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
締
結
日
前
の
取
得

申
込
に
係
る
受
益
証
券
の
価
額
は
、
１
口
に
つ
き
１
円
に
手
数
料
お
よ
び
当
該

手
数
料
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

④
　
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金

融
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
　
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い

て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
受
益
証
券
の
価
額
は
、
第
42
条
に
規
定

す
る
各
計
算
期
間
終
了
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

⑥
　
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の

停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融

危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、

自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市

場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に

よ
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
受
け
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に

受
け
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
種
類
）

第
13
条
　
委
託
者
が
発
行
す
る
受
益
証
券
は
、
１
万
口
券
、
５
万
口
券
、
10
万

口
券
、
50
万
口
券
、
１
０
０
万
口
券
、
５
０
０
万
口
券
、
１,
０
０
０
万
口
券

お
よ
び
５,
０
０
０
万
口
券
の
８
種
類
と
し
ま
す
。
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（
受
益
権
の
譲
渡
に
係
る
記
載
ま
た
は
記
録
）

第
14
条
　
受
益
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
受
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該

受
益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替

口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
に
振
替
の
申
請
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
　
前
項
の
申
請
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
振
替
機
関
等
は
、
当
該
譲
渡
に

係
る
譲
渡
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
減
少
お
よ
び
譲
受
人
の
保
有
す
る

受
益
権
の
口
数
の
増
加
に
つ
き
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記

録
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
前
項
の
振
替
機
関
等
が
振
替
先
口
座
を
開

設
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
他
の
振

替
機
関
等
（
当
該
他
の
振
替
機
関
等
の
上
位
機
関
を
含
み
ま
す
。）
に
社
振
法

の
規
定
に
し
た
が
い
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
に
受
益
権
の
口
数
の
増
加
の
記

載
ま
た
は
記
録
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
通
知
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
　
委
託
者
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
振
替
に
つ
い
て
、
当
該
受
益
者
の
譲
渡

の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る

振
替
機
関
等
と
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
振
替
機
関
等
が
異
な
る
場

合
等
に
お
い
て
、
委
託
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
ま
た
は
や
む
を
え
な
い
事
情

が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
振
替
停
止
日
や
振
替
停
止
期
間
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

（
受
益
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
）

第
15
条
　
受
益
権
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
ま

た
は
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

第
16
条
（
削
除
）

第
17
条
（
削
除
）

第
18
条
（
削
除
）

②
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
者
は
、
１
口
の
整
数
倍
の
口
数
を
表

示
し
た
受
益
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
記
名
式
、
無
記
名
式
へ
の
変
更
な
ら
び
に
名
義
書
換
手
続
）

第
14
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
が
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
請
求
し
た

と
き
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
と
引
換
え
に
記
名
式
の
受
益
証
券
を
、
ま
た

は
記
名
式
の
受
益
証
券
と
引
換
え
に
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
交
付
し
ま
す
。

②
　
記
名
式
の
受
益
証
券
の
所
持
人
は
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
名

義
書
換
を
委
託
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
名
義
書
換
の
手
続
は
、
第
42
条
に
規
定
す
る
毎
計
算

期
間
終
了
日
の
翌
日
か
ら
15
日
間
停
止
し
ま
す
。

（
記
名
式
の
受
益
証
券
譲
渡
の
対
抗
要
件
）

第
15
条
　
記
名
式
の
受
益
証
券
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
名
義
書
換
に

よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

（
無
記
名
式
の
受
益
証
券
の
再
交
付
）

第
16
条
　
委
託
者
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、
公
示

催
告
に
よ
る
除
権
判
決
の
謄
本
を
添
え
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交

付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。

（
記
名
式
の
受
益
証
券
の
再
交
付
）

第
17
条
　
委
託
者
は
、
記
名
式
の
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、
委
託
者

の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
記
名
式
の
受
益
証
券

を
再
交
付
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
を
毀
損
し
た
場
合
等
の
再
交
付
）

第
18
条
　
委
託
者
は
、
受
益
証
券
を
毀
損
ま
た
は
汚
損
し
た
受
益
者
が
、
当
該

受
益
証
券
を
添
え
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き

は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
真
偽
を
鑑
別
し
が
た
い
と
き
は
、

前
２
条
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴
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第
19
条
（
削
除
）

（
収
益
分
配
金
､
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
払
い
込
み
と
支
払
い
に
関
す
る

受
託
者
の
免
責
）

第
47
条
　
受
託
者
は
、
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
（
信
託
終
了
時
に
お
け
る

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。

以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
第
48
条
第
１
項
お
よ
び
第
３
項
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定

す
る
支
払
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
部
解
約
金
に
つ
い
て
は
第
48
条
第
４
項

に
規
定
す
る
支
払
日
ま
で
に
、
そ
の
全
額
を
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口
座
等

に
払
い
込
み
ま
す
。

②
　
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口
座
等
に
収

益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
を
払
い
込
ん
だ
後
は
、
受
益
者
に
対

す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の
責
に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
）

第
48
条
　
収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の

指
定
す
る
日
か
ら
、
毎
計
算
期
間
の
末
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座

簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計

算
期
間
の
末
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
な
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受

益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以

前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
委
託
者
の
指
定
す

る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る

受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払
い
ま
す
。

な
お
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
お
い
て
も
、
第
49
条
に
規
定
す
る
時
効
前

の
収
益
分
配
金
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
し
、当
該
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

②
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配

金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
受
託
者
が
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金

口
座
等
に
払
い
込
む
こ
と
に
よ
り
、原
則
と
し
て
毎
計
算
期
末
の
翌
営
業
日
に
、

収
益
分
配
金
が
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
交
付

さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機

関
は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に
係
る
受
益
権
の
売

付
け
を
行
い
ま
す
。
当
該
売
付
け
に
よ
り
増
加
し
た
受
益
権
は
、
第
10
条
第
３

項
の
規
定
に
し
た
が
い
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

③
　
償
還
金
は
、信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら
、

信
託
終
了
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ

て
い
る
受
益
者
（
信
託
終
了
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
な
わ
れ
た
受
益

権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
信
託
終
了
日
以
前
に
設
定
さ

れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社

ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ

い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払
い
ま
す
。
な
お
、
当

該
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
委
託
者

（
受
益
証
券
の
再
交
付
の
費
用
）

第
19
条
　
委
託
者
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
す
る
と
き
は
、
受
益
者
に
対
し
て

実
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
委
託
者
へ
の
交
付
と
支
払
い
に

関
す
る
受
託
者
の
免
責
）

第
47
条
　
受
託
者
は
、
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
（
信
託
終
了
時
に
お
け
る

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。

以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
第
48
条
第
１
項
お
よ
び
第
３
項
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定

す
る
支
払
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
部
解
約
金
に
つ
い
て
は
第
48
条
第
４
項

に
規
定
す
る
支
払
日
ま
で
に
、
そ
の
全
額
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

②
　
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ

び
一
部
解
約
金
を
交
付
し
た
後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の

責
に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
）

第
48
条
　
収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の

指
定
す
る
日
か
ら
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

②
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配

金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
委
託
者
は
、
原
則
と
し
て
毎
計
算
期

末
の
翌
営
業
日
に
、
収
益
分
配
金
を
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登

録
金
融
機
関
に
交
付
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お

よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に

係
る
受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
い
ま
す
。

③
　
償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら

受
益
証
券
と
引
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。
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が
こ
の
信
託
の
償
還
を
す
る
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
償
還
に
係
る
受
益
権
の

口
数
と
同
口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
な
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た

が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記

録
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
受
益
証
券
を
保
有
し
て
い
る
受
益
者
に
対
し
て

は
、
償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら

受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
当
該
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

④
　
一
部
解
約
金
は
、
第
51
条
第
１
項
の
受
益
者
の
請
求
を
受
付
け
た
日
か
ら

起
算
し
て
、
原
則
と
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
当
該
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

⑤
　
前
各
項
（
第
２
項
を
除
き
ま
す
。）
に
規
定
す
る
収
益
分
配
金
、
償
還
金

お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登

録
金
融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
　
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
に
係
る
収
益
調
整
金
は
、
原

則
と
し
て
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
等
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
も

の
と
し
ま
す
。

⑦
　
前
項
に
規
定
す
る
収
益
調
整
金
と
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
27
条
の
規
定

に
よ
る
も
の
と
し
、
各
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
と
元
本
と
の
差

額
を
い
い
、
原
則
と
し
て
、
追
加
信
託
の
つ
ど
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
口
数

に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、
収
益
分
配
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
ま

た
、
前
項
に
規
定
す
る
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
等
と
は
、
原
則

と
し
て
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
を
い
い
、
追
加
信
託
の
つ
ど

追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、
収
益
分
配
金
の
つ
ど

調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
削
除
）

（
削
除
）

（
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
の
時
効
）

第
49
条
　
受
益
者
が
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
第
48
条
第
１
項
に
規
定
す
る
支

払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
、
な
ら
び
に
償
還
金

に
つ
い
て
第
48
条
第
３
項
に
規
定
す
る
支
払
開
始
日
か
ら
10
年
間
そ
の
支
払
い

を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
受
託
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
金

銭
は
、
委
託
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
買
取
り
）

第
50
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
受
益
者

の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単

位
を
も
っ
て
そ
の
受
益
権
を
買
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め

る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日
に
は
、
受
益
権
の
買
取
請
求
の
受
付
け
は

行
い
ま
せ
ん
。

④
　
一
部
解
約
金
は
、
受
益
者
の
請
求
を
受
付
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
原
則

と
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

⑤
　
前
各
項
（
第
２
項
を
除
き
ま
す
。）
に
規
定
す
る
収
益
分
配
金
、
償
還
金

お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登

録
金
融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
　
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
に
係
る
収
益
調
整
金
は
、
原

則
と
し
て
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る

も
の
と
し
ま
す
。

⑦
　
前
項
に
規
定
す
る
収
益
調
整
金
と
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
27
条
の
規
定

に
よ
る
も
の
と
し
、
各
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
と
元
本
と
の

差
額
を
い
い
、
原
則
と
し
て
、
追
加
信
託
の
つ
ど
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
口

数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、
収
益
分
配
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

ま
た
、
前
項
に
規
定
す
る
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
と
は
、

原
則
と
し
て
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
を
い
い
、
追
加
信
託

の
つ
ど
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、
収
益
分
配
金

の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑧
　
記
名
式
の
受
益
証
券
を
有
す
る
受
益
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
印
影
を
委

託
者
へ
届
け
出
る
も
の
と
し
、
第
１
項
の
場
合
に
は
収
益
分
配
金
交
付
票
に
、

第
３
項
お
よ
び
第
４
項
の
場
合
に
は
受
益
証
券
に
、
記
名
し
届
出
印
を
押
捺
す

る
も
の
と
し
ま
す
。

⑨
　
委
託
者
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
押
捺
さ
れ
た
印
影
を
届
出
印
と
照
合
し
、

相
違
な
い
も
の
と
認
め
て
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払

い
を
し
た
と
き
は
、
印
鑑
の
盗
用
そ
の
他
の
事
情
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に

生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
そ
の
責
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
の
時
効
）

第
49
条
　
受
益
者
が
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
第
48
条
第
１
項
に
規
定
す
る
支

払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
、
な
ら
び
に
償
還
金

に
つ
い
て
第
48
条
第
３
項
に
規
定
す
る
支
払
開
始
日
か
ら
10
年
間
そ
の
支
払
い

を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託
者
が
受
託
者
か
ら
交
付
を

受
け
た
金
銭
は
、
委
託
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
買
取
り
）

第
50
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
受
益
者

の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単

位
を
も
っ
て
そ
の
受
益
証
券
を
買
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定

め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日
に
は
、
受
益
証
券
の
買
取
請
求
の
受
付

け
は
行
い
ま
せ
ん
。

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴



55Deutsche Asset Management

②
　
前
項
の
場
合
、
受
益
権
の
買
取
価
額
は
、
買
取
請
求
を
受
け
付
け
た
日
の

翌
営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
当
該
買
取
り
に
関
し
て
当
該
買
取
り
を
行
う
委
託

者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
係
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相

当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
額
と
し
ま
す
。

③
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
証
券
取
引
所

等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お

け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結

を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、

戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る

と
き
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
第
１
項
に
よ
る
受
益
権
の
買
取
の
受
付
け
を

中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
受
益
権
の
買
取
の
受
付
け
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
　
前
項
に
よ
り
受
益
権
の
買
取
り
の
受
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受

益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の
買
取
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
買
取
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権

の
買
取
価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算

日
に
買
取
り
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
第
２
項
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た

価
額
と
し
ま
す
。

（
一
部
解
約
）

第
51
条
　
受
益
者
（
第
50
条
第
１
項
に
お
け
る
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社

お
よ
び
登
録
金
融
機
関
を
含
み
ま
す
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
自

己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
き
、
委
託
者
に
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社

お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業

日
に
は
、
一
部
解
約
の
実
行
請
求
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

②
　
委
託
者
は
、前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、

こ
の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。
な
お
、
前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
を
行
な
う
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対

し
て
当
該
受
益
者
の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
者
が
行

な
う
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同
口
数
の

抹
消
の
申
請
を
行
な
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
当
該
振
替
機

関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
な
わ
れ
ま

す
。

③
　
前
項
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日

の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

④
　
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
係
る
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
を
受
益
者
が
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た

は
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、
振
替
受
益
権
を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
一
部
解
約
金
が
受
益
者
に
支
払
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
前
に
行
な
わ

れ
る
当
該
請
求
に
つ
い
て
は
、
振
替
受
益
権
と
な
る
こ
と
が
確
実
な
受
益
証
券

を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
　
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得

②
　
前
項
の
場
合
、
受
益
証
券
の
買
取
価
額
は
、
買
取
請
求
を
受
け
付
け
た
日

の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
当
該
買
取
り
に
関
し
て
当
該
買
取
り
を
行
う
委

託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
係
る
源
泉
徴
収
税
額
に

相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
額
と
し
ま
す
。

③
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
証
券
取
引
所

等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お

け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結

を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、

戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る

と
き
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
第
１
項
に
よ
る
受
益
証
券
の
買
取
の
受
付
け

を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
受
益
証
券
の
買
取
の
受
付
け
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
　
前
項
に
よ
り
受
益
証
券
の
買
取
り
の
受
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、

受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の
買
取
請
求
を
撤
回
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
買
取
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受

益
証
券
の
買
取
価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額

の
計
算
日
に
買
取
り
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
第
２
項
の
規
定
に
準
じ
て
計
算

さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

（
一
部
解
約
）

第
51
条
　
受
益
者
（
第
50
条
第
１
項
に
お
け
る
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社

お
よ
び
登
録
金
融
機
関
を
含
み
ま
す
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
自

己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
委
託
者
に
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社

お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業

日
に
は
、
一
部
解
約
の
実
行
請
求
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

②
　
委
託
者
は
、前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、

こ
の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。

③
　
前
項
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日

の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

④
　
受
益
者
が
、
第1

項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
委
託

者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、
受
益
証
券
を
も
っ

て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
　
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得
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な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、

重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ

ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流

動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第1

項
に
よ
る
一
部
解
約
の
実
行

の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
け
付
け
た
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
　
前
項
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に

は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請

求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を

撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中

止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求

を
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
第
３
項
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価
額
と
し

ま
す
。

（
質
権
口
記
載
又
は
記
録
の
受
益
権
の
取
り
扱
い
）

第
51
条
の
２
　
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
の
質
権
口
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ

れ
て
い
る
受
益
権
に
か
か
る
収
益
分
配
金
の
支
払
い
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請

求
の
受
付
け
、
一
部
解
約
金
お
よ
び
償
還
金
の
支
払
い
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の

約
款
に
よ
る
ほ
か
、民
法
そ
の
他
の
法
令
等
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
52
条
（
略
）

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
58
条
　
第
52
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に
規
定
す
る
信

託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
52
条
第
４
項
ま
た
は
前
条
第
３
項

の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
者
に

対
し
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
付
則
）

（
添
付
信
託
約
款
付
則
第
１
条
を
削
除
し
、
以
下
の
内
容
の
置
き
換
え
ま
す
。）

第
１
条
　
平
成
18
年
12
月
29
日
現
在
の
信
託
約
款
第
10
条
、
第
11
条
、
第
13
条

（
受
益
証
券
の
種
類
）
か
ら
第
19
条
（
受
益
証
券
の
再
交
付
の
費
用
）
の
規
定

お
よ
び
受
益
権
と
読
み
替
え
ら
れ
た
受
益
証
券
に
関
す
る
規
定
は
、
委
託
者
が

や
む
を
得
な
い
事
情
等
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
場
合
に
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、

重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ

ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流

動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に
よ
る
一
部
解
約
の
実
行

の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
け
付
け
た
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
　
前
項
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に

は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請

求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を

撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
証
券
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付

中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行
の
請

求
を
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
第
３
項
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価
額
と

し
ま
す
。

（
新
設
）

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
52
条
（
同
上
）

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
58
条
　
第
52
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に
規
定
す
る
信

託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
52
条
第
４
項
ま
た
は
前
条
第
３
項

の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
者
に

対
し
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
付
則
）

第
１
条
　
（
添
付
信
託
約
款
付
則
第
１
条
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴



運
　
用
　
の
　
基
　
本
　
方
　
針

信
託
約
款
第
15
条
に
基
づ
き
委
託
者
の
定
め
る
運
用
の
基
本
方
針

は
、
次
の
も
の
と
し
ま
す
。

１
　
基
本
方
針

こ
の
投
資
信
託
は
、
信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て
運
用

を
行
い
ま
す
。

２
　
運
用
方
法

（
１
）
投
資
対
象

①
　
チ
ェ
コ
、
ト
ル
コ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア

（
以
下
「
主
要
投
資
対
象
国
」
と
い
い
ま
す
。）
の
い
ず
れ
か
で

上
場
ま
た
は
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
を
主
要
投
資
対
象
と
し
ま

す
。

②
　
前
記
①
の
主
要
投
資
対
象
国
の
ほ
か
、
以
下
の
国
に
（
以
下

「
そ
の
他
投
資
対
象
国
」
と
い
い
ま
す
。）
投
資
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

イ
　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
カ
ザ
フ

ス
タ
ン
、
グ
ル
ジ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ラ

ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア

ロ
　
信
託
約
款
第
16
条
第
１
項
に
定
め
る
者
が
、
実
質
的
に
主

要
投
資
対
象
国
お
よ
び
そ
の
他
投
資
対
象
国
に
該
当
す
る

と
判
断
す
る
、
主
要
投
資
対
象
国
お
よ
び
そ
の
他
投
資
対

象
国
以
外
の
国
。

③
　
投
資
対
象
は
主
要
投
資
対
象
国
お
よ
び
そ
の
他
投
資
対
象
国

の
い
ず
れ
か
で
上
場
ま
た
は
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
お
よ
び
預

託
証
書
等
と
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、
生
産
、
製
造
、
販
売
、
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
の
大
半
が
主
要
投
資
対
象
国
お
よ
び
そ
の
他
投

資
対
象
国
の
い
ず
れ
か
で
行
な
わ
れ
て
い
る
企
業
の
株
式
お
よ

び
預
託
証
書
等
と
し
ま
す
。（
生
産
、
製
造
、
販
売
、
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
の
大
半
が
主
要
投
資
対
象
国
お
よ
び
そ
の
他
投
資
対

象
国
の
い
ず
れ
か
で
行
な
わ
れ
て
い
る
企
業
の
株
式
お
よ
び
預

託
証
書
等
の
中
に
は
、
米
国
、
英
国
、
ス
イ
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ド
イ
ツ
等
で
上
場
ま
た
は
取
引
さ
れ

て
い
る
株
式
お
よ
び
預
託
証
書
等
も
含
ま
れ
ま
す
。）

（
２
）
投
資
態
度

①
　
株
式
へ
の
投
資
に
あ
た
っ
て
は
、
収
益
性
・
成
長
性
な
ど
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
選
択
し
た
銘
柄
に
投
資
し
ま
す
。

②
　
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ
ッ
ジ
を
行

い
ま
せ
ん
。

③
　
信
託
財
産
が
運
用
対
象
と
す
る
有
価
証
券
の
価
格
変
動
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
た
め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変
動

リ
ス
ク
も
し
く
は
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
ま
た

は
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
、
有
価

証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
通
貨

に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
金
利
に

係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
な
ら

び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証

券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
通
貨
に

係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
金
利
に
係

る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
と
類
似
の

取
引
（
以
下
「
有
価
証
券
先
物
取
引
等
」
と
い
い
ま
す
。）
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
　
市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
前
記
の
よ
う

な
運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
３
）
投
資
制
限

①
　
株
式
へ
の
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

②
　
投
資
信
託
証
券
へ
の
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総

額
の
５
％
以
下
と
し
ま
す
。

③
　
同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信

託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

④
　
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ

の
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し

ま
す
。

⑤
　
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の

う
ち
会
社
法
第
２
３
６
条
第
１
項
第
３
号
の
財
産
が
当
該
新
株

予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該

新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商

法
第
３
４
１
条
ノ
３
第
１
項
第
７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め
が

あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権

付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
へ
の
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の

純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

⑥
　
外
貨
建
資
産
へ
の
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

⑦
　
有
価
証
券
先
物
取
引
等
は
約
款
第
20
条
の
範
囲
で
行
い
ま

す
。

⑧
　
ス
ワ
ッ
プ
取
引
は
約
款
第
21
条
の
範
囲
で
行
い
ま
す
。

⑨
　
外
国
為
替
予
約
取
引
は
約
款
第
25
条
の
範
囲
で
行
い
ま
す
。

３
　
収
益
分
配
方
針

信
託
財
産
か
ら
生
じ
る
利
益
は
、
信
託
終
了
時
ま
で
信
託
財
産
中
に

留
保
し
分
配
を
行
い
ま
せ
ん
。
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親
投
資
信
託

東
欧
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
　
約
款

（
信
託
の
種
類
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
）

第
１
条
　
こ
の
信
託
は
、
そ
の
受
益
権
を
他
の
投
資
信
託
の
受
益
者

に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、
ド
イ

チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、
り

そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
委
託
）

第
２
条
　
受
託
者
は
、
信
託
法
第
26
条
第
１
項
に
基
づ
く
信
託
事
務
の

委
任
と
し
て
、
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
の
信

託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
信
託

業
務
の
兼
営
の
認
可
を
受
け
た
一
の
金
融
機
関
（
受
託
者
の
利
害
関
係

人
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
４
条
第
１
項

に
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
29
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
利
害
関

係
人
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
を
含
み
ま
す
。）
と
信
託
契
約
を
締

結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
に
お
け
る
利
害
関
係
人
に
対
す
る
業
務
の
委
託
に
つ
い
て

は
、
信
託
財
産
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

行
う
も
の
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
信
託
財
産
を
害
す
る
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
は
、
利
害
関
係
人
に
対
す
る
業
務

の
委
託
に
係
る
条
件
が
市
場
水
準
等
に
照
ら
し
公
正
と
認
め
ら
れ

る
条
件
で
あ
る
場
合
を
い
い
ま
す
。

（
信
託
の
目
的
、
金
額
お
よ
び
追
加
信
託
金
の
限
度
額
）

第
３
条
　
委
託
者
は
、
金
１,
０
０
０
億
円
を
上
限
と
し
て
受
益
者
の

た
め
に
利
殖
の
目
的
を
も
っ
て
信
託
し
、
受
託
者
は
こ
れ
を
引
き
受
け

ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
金
５,
０
０
０
億
円
を
限

度
と
し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
追
加

信
託
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
そ
の
引
き
受
け
を
証
す
る

書
面
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
前
項
の
限
度
額
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
期
間
）

第
４
条
　
こ
の
信
託
の
期
間
は
、
信
託
契
約
締
結
日
か
ら
第
41
条
第
１

項
お
よ
び
第
２
項
、
第
44
条
第
１
項
、
第
45
条
第
１
項
、
第
47
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
信
託
期
間
終
了
日
ま
で
と
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条
　
こ
の
信
託
に
係
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、
証

券
取
引
法
第
２
条
第
３
項
第
２
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
投
資

信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
14
項
で
定
め
る
適
格
機

関
投
資
家
私
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
受
益
者
）

第
６
条
　
こ
の
信
託
の
元
本
お
よ
び
収
益
の
受
益
者
は
、
こ
の
信
託
の

受
益
証
券
を
投
資
対
象
と
す
る
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
株
式
会
社
の
証
券
投
資
信
託
の
受
託
者
で
あ
る
信
託
業
務
を
営
む
銀

行
と
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条
　
委
託
者
は
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に
つ
い

て
は
、
１,
０
０
０
億
口
を
限
度
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ
て
生
じ

た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８
条
第
１
項
の

追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を

均
等
に
再
分
割
で
き
ま
す
。

（
追
加
信
託
の
価
額
お
よ
び
口
数
、
基
準
価
額
の
計
算
方
法
）

第
８
条
　
追
加
信
託
金
は
、
追
加
信
託
を
行
う
日
の
追
加
信
託
ま
た
は

信
託
契
約
の
一
部
解
約
（
以
下
「
一
部
解
約
」
と
い
い
ま
す
。）
の
処

理
を
行
う
前
の
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代
用
有
価
証

券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に

従
っ
て
時
価
ま
た
は
一
部
償
却
原
価
法
に
よ
り
評
価
し
て
得
た
信
託
財

産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
以
下
「
純
資

産
総
額
」
と
い
い
ま
す
。）
を
、
追
加
信
託
ま
た
は
一
部
解
約
を
行
う

前
の
受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得
た
金
額
に
、
当
該
追
加
信
託
に
係
る

受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た
額
と
し
ま
す
。
な
お
、
外
貨
建
資
産
（
外
国

通
貨
表
示
の
有
価
証
券
（
以
下
「
外
貨
建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、

預
金
そ
の
他
の
資
産
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
円
換
算
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相

場
の
仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

②
第
25
条
に
規
定
す
る
予
約
為
替
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
わ
が
国

に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
る
も
の

と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ
と
に

よ
り
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
お
よ
び
種
類
）

第
10
条
　
委
託
者
は
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
を

表
示
す
る
記
名
式
の
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
発
行
す
る
受
益
証
券
は
、
１
口
の
整
数
倍
の
口
数
を
表

示
し
た
受
益
証
券
と
し
ま
す
。

③
受
益
者
は
、
当
該
受
益
証
券
を
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
の
受
託
者
の
認
証
）

第
11
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
と

き
は
、
そ
の
発
行
す
る
受
益
証
券
が
こ
の
信
託
約
款
に
適
合
す
る
旨
の

受
託
者
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
認
証
は
、
受
託
者
の
代
表
取
締
役
が
そ
の
旨
を
受
益
証
券

に
記
載
し
記
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

（
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類
）

第
12
条
　
こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
　
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
（「
特
定
資
産
」
と
は
、
投
資
信
託
及

び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
で
定
め
る
も
の
を
い

い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

イ
　
有
価
証
券

ロ
　
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ハ
　
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
権
利

ニ
　
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ホ
　
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
に
係
る
権
利

へ
　
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
権
利

ト
　
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
権
利

チ
　
金
銭
債
権

リ
　
約
束
手
形

ヌ
　
金
融
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ル
　
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利

ヲ
　
次
に
掲
げ
る
も
の
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権

（
i
）
金
銭

（
ii
）
有
価
証
券

（
iii
）
金
銭
債
権

２
　
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
資
産

イ
　
抵
当
証
券

ロ
　
為
替
手
形

ハ
　
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
価
証
券
先
物
取

引
と
類
似
の
取
引
に
係
る
権
利

（
運
用
の
指
図
範
囲
等
）

第
13
条
　
委
託
者
（
第
16
条
第
１
項
に
規
定
す
る
委
託
者
か
ら
運
用
の

指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
を
含
み
ま
す
。
以
下
、
第
15

条
、
第
17
条
か
ら
第
23
条
、
第
25
条
、
第
30
条
か
ら
第
32
条
ま
で
同
じ
。）

は
、
信
託
金
を
、
主
と
し
て
次
の
有
価
証
券
に
投
資
す
る
こ
と
を
指
図

す
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
　
株
券
ま
た
は
新
株
引
受
権
証
書

２
　
国
債
証
券

３
　
地
方
債
証
券

４
　
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

５
　
社
債
券
（
新
株
引
受
権
証
券
と
社
債
券
と
が
一
体
と
な
っ
た
新

株
引
受
権
付
社
債
券
（
以
下
「
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
」

と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
引
受
権
証
券
を
除
き
ま
す
。）

６
　
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
社
債
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第

１
項
第
３
号
の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

７
　
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
出
資
証
券

（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま

す
。）

８
　
協
同
組
織
金
融
機
関
に
係
る
優
先
出
資
証
券
ま
た
は
優
先
出
資

引
受
権
を
表
示
す
る
証
書
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴
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の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

９
　
資
産
の
流
動
化
に
係
る
優
先
出
資
証
券
ま
た
は
新
優
先
出
資
引

受
権
を
表
示
す
る
証
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
５
号
の

３
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

10

資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
証
券
取

引
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
の
４
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

11

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

12

新
株
引
受
権
証
券
（
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
新
株
引

受
権
証
券
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
新
株
予
約
権
証

券
13

外
国
ま
た
は
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、
前

各
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

14

投
資
信
託
ま
た
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
証
券
取
引
法

第
２
条
第
１
項
第
７
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

15

投
資
証
券
ま
た
は
外
国
投
資
証
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１

項
第
７
号
の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。）
で
次
号
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の

16

投
資
法
人
債
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
７
号
の
２
で

定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。）
ま
た

は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
法
人
債
券
に
類
す
る
証
券

17

外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項

第
10
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

18

オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
（
証
券
取
引
法
第

２
条
第
１
項
第
10
号
の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

19

預
託
証
書
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
10
号
の
３
で
定
め

る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

20

外
国
法
人
が
発
行
す
る
譲
渡
性
預
金
証
書

21

貸
付
債
権
信
託
受
益
権
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
２
項
第
１
号

で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

22

外
国
法
人
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す
る
も

の
な
お
、
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
お
よ
び
第
13
号
な
ら
び
に
第
19

号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質

を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
株
式
」
と
い
い
、
第
２
号
か
ら
第
６
号
ま

で
の
証
券
な
ら
び
に
第
16
号
の
証
券
お
よ
び
第
13
号
な
ら
び
に
第
19

号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
２
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
証
券
の

性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
公
社
債
」
と
い
い
、
第
14
号
お
よ
び

第
15
号
の
証
券
を
以
下
「
投
資
信
託
証
券
」
と
い
い
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
前
項
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

１
　
預
金

２
　
指
定
金
銭
信
託

３
　
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン

４
　
手
形
割
引
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
手
形

５
　
抵
当
証
券

③
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
信
託
の
設
定
、
解
約
、
償

還
、
投
資
環
境
の
変
動
等
へ
の
対
応
等
、
委
託
者
が
運
用
上
必
要

と
認
め
る
と
き
に
は
、
委
託
者
は
信
託
金
を
主
と
し
て
前
項
各
号

に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま

す
。

④
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
の
時
価
総
額
が

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

（
受
託
者
の
自
己
ま
た
は
利
害
関
係
人
等
と
の
取
引
）

第
14
条
　
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
信
託
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
な

ら
び
に
関
連
法
令
に
反
し
な
い
場
合
に
は
、
委
託
者
の
指
図
に
よ
り
、

受
託
者
お
よ
び
受
託
者
の
利
害
関
係
人
、
第
26
条
第
２
項
に
定
め
る
信

託
業
務
の
委
託
先
お
よ
び
そ
の
利
害
関
係
人
ま
た
は
受
託
者
に
お
け
る

他
の
信
託
財
産
と
の
間
で
、
第
12
条
お
よ
び
第
13
条
第
１
項
お
よ
び
第

２
項
に
定
め
る
資
産
へ
の
投
資
を
、
信
託
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律
な
ら
び
に
関
連
法
令
に
反
し
な
い
限
り
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

②
前
項
の
取
扱
い
は
、
第
19
条
か
ら
第
21
条
ま
で
、
第
23
条
、
第
25

条
、
第
30
条
お
よ
び
第
31
条
に
お
け
る
委
託
者
の
指
図
に
よ
る
取

引
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
ま
す
。

（
運
用
の
基
本
方
針
）

第
15
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
別
に
定
め

る
運
用
の
基
本
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
指
図
を
行
い
ま
す
。

（
運
用
の
権
限
委
託
）

第
16
条
　
委
託
者
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
を
次
の
者
に
委
託

し
ま
す
。

商
　
号：

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・

サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー

所
在
地：
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
、
Ｄ-

６
０
３
２

７
マ
イ
ン
ツ
ァ
ー
・
ラ
ン
ト
通
り
１
７
８-

１
９
０

②
前
項
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
け
る
報
酬
は
、
こ
の
信
託
の
受
益

証
券
を
主
要
投
資
対
象
と
す
る
証
券
投
資
信
託
に
係
る
当
該
証
券

投
資
信
託
の
信
託
報
酬
の
う
ち
当
該
委
託
者
が
受
け
る
報
酬
か

ら
、
各
計
算
期
間
の
最
初
の
６
ヶ
月
終
了
日
、
毎
計
算
期
末
ま
た

は
信
託
終
了
の
と
き
支
弁
す
る
も
の
と
し
、そ
の
額
に
つ
い
て
は
、

当
該
証
券
投
資
信
託
約
款
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
１
項
に
よ
り
委
託
を
受
け
た

者
が
、
法
令
に
違
反
し
た
場
合
、
こ
の
信
託
契
約
に
違
反
し
た
場

合
、信
託
財
産
に
重
大
な
損
失
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
等
に
お
い
て
、

委
託
者
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
中
止
ま
た
は

委
託
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
投
資
す
る
株
式
等
の
範
囲
）

第
17
条
　
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
は
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る

株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
お
よ
び
証
券
取
引
所
に
準
ず
る
市

場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
と

し
ま
す
。
た
だ
し
、
株
主
割
当
ま
た
は
社
債
権
者
割
当
に
よ
り
取
得
す

る
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
場
予
定
ま
た
は
登
録
予
定
の
株

式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
で
目
論
見
書
等

に
お
い
て
上
場
ま
た
は
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
18
条
　
委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘

柄
の
株
式
の
時
価
総
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
20

を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券

お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総

額
の
１
０
０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま

せ
ん
。

（
信
用
取
引
の
指
図
範
囲
）

第
19
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

信
用
取
引
に
よ
り
株
券
を
売
り
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
当
該
売
り
付
け
の
決
済
に
つ
い
て
は
、
株
券
の
引
き

渡
し
ま
た
は
買
い
戻
し
に
よ
り
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
用
取
引
の
指
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

発
行
会
社
が
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
か
つ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
券
数
の
合
計
数
を
超
え
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

１
　
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
証
書
の
権
利

行
使
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

２
　
株
式
分
割
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

３
　
有
償
増
資
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

４
　
売
り
出
し
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

５
　
信
託
財
産
に
属
す
る
転
換
社
債
の
転
換
請
求
お
よ
び
新
株
予

約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
会
社
法
第
２
３
６
条
第
１

項
第
３
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社

債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独

で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の

（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法
第
３
４
１
条
ノ
３
第
１
項
第

７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含

め
「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
の

新
株
予
約
権
に
限
り
ま
す
。）
の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株

券
６
　
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
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付
社
債
券
の
新
株
引
受
権
の
行
使
、
ま
た
は
信
託
財
産
に
属
す

る
新
株
予
約
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
新
株
予

約
権
（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）
の
行
使
に
よ
り

取
得
可
能
な
株
券

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有
価
証
券
を
信
用
取
引
の
委

託
保
証
金
の
代
用
と
し
て
差
し
入
れ
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
先
物
取
引
等
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
20
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に

資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
信
託
財
産
が
運
用
対
象
と
す
る
有
価
証
券
の

価
格
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
所
に
お
け

る
有
価
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
お
よ
び
有
価
証

券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取

引
と
類
似
の
取
引
を
次
の
範
囲
で
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
選
択
権
取
引
は
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
含
め
て
取
扱
う

も
の
と
し
ま
す
。

（
以
下
同
じ
。）

１
　
先
物
取
引
の
売
建
お
よ
び
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
ヘ
ッ
ジ
の
対
象
と
す
る
有
価

証
券
（
以
下
「
ヘ
ッ
ジ
対
象
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）
の

時
価
総
額
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

２
　
先
物
取
引
の
買
建
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
有
価
証
券
の
組

入
可
能
額
（
組
入
ヘ
ッ
ジ
対
象
有
価
証
券
を
差
し
引
い
た
額
）

に
信
託
財
産
が
限
月
ま
で
に
受
け
取
る
組
入
公
社
債
、
組
入
外

国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
、
組
入
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
お

よ
び
組
入
抵
当
証
券
の
利
払
金
お
よ
び
償
還
金
を
加
え
た
額
を

限
度
と
し
、
か
つ
信
託
財
産
が
限
月
ま
で
に
受
け
取
る
組
入
有

価
証
券
お
よ
び
組
入
抵
当
証
券
に
係
る
利
払
金
お
よ
び
償
還
金

等
な
ら
び
に
第
13
条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
に
掲
げ
る
金

融
商
品
で
運
用
し
て
い
る
額
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

３
　
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買

付
け
の
指
図
は
、
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係

る
支
払
い
プ
レ
ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
信
託
財
産

の
純
資
産
総
額
の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す

る
た
め
、
な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る

先
物
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る
先
物

取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
次
の
範
囲
で
行
う
こ
と
の
指
図

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
　
先
物
取
引
の
売
建
お
よ
び
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
為
替
の
売
予
約
と
合
わ
せ
て

ヘ
ッ
ジ
対
象
と
す
る
外
貨
建
資
産
（
外
国
通
貨
表
示
の
有
価
証

券
（
以
下
「
外
貨
建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、
預
金
そ
の

他
の
資
産
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
時
価
総
額
の
範
囲

内
と
し
ま
す
。

２
　
先
物
取
引
の
買
建
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
為
替
の
買
予
約
と
合
わ
せ
て
、

外
貨
建
有
価
証
券
の
買
付
代
金
等
実
需
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

３
　
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買

付
け
の
指
図
は
、
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係

る
支
払
い
プ
レ
ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
保
有
外
貨

建
資
産
の
時
価
総
額
の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と
し
、
か

つ
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
支
払
い
プ
レ

ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額

の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す

る
た
め
、
な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変
動
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
金
利
に
係
る

先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引
を
次
の
範
囲
で
行
う
こ
と

の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
　
先
物
取
引
の
売
建
お
よ
び
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
す
る
金
利
商

品
（
信
託
財
産
が
１
年
以
内
に
受
け
取
る
組
入
有
価
証
券
お
よ

び
組
入
抵
当
証
券
の
利
払
金
お
よ
び
償
還
金
等
な
ら
び
に
第
13

条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
で
運
用
さ

れ
て
い
る
も
の
を
い
い
、
以
下
「
ヘ
ッ
ジ
対
象
金
利
商
品
」
と

い
い
ま
す
。）
の
時
価
総
額
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

２
　
先
物
取
引
の
買
建
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け

の
指
図
は
、
建
玉
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
が
限
月
ま
で
に
受

け
取
る
組
入
有
価
証
券
お
よ
び
組
入
抵
当
証
券
に
係
る
利
払
金

お
よ
び
償
還
金
等
な
ら
び
に
第
13
条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
４

号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
で
運
用
し
て
い
る
額
（
以
下
本
号
に
お

い
て
「
金
融
商
品
運
用
額
等
」
と
い
い
ま
す
。）
の
範
囲
内
と

し
ま
す
。
た
だ
し
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
金
利
商
品
が
外
貨
建
で
、
信

託
財
産
の
外
貨
建
資
産
組
入
可
能
額
（
約
款
上
の
組
入
可
能
額

か
ら
保
有
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
を
差
し
引
い
た
額
を
い
い

ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
信
託
財
産
が
限
月
ま
で
に
受
け
取
る

外
貨
建
組
入
公
社
債
お
よ
び
組
入
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証

券
な
ら
び
に
外
貨
建
組
入
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
の
利
払
金
お

よ
び
償
還
金
を
加
え
た
額
が
当
該
金
融
商
品
運
用
額
等
の
額
よ

り
少
な
い
場
合
に
は
外
貨
建
資
産
組
入
可
能
額
に
信
託
財
産
が

限
月
ま
で
に
受
け
取
る
外
貨
建
組
入
有
価
証
券
に
係
る
利
払
金

お
よ
び
償
還
金
等
を
加
え
た
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

３
　
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
お
よ
び
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買

付
け
の
指
図
は
、
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係

る
支
払
い
プ
レ
ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
ヘ
ッ
ジ
対

象
金
利
商
品
の
時
価
総
額
の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と

し
、
か
つ
本
条
で
規
定
す
る
全
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
支
払

い
プ
レ
ミ
ア
ム
額
の
合
計
額
が
取
引
時
点
の
信
託
財
産
の
純
資

産
総
額
の
５
％
を
上
回
ら
な
い
範
囲
内
と
し
ま
す
。

（
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
21
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に

資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変
動
リ
ス
ク

を
回
避
す
る
た
め
、
異
な
っ
た
通
貨
、
異
な
っ
た
受
取
金
利
ま
た
は
異

な
っ
た
受
取
金
利
と
そ
の
元
本
を
一
定
の
条
件
の
も
と
に
交
換
す
る
取

引
（
以
下
「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」
と
い
い
ま
す
。）
を
行
う
こ
と
の
指
図

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
契
約
期
限

が
、
原
則
と
し
て
第
４
条
に
規
定
す
る
信
託
期
間
を
超
え
な
い
も

の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
当
該
信
託
期
間
内
で
全
部

解
約
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
に
係
る

ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総

額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、
信
託
財
産
の
一
部
解
約

等
の
事
由
に
よ
り
、
上
記
純
資
産
総
額
が
減
少
し
て
、
ス
ワ
ッ
プ

取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る

額
に
相
当
す
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の

と
し
ま
す
。

④
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
評
価
は
、
当
該
取
引
契
約
の
相
手
方
が
市
場
実

勢
金
利
等
を
も
と
に
算
出
し
た
価
額
で
評
価
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

⑤
委
託
者
は
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
う
に
あ
た
り
担
保
の
提
供
あ
る

い
は
受
入
れ
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
担
保
の
提
供
あ
る
い
は

受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
22
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、

な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
が
信
託
財
産

の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図

を
し
ま
せ
ん
。

（
有
価
証
券
の
貸
付
の
指
図
お
よ
び
範
囲
）

第
23
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

信
託
財
産
に
属
す
る
株
式
お
よ
び
公
社
債
を
次
の
各
号
の
範
囲
内
で
貸

し
付
け
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
　
株
式
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
株
式
の
時
価

合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
株
式
の
時
価
合
計
額
を
超

え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

２
　
公
社
債
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
公
社
債
の

額
面
金
額
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
公
社
債
の
額

面
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
各
号
に
規
定
す
る
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
契
約
の

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴



61Deutsche Asset Management

一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
有
価
証
券
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
必
要
と
認
め
た
と
き

は
、
担
保
の
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
特
別
の
場
合
の
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
制
限
）

第
24
条
　
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
国
際

収
支
上
の
理
由
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
制
限

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
外
国
為
替
予
約
取
引
の
指
図
）

第
25
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
、

当
該
外
貨
建
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
外
国
為
替

の
売
買
の
予
約
取
引
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
業
務
の
委
託
）

第
26
条
　
受
託
者
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
、
信
託
財
産
に
属
す
る

資
産
の
保
管
お
よ
び
処
分
な
ら
び
に
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
全
部
ま

た
は
一
部
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
、
証
券
会
社
、
外
国
の
法
令
に
準
拠

し
て
外
国
に
お
い
て
有
価
証
券
の
保
管
を
業
と
し
て
営
む
者
お
よ
び
こ

れ
ら
の
子
会
社
等
で
有
価
証
券
の
保
管
を
業
と
し
て
営
む
者
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
う
ち
信
託
業
法
第
22
条
第
１
項
に
定
め
る
信

託
業
務
の
委
託
を
す
る
と
き
は
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
の
す
べ
て

に
適
合
す
る
者
を
委
託
先
と
し
て
選
定
し
ま
す
。

１
　
委
託
先
の
信
用
力
に
照
ら
し
、
継
続
的
に
委
託
業
務
の
遂
行

に
懸
念
が
な
い
こ
と

２
　
委
託
先
の
委
託
業
務
に
係
る
実
績
等
に
照
ら
し
、
委
託
業
務

を
確
実
に
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

３
　
信
託
財
産
の
保
管
等
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

財
産
の
分
別
管
理
を
行
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

４
　
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
の
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

③
受
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
委
託
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当

該
委
託
先
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
有
価
証
券
の
保
管
）

第
27
条
　
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
を
、
法
令
等
に

基
づ
き
、
保
管
振
替
機
関
に
預
託
し
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
混
蔵
寄
託
）

第
28
条
　
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
か
ら
、
売
買
代
金
お
よ
び
償
還

金
等
に
つ
い
て
円
貨
で
約
定
し
円
貨
で
決
済
す
る
取
引
に
よ
り
取
得
し

た
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預
金
証
書
ま
た
は
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
当
該
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
が
保
管
契
約
を

締
結
し
た
保
管
機
関
に
当
該
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
の
名
義
で
混

蔵
寄
託
で
き
ま
す
。

（
信
託
財
産
の
表
示
お
よ
び
記
載
の
省
略
）

第
29
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
ま
た

は
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
の
ほ
か
、
信
託
の
表
示
お
よ
び
記
載

を
し
ま
せ
ん
。

（
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指
図
）

第
30
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指

図
が
で
き
ま
す
。

（
再
投
資
の
指
図
）

第
31
条
　
委
託
者
は
、前
条
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
売
却
代
金
等
、

有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に

係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び
そ
の
他
の
収
入
金
を
再
投
資
す

る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

（
損
益
の
帰
属
）

第
32
条
　
委
託
者
の
指
図
に
基
づ
く
行
為
に
よ
り
信
託
財
産
に
生
じ
た

利
益
お
よ
び
損
失
は
、
す
べ
て
受
益
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
託
者
に
よ
る
資
金
の
立
替
え
）

第
33
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
借
替
、
転
換
、

新
株
発
行
ま
た
は
株
主
割
当
が
あ
る
場
合
で
、
委
託
者
の
申
出
が
あ
る

と
き
は
、
受
託
者
は
資
金
の
立
替
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算

分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び

そ
の
他
の
未
収
入
金
で
信
託
終
了
日
ま
で
に
そ
の
金
額
を
見
積
も

り
得
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
こ
れ
を
立
て
替
え
て
信

託
財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
前
２
項
の
立
替
金
の
決
済
お
よ
び
利
息
に
つ
い
て
は
、
受
託
者
と

委
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
そ
の
つ
ど
別
に
こ
れ
を
定
め
ま
す
。

（
信
託
の
計
算
期
間
）

第
34
条
　
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
８
月
19
日
か
ら
翌
年
８
月

18
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１
期
計
算
期

間
は
、平
成
18
年
５
月
19
日
か
ら
平
成
18
年
８
月
18
日
ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終
了
日

に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）
が
休
業
日

の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日
と
し
、
そ

の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
た

だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
第
４
条
に
規
定
す
る
こ
の
信

託
の
計
算
期
間
の
終
了
日
と
し
ま
す
。

（
信
託
財
産
に
関
す
る
報
告
）

第
35
条
　
受
託
者
は
、
毎
計
算
期
末
に
損
益
計
算
を
行
い
、
信
託
財
産

に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
信
託
終
了
の
と
き
に
最
終
計
算
を
行
い
、
信
託
財
産

に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
諸
費
用
）

第
36
条
　
信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す
る
諸

費
用
お
よ
び
受
託
者
の
立
て
替
え
た
立
替
金
の
利
息
（
以
下
「
諸
経
費
」

と
い
い
ま
す
。）
は
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し

ま
す
。

（
信
託
報
酬
）

第
37
条
　
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
し
信
託
報

酬
を
収
受
し
ま
せ
ん
。

（
利
益
の
留
保
）

第
38
条
　
信
託
財
産
か
ら
生
じ
る
利
益
は
、
信
託
終
了
時
ま
で
信
託
財

産
中
に
留
保
し
、
期
中
の
分
配
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
追
加
信
託
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
計
理
処
理
）

第
39
条
　
追
加
信
託
金
ま
た
は
信
託
の
一
部
解
約
金
は
、
当
該
金
額
と

元
本
に
相
当
す
る
金
額
と
の
差
額
を
、
追
加
信
託
に
あ
っ
て
は
追
加
信

託
差
金
、
信
託
の
一
部
解
約
に
あ
っ
て
は
解
約
差
金
と
し
て
処
理
し
ま

す
。

（
信
託
契
約
の
一
部
解
約
）

第
40
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
信

託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。

②
解
約
金
は
、
一
部
解
約
を
行
う
日
の
一
部
解
約
ま
た
は
追
加
信
託

の
処
理
を
行
う
前
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
一
部
解
約
ま
た

は
追
加
信
託
を
行
う
前
の
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金
額
に
当
該

一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
41
条
　
委
託
者
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
、
こ
の
信
託
契
約
を
解

約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
に
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
も
し

く
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う

え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う

と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
証
券
を
投
資
対
象
と
す
る
こ
と
を

信
託
約
款
に
お
い
て
定
め
る
す
べ
て
の
証
券
投
資
信
託
が
そ
の
信

託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解

約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け

出
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
２
項
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し

よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を

こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て

書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

④
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一

定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記

し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま

す
。

⑤
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口

数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
第
１
項

の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ

ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た

る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
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係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則

と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

⑦
第
４
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
い
て

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

（
償
還
金
の
委
託
者
へ
の
交
付
と
支
払
い
に
関
す
る
受
託
者
の
免
責
）

第
42
条
　
受
託
者
は
、
信
託
が
終
了
し
た
と
き
は
、
償
還
金
（
信
託
終

了
時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
口
数
で
除
し
て
得

た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
全
額
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
償
還
金
を
交
付
し
た

後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の
責
に
任
じ
ま
せ

ん
。

（
償
還
金
の
支
払
い
）

第
43
条
　
委
託
者
は
、
受
託
者
よ
り
償
還
金
の
交
付
を
受
け
た
後
、
受

益
証
券
と
引
換
え
に
当
該
償
還
金
を
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

（
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令
）

第
44
条
　
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解
約
し
信

託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
48
条
の
規
定
に
従
い
ま
す
。

（
委
託
者
の
認
可
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い
）

第
45
条
　
委
託
者
が
、
監
督
官
庁
よ
り
認
可
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、

解
散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者
は
、
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約
に
関

す
る
委
託
者
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
業
者
に
引
き
継
ぐ
こ

と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
第
48
条
第
４
項
に
該
当
す

る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
と
受
託
者
と
の
間
に

お
い
て
存
続
し
ま
す
。

（
委
託
者
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い
）

第
46
条
　
委
託
者
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を

承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
受
託
者
の
辞
任
に
伴
う
取
扱
い
）

第
47
条
　
受
託
者
は
、
委
託
者
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
は
、
第
48
条
の
規
定
に
し

た
が
い
、
新
受
託
者
を
選
任
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
新
受
託
者
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
者
は
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

（
信
託
約
款
の
変
更
）

第
48
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま

た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う

え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
あ
ら
か

じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け

出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
も

の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ

の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て

書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一

定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記

し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま

す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口

数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
第
１
項

の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
者
は
、
当
該
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ

ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た

る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に

係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則

と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
49
条
　
第
41
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に
規
定

す
る
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
41
条
第
４
項
ま
た

は
前
条
第
３
項
の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た

受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財

産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買

取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
第
41

条
第
３
項
ま
た
は
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記

し
ま
す
。

（
利
益
相
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
受
益
者
へ
の
書
面
の
交
付
）

第
50
条
　
委
託
者
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
28

条
第
１
項
に
定
め
る
書
面
を
交
付
し
ま
せ
ん
。

（
運
用
報
告
書
）

第
51
条
　
委
託
者
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
33

条
に
定
め
る
運
用
報
告
書
を
交
付
し
ま
せ
ん
。

（
公
告
）

第
52
条
　
委
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞

に
掲
載
し
ま
す
。

（
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い
）

第
53
条
　
こ
の
信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、

委
託
者
と
受
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

前
記
条
項
に
よ
り
信
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

平
成
18
年
５
月
19
日
（
信
託
契
約
締
結
日
）

委
託
者
　
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

受
託
者
　
り
そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社

約　款 そ　の　他
ファンドの運営の
仕組み・体制等

ファンドの取得・保有・換金に
係る費用や税金等

ご換金の
お申込について

取得のお申込に
ついて

主なリスクと
留意点 運用実績

ファンドの
特　徴





投資信託説明書
（請求目論見書）�
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本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�



1.  本書により行う「りそな 東欧フロンティア株式ファンド」（以下「当ファンド」

といいます。）の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和

23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成18年3月31日に

関東財務局長に提出しており、平成18年4月16日にその効力が発生しており

ます。また、委託会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出

書を平成18年11月16日に関東財務局長に提出しております。

2.  当ファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動

きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべ

て投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証さ

れているものではありません。

3.  本書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載したも

のであり、投資家の請求により交付される投資信託説明書（請求目論見書）

です。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、

組入株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を

含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあ

ります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
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1Deutsche Asset Management

①
取
得
申
込
み
の
受
付
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
（
た
だ
し
、
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る

日
を
除
き
ま
す
。）
に
取
得
申
込
み
の
受
付
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
取
得
申
込

み
に
か
か
る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
き
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
受
付
分

と
し
ま
す
。
な
お
、
当
該
受
付
時
間
を
す
ぎ
た
場
合
は
翌
営
業
日
の
受
付
分
に
な

り
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
は
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
に
よ
り
、
収
益
分
配
時
に
、
税
金
を

差
し
引
い
た
後
、
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
「
一
般
コ
ー
ス
」
と
、
収
益
分
配
時

に
、
税
金
を
差
し
引
い
た
後
、
収
益
分
配
金
を
無
手
数
料
で
再
投
資
す
る
「
自
動

け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
の
２
つ
の
申
込
方
法
が
あ
り
ま
す
。

当
該
取
得
申
込
者
は
、
取
得
申
込
み
を
す
る
際
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」
か
「
自

動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
か
、
ど
ち
ら
か
の
コ
ー
ス

を
申
出
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
申
込
取
扱
場
所

に
よ
っ
て
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
の
取
扱
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

な
お
、
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
は
途
中
で
変
更
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
す
る
場
合
、

取
得
申
込
者
は
、
当
該
販
売
会
社
と
の
間
で
「
自
動

け
い
ぞ
く
投
資
約
款
」
※

に
し
た
が
っ
て
契
約
（
以
下

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」
と
い
い
ま
す
。）
を
締
結

し
ま
す
。

※
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
当
該
契
約
ま
た
は
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
様

の
権
利
義
務
関
係
を
規
定
す
る
名
称
の
異
な
る
契
約
ま
た
は
規
定
を

用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
該
当
す
る
別
の
名
称
に
読
み
替
え
る

も
の
と
し
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
制
度
に

移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
受
益
証
券
は
発
行
さ
れ
ず
、
受
益
権
の
帰
属

は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
定
ま
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
預
り
の
形
態
は
な
く
な
り
ま
す
。

②
当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
価
額
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌

営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

③
申
込
単
位
は
、
販
売
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。
申
込
単
位
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照
会
先
に
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

④
申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
３
・
１
５
％

（
税
抜
３
・
０
％
）
を
上
限
と
し
て
販
売
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
る
手
数
料
率

を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
申
込
手
数
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま

た
は
委
託
会
社
の
右
記
照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
し
た
受
益
者
が
収
益
分
配
金
を
再
投
資

す
る
場
合
の
申
込
手
数
料
は
、
無
手
数
料
と
し
ま
す
。

⑤
当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
申
込
金
額
を
、
原
則
と
し
て
取
得
申
込
受
付
日

か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
ま
で
に
販
売
会
社
に
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、

販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
所
定
の
方
法
に
よ
り
、
前
記
の
期
日
以
前
に
申
込
代
金

を
お
支
払
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

フ
ァ
ン
ド
の
沿
革

平
成
18
年
５
月
19
日
信
託
契
約
締
結
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
、
運
用
開
始

手
続
等

申
込（
販
売
）手
続
等

申
込（
販
売
）手
続
等



2 Deutsche Asset Management

②
解
約
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価

額
と
し
ま
す
。

解
約
価
額
は
、
原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
日
々
算
出
さ
れ
ま
す
。
解

約
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
前
ペ
ー
ジ
の
照
会
先
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

③
お
手
取
額
は
、
解
約
価
額
か
ら
個
別
元
本
※
１

を
上
回
っ
た
場
合
そ
の
超
過
額
に
対

し
て
、
次
の
所
定
の
税
金
を
差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

・
個
人
受
益
者
の
場
合
は
、
10
％
（
所
得
税
７
％
及
び
地
方
税
３
％
）
※
２

・
法
人
受
益
者
の
場
合
は
、
７
％
（
所
得
税
７
％
）
※
３

※
１
「
個
別
元
本
」
と
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
を
い
い
ま
す
。

※
２
「
税
率
」は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
20
％（
所
得
税
15
％
及
び
地
方
税
５
％
）と
な
る
予
定
で
す
。

※
３
「
税
率
」は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
15
％（
所
得
税
15
％
）と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
）税
法
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
等
に
は
、
右
記
の
内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

④
一
部
解
約
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日
か
ら
起

算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
の
営
業
所
に
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

⑤
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な

政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大

な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端

な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
を
中
止
す
る
こ

と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

⑥
前
記
⑤
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受

益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い

場
合
に
は
、
当
該
受
益
証
券
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解
除
し

た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
も

の
と
し
て
前
記
②
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

■
受
益
証
券
の
買
い
取
り

①
販
売
会
社
は
、
受
益
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位

を
も
っ
て
そ
の
受
益
証
券
を
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
た
だ
し
、
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る

日
を
除
き
ま
す
。）

②
受
益
証
券
の
買
取
価
額
は
、
買
取
請
求
を
受
付
け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額

⑥
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、

デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、

ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し

く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
に
は
、
受
益
証
券
の
取
得
の
申
込

み
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
取
得
申

込
者
は
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
、
自
己
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
フ
ァ
ン
ド
の

受
益
権
の
振
替
を
行
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
示
す
も
の
と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込

者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、
当
該
取
得
申
込

の
代
金
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た

は
記
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振

替
機
関
へ
の
通
知
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委
託
会
社
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が

あ
っ
た
場
合
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記

録
を
行
い
ま
す
。
受
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、

振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振
替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を

行
い
ま
す
。

■
信
託
の
一
部
解
約

①
受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
単
位

を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
受
益
者
が
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
と
き
は
、
販
売
会
社
に
対
し
、

受
益
証
券
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
（
た
だ

し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日

に
該
当
す
る
日
を
除
き
ま
す
。）
に
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
行
わ
れ
、
か
つ
、

当
該
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
に
か
か
る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
き
が
完
了

し
た
も
の
を
当
日
の
一
部
解
約
実
行
の
請
求
受
付
分
と
し
ま
す
。
な
お
、
当
該
受

付
時
間
を
す
ぎ
た
場
合
は
翌
営
業
日
の
受
付
分
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売

会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

換
金（
解
約
）手
続
等

換
金（
解
約
）手
続
等
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か
ら
当
該
買
取
を
行
う
販
売
会
社
に
か
か
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を

控
除
し
た
額
と
し
ま
す
。

③
販
売
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な

政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大

な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端

な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
委
託
会
社
と
協
議
の
う
え
、
受
益
証
券
の
買
い
取

り
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
受
益
証
券
の
買
い
取
り
の

受
付
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
前
記
③
に
よ
り
受
益
証
券
の
買
い
取
り
の
受
付
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
益

者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の
買
取
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
受
益
者
が
そ
の
買
取
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
証
券
の
買
取

価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
買
い

取
り
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
前
記
②
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

（
注
）受
益
証
券
の
買
い
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
換

金
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
当
該
受
益

者
の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
会
社
が
行
う
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一

部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同
口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に

し
た
が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ

ま
す
。

平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
の
換
金
に
係
る
換
金
の
請
求
を
受
益
者
が
す
る
と
き
は
、
振
替
受
益
権

を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
換
金
代
金
が
受
益
者
に

支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
換
金
の
請
求
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
前
に
行
わ
れ
る
当
該
請
求
に
つ

い
て
は
、
振
替
受
益
権
と
な
る
こ
と
が
確
実
な
受
益
証
券
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

平
成
18
年
12
月
29
日
時
点
で
の
保
護
預
り
を
ご
利
用
の
方
の
受
益
証
券
は
、
原
則
と
し
て
一
括
し

て
全
て
振
替
受
益
権
へ
移
行
し
ま
す
。
受
益
証
券
を
お
手
許
で
保
有
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
19

年
１
月
４
日
以
降
も
引
き
続
き
保
有
さ
れ
た
場
合
は
、
換
金
の
お
申
し
込
み
に
際
し
て
、
個
別
に

振
替
受
益
権
と
す
る
た
め
の
所
要
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
手
続
き
に
は
時
間
を
要
し
ま

す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。
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②
運
用
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
、
原
則
と
し
て
時
価
に

よ
り
評
価
し
ま
す
。

■
保
管

①
「
一
般
コ
ー
ス
」
を
選
択
し
た
受
益
者
は
、
販
売
会
社
と
の
保
護
預
り
契
約
に
基

づ
き
、
受
益
証
券
を
販
売
会
社
に
保
管
（
保
護
預
り
）
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
護
預
り
の
場
合
、
受
益
証
券
は
混
蔵
保
管
さ
れ
ま
す
。
保
護
預
り
を
行
わ
な
い

場
合
、
受
益
証
券
は
、
受
益
者
の
責
任
に
お
い
て
受
益
者
に
よ
り
保
管
さ
れ
ま
す
。

②
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
し
た
受
益
者
の
受
益
証
券
は
全
て
販
売

会
社
に
お
け
る
保
護
預
り
と
な
り
ま
す
。
な
お
、「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」

に
基
づ
き
保
護
預
り
と
な
っ
て
い
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
受
益
者
か
ら
返
還
請
求

が
あ
っ
た
場
合
、
販
売
会
社
は
、
当
該
受
益
者
か
ら
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
が

あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
扱
い
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
し

た
受
益
者
は
、
受
益
証
券
の
引
出
し
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
記
名
式

の
受
益
証
券
の
所
持
人
は
、
委
託
会
社
が
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
名
義
書
換
を
委

託
会
社
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、

受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま

り
、
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
の
で
、
受
益
証
券
の
保
管
に
関
す
る
該
当
事
項
は
な
く
な
り
ま

す
。

■
信
託
期
間

信
託
契
約
締
結
日
（
平
成
18
年
５
月
19
日
）
か
ら
無
期
限
と
し
ま
す
。

■
計
算
期
間

①
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
２
月
19
日
か
ら
８
月
18
日
ま
で
お
よ
び
８
月
19

日
か
ら
翌
年
２
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１
期

計
算
期
間
は
平
成
18
年
５
月
19
日
か
ら
平
成
18
年
８
月
18
日
ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
記
①
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
前
記
①
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終
了
日
に

該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）
が
休
業
日
の
と
き
、
各
計

算
期
間
終
了
日
は
、
該
当
日
の
翌
営
業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期

間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

■
そ
の
他

①
信
託
の
終
了

イ
委
託
会
社
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
50
億
口
を
下
回
る

■
資
産
の
評
価

①
基
準
価
額
の
算
出
方
法
等

基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代
用
有
価
証
券
を

除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
時
価
ま

た
は
一
部
償
却
原
価
法
に
よ
り
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債

総
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
「
純
資
産
総
額
」
と
い
い

ま
す
。）
を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で
除
し

た
金
額
を
い
い
ま
す
。

な
お
、
外
貨
建
資
産
（
外
国
通
貨
表
示
の
有
価
証
券

（
以
下
「
外
貨
建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、
預
金
そ

の
他
の
資
産
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
円
換
算
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対

顧
客
電
信
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

予
約
為
替
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
わ
が

国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に

よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

受
益
証
券
１
口
当
た
り
の
純
資
産
額
が
基
準
価
額
で

す
。
た
だ
し
、
便
宜
上
１
万
口
当
た
り
に
換
算
し
た
価
額

で
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

基
準
価
額
は
、
原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
日
々

算
出
さ
れ
ま
す
。
基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た

は
委
託
会
社
の
下
記
照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

原
則
と
し
て
、
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
）
の
「
オ
ー
プ

ン
基
準
価
格
」
欄
に
、「
こ
は
く
」
と
し
て
、
前
日
付
の

基
準
価
額
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

管
理
及
び
運
営

資
産
管
理
等
の
概
要

資
産
管
理
等
の
概
要
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こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
お
よ
び
信
託
終
了
前
に
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ

と
が
受
益
者
の
た
め
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事

情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約

し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
会

社
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

ロ
委
託
会
社
は
、
前
記
（
イ
）の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と

す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係

る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に

係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公

告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ハ
前
記（
ロ
）の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一
定
の
期

間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、

一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

ニ
前
記（
ハ
）の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口
数
が
受

益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
前
記（
イ
）の
信
託
契
約
の
解

約
を
し
ま
せ
ん
。

ホ
委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
解
約

し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
受
益

者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ヘ
前
記（
ハ
）か
ら（
ホ
）ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、
真
に
や

む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
記（
ハ
）の
一
定
の
期
間

が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書
面
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

②
信
託
約
款
の
変
更

イ
委
託
会
社
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま
た
は
や
む
を
得

な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
信
託
約
款
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お

よ
び
そ
の
内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

ロ
委
託
会
社
は
、
前
記（
イ
）の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
も
の
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、

か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受

益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
信
託
約
款
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者

に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ハ
前
記（
ロ
）の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一
定
の
期

間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、

一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

ニ
前
記（
ハ
）の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口
数
が
受

益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
前
記（
イ
）の
信
託
約
款
の
変

更
を
し
ま
せ
ん
。

ホ
委
託
会
社
は
、
当
該
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
変
更

し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
受
益

者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ヘ
委
託
会
社
は
、
委
託
会
社
が
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
振
替

受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
信
託
約
款
変
更

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
が
重
大
な
も
の
と
し
て
前
記（
イ
）

か
ら（
ホ
）の
規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替

受
入
簿
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
委
託
会
社
に
代
理
権

を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
し
て
い
る
受
益
者
へ
は
、
前
記（
ロ
）の
書

面
の
交
付
を
原
則
と
し
て
行
い
ま
せ
ん
。

③
関
係
法
人
と
の
契
約
の
更
改
等

イ
受
益
証
券
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約
書

当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
１
年
間
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
期
間
満
了
３
ヵ

月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お
よ
び
販
売
会
社
い
ず
れ
か
ら
も
、
何
ら
の
意
思
表

示
の
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
１
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自
動
延
長
後

の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
ま
た
は
販

売
会
社
は
、
他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
知
を
３
ヵ
月
前
に
な
す
こ
と
に
よ

り
当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ロ
投
資
顧
問
契
約

投
資
顧
問
契
約
は
、
契
約
当
事
者
の
い
ず
れ
か
の
一
方
が
他
方
に
対
し
、
所
定

の
手
続
き
に
従
っ
て
書
面
に
よ
る
事
前
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
終
結
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

④
運
用
報
告
書
等

委
託
会
社
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当

該
信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
末
日
毎
お
よ
び
信
託
終
了
時
に
運
用
報
告
書
を
作
成

し
、
か
つ
、
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
販
売
会
社
を
通
じ
て
交
付
し
ま
す
。
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ま
た
、
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
法
の
規
定
に
基
づ
き
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成

し
ま
す
。

⑤
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令

ａ
委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令
を
受
け
た
と
き

は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解
約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

ｂ
委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
前
記
②
の
規
定
に
従
い
ま
す
。

⑥
委
託
会
社
の
認
可
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い

ａ
委
託
会
社
が
監
督
官
庁
よ
り
認
可
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、
解
散
し
た
と
き

ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約

し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

ｂ
前
記
ａ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
委

託
会
社
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
業
者
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と

き
は
、
こ
の
信
託
は
、
前
記
②
（
ニ
）
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投

資
信
託
委
託
業
者
と
受
託
会
社
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

⑦
委
託
会
社
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い

ａ
委
託
会
社
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に

伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ｂ
委
託
会
社
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が

あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

⑧
受
託
会
社
の
辞
任
に
伴
う
取
扱
い

ａ
受
託
会
社
は
、
委
託
会
社
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
会
社
は
、
前
記
②
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新

受
託
会
社
を
選
任
し
ま
す
。

ｂ
委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
会
社
は
こ
の
信

託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

⑨
公
告委

託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

⑩
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
り
扱
い

信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社
と
受
託
会
社

と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

⑪
再
信
託

受
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
に
か
か
る
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
日

本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会
社
と
再
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ

れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
再
信
託
に
か
か
る
契
約
書

類
に
基
づ
い
て
所
定
の
事
務
を
行
い
ま
す
。

受
益
者
の
有
す
る
主
な
権
利
は
次
の
通
り
で
す
。

①
収
益
分
配
金
に
対
す
る
請
求
権

ａ
受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
支
払
を
決
定
し
た
収
益
分
配
金
を
持
分
に
応
じ
て

請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

ｂ
収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
の
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
会
社
の
指

定
す
る
日
（
原
則
と
し
て,

毎
計
期
間
終
了
日
（
計
算
期
間
終
了
が
休
業
日
の

場
合
に
は
翌
営
業
日
）
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
）
か
ら
収
益
分
配
金
交

付
票
と
引
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。
収
益
分
配
金
の
支
払
は
、
販
売

会
社
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

ｃ
前
記
ｂ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
に
基
づ
い
て
収

益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
委
託
会
社
は
、
原
則
と
し

て
、
毎
計
算
期
間
終
了
後
の
翌
日
に
収
益
分
配
金
を
販
売
会
社
に
支
払
い
ま

す
。
こ
の
場
合
販
売
会
社
は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再

投
資
に
係
る
受
益
証
券
の
売
り
付
け
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
信
託
の
一
部

解
約
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
当
該
受
益
証
券
に
帰
属
す
る
収
益
分
配
金
が
あ

る
と
き
は
、
前
記
ｂ
の
規
定
に
準
じ
て
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

ｄ
受
益
者
が
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を

請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託
会
社
が
受
託
会
社
か
ら
交

付
を
受
け
た
金
銭
は
委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
注
）
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の

場
合
の
分
配
金
は
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い

る
受
益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
決
算
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に

か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前
に
設
定

受
益
者
の
権
利
等

受
益
者
の
権
利
等
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さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い

る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
、
原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起

算
し
て
５
営
業
日
目
（
予
定
）
か
ら
お
支
払
い
し
ま
す
。
な
お
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
お
い

て
も
、
時
効
前
の
収
益
分
配
金
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
し
、
そ
の
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
お
支
払
い
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く

投
資
コ
ー
ス
」
を
お
申
込
み
の
場
合
は
、
分
配
金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
ま
す
が
、

再
投
資
に
よ
り
増
加
し
た
受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

②
償
還
金
に
関
す
る
請
求
権

ａ
受
益
者
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
償
還
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

ｂ
償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
会
社
の
指
定
す
る
日
（
原

則
と
し
て
償
還
日
（
償
還
日
が
休
業
日
の
場
合
は
当
該
償
還
日
の
翌
営
業
日
）

か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
）
か
ら
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
支

払
い
ま
す
。
償
還
金
の
支
払
は
、
販
売
会
社
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

ｃ
受
益
者
が
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
10
年
間
そ

の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託
会
社
が
受
託

会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
受
益
証
券
の
一
部
解
約
請
求
権

受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
、
販
売
会
社
が
別
に
定
め
る

単
位
を
も
っ
て
一
部
解
約
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。
一
部
解

約
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
受
付
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業

日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

④
反
対
者
の
買
取
請
求
権

前
記
「
資
産
管
理
等
の
概
要
■
そ
の
他
」
に
規
定
す
る
信
託
の
終
了
ま
た
は
信

託
約
款
の
変
更
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
一

定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
投
信
法
第
30
条

の
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託

財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買
取
請
求

権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
前
記
「
資
産
管
理
等
の

概
要
■
そ
の
他
①
信
託
の
終
了
（
ロ
）」
ま
た
は
「
１
資
産
管
理
等
の
概
要
■
そ
の

他
②
信
託
約
款
の
変
更
（
ロ
）」
に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

⑤
帳
簿
閲
覧
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
に
対
し
、
そ
の
営
業
時
間
内
に
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産

に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
閲
覧
ま
た
は
謄
写
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の

経
理
状
況

１.

当
フ
ァ
ン
ド
の
財
務
諸
表
は
、
第
１
期
計
算
期
間
（
平
成
18
年
５
月
19
日
か
ら

平
成
18
年
８
月
18
日
ま
で
）
に
つ
い
て
、「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
」（
昭
和
38
年
大
蔵
省
令
第
59
号
）
並
び
に
同
規
則

第
２
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、「
投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
」（
平

成
12
年
総
理
府
令
第
１
３
３
号
）
に
基
づ
い
て
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

財
務
諸
表
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
円
単

位
で
表
示
し
て
お
り
ま
す
。

２.

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
証
券
取
引
法
第
１
９
３
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
１
期

計
算
期
間
（
平
成
18
年
５
月
19
日
か
ら
平
成
18
年
８
月
18
日
ま
で
）
の
財
務
諸

表
に
つ
い
て
、
あ
ず
さ
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
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財
務
諸
表

財
務
諸
表

　　りそな　東欧フロンティア株式ファンド

（1）賃借対照表
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（2）損益及び剰余金計算書
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（3）注記表

（重要な会計方針に係わる事項に関する注記）

（貸借対照表に関する注記）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

（有価証券に関する注記）
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（デリバティブ取引等関係に関する注記）

（関連当事者との取引に関する注記）

（その他の注記）

（4）附属明細表

①有価証券明細表

（株式以外の有価証券）

②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（参考情報）

（1）貸借対照表
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（2）注記表

（重要な会計方針に係わる事項に関する注記）

（貸借対照表に関する注記）
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（有価証券に関する注記）

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

Ⅰ　取引の状況に関する事項
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Ⅱ　取引の時価等に関する事項

（関連当事者との取引に関する注記）

（その他の注記）
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（3）附属明細表

①有価証券明細表



19Deutsche Asset Management



20 Deutsche Asset Management



21Deutsche Asset Management

（株式以外の有価証券）

②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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純資産額計算書

りそな 東欧フロンティア株式ファンド

（参考情報）

東欧株式マザーファンド

フ
ァ
ン
ド
の
現
況

フ
ァ
ン
ド
の
現
況
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設
定
及
び
解
約

の
実
績
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